
発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(22／85) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

 

 • 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(23／85) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

 

 • 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(24／85) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

 

 • 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(25／85) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

 

 • 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(26／85) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 

 

 • 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(27／85) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 注記 

＊1：主要設備等とは，当該機能に直接的に関連する設備・機器及び構築

物をいう。 

＊2：補助設備とは，当該機能に間接的に関連し，主要設備の補助的役割

をもつ設備をいう。 

＊3：直接支持構造物とは，主要設備等，補助設備に直接取り付けられる

支持構造物，又はこれらの設備の荷重を直接的に受ける支持構造物を

いう。 

＊4：間接支持構造物とは，直接支持構造物から伝達される荷重を受ける

構造物（建物・構築物）をいう。 

＊5：燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の主要なコンクリート遮蔽

は，Ｂクラスとする。また，燃料加工建屋は，弾性設計用地震動によ

る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対しておおむ

ね弾性範囲に留まるとともに，基準地震動による地震力に対して構造

物全体として変形能力について十分な余裕を有するように設計する。 

＊6：波及的影響を考慮すべき設備とは，下位の耐震クラスに属するもの

の破損によって上位の分類に属するものに波及的影響を及ぼすおそれ

のある設備であり，主要設備等に適用される地震力により，上位分類

に属するものに波及的影響を及ぼさないように設計する。 

＊7：Ｓクラスの設備・機器，Ｂクラスの設備・機器及びＣクラスの設

備・機器は，その機能上Ｓクラス，Ｂクラス又はＣクラスに該当する

部分とする。 

＊8：ＳS：基準地震動Ｓｓにより定まる地震力。 

ＳB：耐震Ｂクラス施設に適用される地震力。 

ＳC：耐震Ｃクラス施設に適用される地震力。 

＊9：地下３階から地下２階に搬送する一部のグローブボックスを除く。 

＊10：焼結炉内部温度高による過加熱防止回路を含む。焼結炉に関連する

焼結炉内部温度高による過加熱防止回路は，加熱の停止に必要な範囲

をＳクラスとする。 

＊11：非常用所内電源設備は，非常用発電機，燃料油貯蔵タンク，非常用

直流電源設備，非常用無停電電源装置，高圧母線及び低圧母線で構成

する。非常用発電機は，発電機能を維持するために必要な範囲をＳク

ラスとする。 

＊12：小規模焼結処理装置内部温度高による過加熱防止回路及び小規模焼

結処理装置への冷却水流量低による加熱停止回路を含む。小規模焼結

処理装置に関連する小規模焼結処理装置内部温度高による過加熱防止

回路及び小規模焼結処理装置への冷却水流量低による加熱停止回路

は，加熱の停止に必要な範囲をＳクラスとする。 

＊13：排気機能の維持に必要な回路を含む。 

＊14：安全上重要な施設のグローブボックスに付随するもの。 

＊15：安全上重要な施設のグローブボックスの消火に関する範囲。 

 • 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(28／85) 

 

別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４  
 ＊16：安全上重要な施設のグローブボックスの排気系に設置するもの。 

＊17：安全上重要な施設のグローブボックスの給気系に設置するもの。 

＊18：混合ガス水素濃度高による混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度

異常遮断弁（焼結炉系，小規模焼結処理系）。 

＊19：＊9で除いたグローブボックス。 

＊20：ゲートを含む。 

＊21：一時保管ピット，原料ＭＯＸ粉末缶一時保管装置，粉末一時保管装

置，ペレット一時保管棚，スクラップ貯蔵棚，製品ペレット貯蔵棚，

燃料棒貯蔵棚及び燃料集合体貯蔵チャンネルは，Ｂクラスの設備・機

器であるが，基準地震動による地震力に対して過大な変形等が生じな

いように設計する。 

＊22：分析済液処理装置のうち，二重管の外管。 

＊23：窒素循環設備のうち，Ｓクラスのグローブボックスを循環する経路

については，基準地震動による地震力に対してその機能を保持する設

計とする。 

＊24：排気筒はＣクラスであるが，燃料加工建屋へ波及的影響を与えない

よう，基準地震動による地震力に対して耐震性が確保される設計とす

る。 

＊25：溢水防護設備の緊急遮断弁については，加速度大による緊急遮断弁

作動回路を含む。 

＊26：燃料加工建屋内の当該設備の配管は，基準地震動による地震力に対

して耐震性が確保される設計とする。 

＊27：燃料加工建屋内の当該設備の配管のうち，緊急遮断弁により保有水

の流出を防止する範囲は，基準地震動による地震力に対して耐震性が

確保される設計とする。 

＊28：＊18 以外。 

 • 表の構成は発電炉

と同等としてお

り，記載内容は事

業変更許可申請書

に基づいた記載と

しているため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(29／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

 

 第 1回申請である

燃料加工建屋に対

する記載としてお

り，その他の施設

については後次回

で比較結果を示

す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(30／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

 第 1回申請である

燃料加工建屋に対

する記載としてお

り，その他の施設

については後次回

で比較結果を示

す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(31／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

 第 1回申請である

燃料加工建屋に対

する記載としてお

り，その他の施設

については後次回

で比較結果を示

す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(32／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

 第 1回申請である

燃料加工建屋に対

する記載としてお

り，その他の施設

については後次回

で比較結果を示

す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(33／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

 第 1回申請である

燃料加工建屋に対

する記載としてお

り，その他の施設

については後次回

で比較結果を示

す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(34／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

 第 1回申請である

燃料加工建屋に対

する記載としてお

り，その他の施設

については後次回

で比較結果を示

す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(35／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

 第 1回申請である

燃料加工建屋に対

する記載としてお

り，その他の施設

については後次回

で比較結果を示

す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(36／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

 第 1回申請である

燃料加工建屋に対

する記載としてお

り，その他の施設

については後次回

で比較結果を示

す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(37／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

 第 1回申請である

燃料加工建屋に対

する記載としてお

り，その他の施設

については後次回

で比較結果を示

す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(38／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

 第 1回申請である

燃料加工建屋に対

する記載としてお

り，その他の施設

については後次回

で比較結果を示

す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(39／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

 第 1回申請である

燃料加工建屋に対

する記載としてお

り，その他の施設

については後次回

で比較結果を示

す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(40／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

 第 1回申請である

燃料加工建屋に対

する記載としてお

り，その他の施設

については後次回

で比較結果を示

す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(41／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

 第 1回申請である

燃料加工建屋に対

する記載としてお

り，その他の施設

については後次回

で比較結果を示

す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(42／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

 第 1回申請である

燃料加工建屋に対

する記載としてお

り，その他の施設

については後次回

で比較結果を示

す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(43／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(44／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(45／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(46／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 
注記 ＊：本設備は再処理施設においてはＳクラスとしているが，MOX燃料加工施

設においては共用するＣクラス施設とのみ接続するため，Ｃクラスとする。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(47／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

   
注記 ＊：本設備は再処理施設においてはＳクラスとしているが，MOX燃料加工施

設においては共用するＣクラス施設とのみ接続するため，Ｃクラスとする。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(48／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(49／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
 

 

 

 

第
4
.
3-
1
表
 
重
大
事
故
等
対
処
設
備
 
(主

要
設
備
)
の
設
備
分
類
(
7
/
9)
 

374



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(50／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(51／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(52／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(53／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(54／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(55／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(56／85) 
別紙４－３ 

MOX燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(57／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(58／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(59／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(60／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(61／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(62／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(63／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(64／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(65／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(66／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(67／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(68／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(69／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 

 

394



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(70／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(71／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(72／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(73／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(74／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(75／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(76／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(77／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(78／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(79／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(80／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(81／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(82／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(83／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(84／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(85／85) 
別紙４－３ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－３ 添付書類Ⅴ－２－１－４ 
  

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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令和４年６月 10 日 Ｒ６ 

 

 

 

 

別紙４－４ 
 

 

 

波及的影響に係る基本方針 
 

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる

差異 
二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(1／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
 Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 

 3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点 

 3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計 

 3.3 接続部の観点による設計 

3.4 損傷，転倒及び落下の観点による建屋内施設の設計 

3.5 損傷，転倒及び落下の観点による建屋外施設の設計 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

4.1 不等沈下又は相対変位の観点 

4.2 接続部の観点 

4.3 建屋内施設の損傷，転倒及び落下の観点 

4.4 建屋外施設の損傷，転倒及び落下の観点 

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針 

5.1 耐震評価部位 

5.2 地震応答解析 

5.3 設計用地震動又は地震力 

5.4 荷重の種類及び荷重の組合せ 

5.5 許容限界 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

 

Ⅴ-2-1-5 波及的影響に係る基本方針 

 

目 次 

 

1. 概要  

2. 基本方針  

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針  

3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点  

3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計  

3.3 接続部の観点による設計  

3.4 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋内施設の設計  

3.5 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋外施設の設計  

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設  

4.1 不等沈下又は相対変位の観点  

4.2 接続部の観点  

4.3 建屋内施設の損傷，転倒及び落下等の観点  

4.4 建屋外施設の損傷，転倒及び落下等の観点  

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針 

5.1 耐震評価部位  

5.2 地震応答解析  

5.3 設計用地震動又は地震力  

5.4 荷重の種類及び荷重の組合せ  

5.5 許容限界  

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 申請書間の整合を

図るため，「Ⅲ－１

－１ 耐震設計の

基本方針」に合わ

せた記載としてお

り，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(2／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  波及的影響に対する考慮 

「3.1 安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度分類」に

おいてＳクラスの施設に分類する施設である耐震重要施設及び

「3.2 重大事故等対処施設の設備分類」に示した常設耐震重要

重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設は，耐震

重要度の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって，そ

の安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

この設計における評価に当たっては，以下の 4つの観点をも

とに，敷地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行い，各

観点より選定した事象に対する波及的影響の評価により波及的

影響を考慮すべき施設を抽出し，耐震重要施設の安全機能への

影響がないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，原子力施設の地震被害情報から新たに検討すべき事項

が抽出された場合には，これを追加する。 

 

 

1. 概要 

本資料は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の「3.3 波及的影響に

対する考慮」に基づき，安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設

の耐震設計を行うに際して，波及的影響を考慮した設計の基本的な考え

方を説明するものである。 

本資料の適用範囲は，安全機能を有する施設のうち耐震重要施設及び

重大事故等対処施設のうち常設耐震重要重大事故等対処施設である。 

 

2. 基本方針 

安全機能を有する施設のうち耐震重要施設及び重大事故等対処施設

のうち常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設（以下「上位クラス施設」という。）は，下位クラス施設の波及的影

響によって，それぞれその安全機能を損なわないように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 

3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点 

波及的影響を考慮した施設の設計においては，「加工施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則の解釈別記３」(以下「別記３」という。)

に記載の以下の4つの観点で実施する。 

また，本方針における常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される

重大事故等対処施設に対する波及的影響については，別記３における

「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重

大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重大事故等に対処するために必

要な機能」に読み替えて適用する。 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は不等沈

下による影響 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影響 

 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重

要施設への影響 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による耐震重

要施設への影響 

 

また，原子力施設情報公開ライブラリ(NUCIA：ニューシア)から，原子

力施設の地震被害情報を抽出し，その要因を整理する。地震被害の発生

要因が別記３(1)～(4)の検討事項に分類されない要因については，その

要因も設計の観点に追加する。 

 

 

以上の(1)～(4)の具体的な設計方法を以下に示す。 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」の

「3.3 波及的影響に対する考慮」に基づき，設計基準対象施設及

び重大事故等対処施設の耐震設計を行うに際して，波及的影響を

考慮した設計の基本的な考え方を説明するものである。 

本資料の適用範囲は，設計基準対象施設及び重大事故等対処施

設である。 

 

2. 基本方針 

設計基準対象施設のうち耐震重要度分類のＳクラスに属する施

設（以下「Ｓクラス施設」という。），重大事故等対処施設のうち常

設耐震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備並びにこ

れらが設置される常設重大事故等対処施設（以下「ＳＡ施設」とい

う。）は，下位クラス施設の波及的影響によって，それぞれその安

全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない

ように設計する。 

 

 

 

 

 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 

3.1 波及的影響を考慮した施設の設計の観点 

Ｓクラス施設の設計においては，「設置許可基準規則の解釈別記

2」（以下「別記2」という。）に記載の以下の4つの観点で実施する。 

 

ＳＡ施設の設計においては，別記2 における「耐震重要施設」

を「ＳＡ施設」に，「安全機能」を「重大事故等に対処するために

必要な機能」に読み替えて適用する。 

 

 

① 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又

は不等沈下による影響 

② 耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部における相

互影響 

③ 建屋内における下位のクラスの施設の損傷，転倒及び落下

等による耐震重要施設への影響 

④ 建屋外における下位のクラスの施設の損傷，転倒及び落下

等による耐震重要施設への影響 

 

また，上記①～④以外に設計の観点に含める事項がないかを確

認する。原子力発電情報公開ライブラリ（NUCIA：ニューシア）か

ら，原子力発電所の被害情報を抽出し，その要因を整理する。地震

被害の発生要因が「別記2」①～④の検討事項に分類されない要因

については，その要因も設計の観点に追加する。 

 

以上の①～④の具体的な設計方法を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「Sクラスの施

設」及び「重大事

故等対処施設」を

まとめて「上位ク

ラス施設」と定義

したものであり，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 

 MOX 燃料加工施設

には，常設重大事

故等緩和設備の分

類がないため記載

しない。 

 波及的影響を及ぼ

すおそれのある下

位クラス施設の耐

震評価方針につい

ては，後次回で比

較結果を示す。 

 前後のつながりを

考慮した表現とし

たものであり，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

• 申請書間の整合を

図るため，「Ⅲ－１

－１ 耐震設計の

基本方針」に合わ

せた記載としてお

り，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

• 本内容について

は，補足説明資料

「【耐震機電 03】 

下位クラス施設の

波及的影響の検討

について（建物・

構築物，機器・配

管系）」に示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(3／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は

不等沈下による影響 

 

 

 

 

 

 

ａ．不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う不等沈

下による，耐震重要施設の安全機能への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う下位ク

ラス施設と耐震重要施設の相対変位による，耐震重要施設の安

全機能への影響 

 

3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計 

建屋外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を対

象に，別記３(1)「設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位

又は不等沈下による影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能及び重大

事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう設計する。 

 

 

 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下により，上位クラス施設の

安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう，

以下のとおり設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の不等沈下

を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配

置するか，下位クラス施設と上位クラス施設の間に波及的影響を防止する

ために，衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 

 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性があ

る位置に設置する場合には，不等沈下を起こさない十分な支持性能をもつ

地盤に下位クラス施設を設置する。下位クラス施設を上位クラス施設に要

求される支持性能が十分でない地盤に設置する場合は，下位クラス施設が

設置される地盤の不等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持

する設計とする。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設が設置される地盤の不

等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。 

 

以上の設計方針のうち，不等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機

能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4．波及的影響の設計対象と

する下位クラス施設」に，その設計方針を「5．波及的影響の設計対象とす

る下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

(2) 建屋間の相対変位による影響 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，上位クラス施設

の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよ

う，以下のとおり設計する。 

 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設と上位クラ

ス施設との相対変位を想定しても，下位クラス施設が上位クラス施設に衝

突しない程度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上位ク

ラス施設との間に波及的影響を防止するために，衝突に対する強度を有す

る障壁を設置する。 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，下位クラス施設

が上位クラス施設に衝突する位置にある場合には，衝突部分の接触状況の

確認，建屋全体評価又は局部評価を実施し，衝突に伴い，上位クラス施設

について，それぞれその安全機能及び重大事故等に対処するために必要な

機能が損なわれるおそれのないよう設計する。 

 

以上の設計方針のうち，建屋全体評価又は局部評価を実施して設計する

下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に，

その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震

設計方針」に示す。 

3.2 不等沈下又は相対変位の観点による設計 

建屋外に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を対

象に，別記 2①「設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相

対変位又は不等沈下による影響」の観点で，上位クラス施設の安

全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない

よう下位クラス施設を設計する。 

 

 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

下位クラスの施設が設置される地盤の不等沈下により，上位クラ

ス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を

損なわないよう，以下の通り設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の不

等沈下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距

離をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施設の間に

波及的影響を防止するために，衝突に対する強度を有する障壁を

設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性

がある位置に設置する場合には，不等沈下を起こさない十分な支

持牲能をもつ地盤に下位クラス施設を設置する。下位クラス施設

を上位クラス施設に要求される支持性能が十分でない地盤に設置

する場合は，下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下を想定

し，上位クラス施設の有する機能を保持する設計とする。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設が設置される地

盤の不等沈下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持する

よう設計する。 

以上の設計方針のうち，不等沈下を想定し，上位クラス施設の有

する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4．波及的影

響の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5．波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示

す。 

 

(2) 建屋間の相対変位による影響 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，上位クラ

ス施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を

損なわないよう，以下の通り設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設と上

位クラス施設との相対変位を想定しても，下位クラス施設が上位

クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか，

下位クラス施設と上位クラス施設との間に波及的影響を防止する

ために，衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，下位クラ

ス施設が上位クラス施設に衝突する位置にある場合には，衝突部

分の接触状況の確認，建屋全体評価又は局部評価を実施し，衝突

に伴い，上位クラス施設について，それぞれその安全機能及び重

大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれのない

よう設計する。 

以上の設計方針のうち，建屋全体評価又は局部評価を実施して設

計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位ク

ラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする

下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

 

 

 

 

• 下位クラス施設側

の設計だけではな

いため表現を適正

化しており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(4／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影

響 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，耐震

重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により，耐震重要施

設の安全機能への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建屋

内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による，耐震重要施

設の安全機能への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 接続部の観点による設計 

 

建屋内外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を

対象に， 別記３(2)「耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における

相互影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能及び重大事故等に対処す

るために必要な機能を損なわないよう下位クラス施設を設計する。 

 

上位クラス施設と下位クラス施設との接続部には，原則，Ｓクラスの隔

離弁等を設置することにより分離し，事故時等に隔離されるよう設計す

る。隔離されない接続部以降の下位クラス施設については，下位クラス施

設が上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，内部流体

の内包機能，機器・配管系の動的機能，構造強度等を確保するよう設計す

る。又は，これらが維持されなくなる可能性がある場合は，下位クラス施

設の損傷と隔離によるプロセス変化により，上位クラス施設の内部流体の

温度及び圧力に影響を与えても，支持構造物を含めて系統としての機能が

設計の想定範囲内に維持されるよう設計する。 

 

 

以上の設計方針のうち，内部流体の内包機能，機器・配管系の動的機能，

構造強度を確保するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設

計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設

計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

3.4 損傷，転倒及び落下の観点による建屋内施設の設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋内に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を対

象に， 別記３(3)「建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

による耐震重要施設への影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能及び

重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう設計する。 

 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離

をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施設の間に波及的影響

を防止するために衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 

 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性があ

る位置に設置する場合には，上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地

震力に対して，下位クラス施設が損傷，転倒及び落下に至らないよう構造

強度設計を行う。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。 

 

 

3.3 接続部の観点による設計 

 

建屋内外に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を

対象に，別記 2②「耐震重要施設と下位のクラスの施設との接続部

における相互影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能及び重

大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう下位クラ

ス施設を設計する。 

上位クラス施設と下位クラス施設との接続部には，原則，Ｓクラ

スの隔離弁等を設置することにより分離し，事故時等に隔離され

るよう設計する。隔離されない接続部以降の下位クラス施設につ

いては，下位クラス施設が上位クラス施設の設計に用いる地震動

又は地震力に対して，内部流体の内包機能，機器の動的機能，構造

強度等を確保するよう設計する。又は，これらが維持されなくな

る可能性がある場合は，下位クラス施設の損傷と隔離によるプロ

セス変化により，上位クラス施設の内部流体の温度，圧力に影響

を与えても，支持構造物を含めて系統としての機能が設計の想定

範囲内に維持されるよう設計する。 

 

以上の設計方針のうち，内部流体の内包機能，機器の動的機能，構

造強度を確保するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響

の設計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及

的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

3.4 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋内施設の設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋内に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を対

象に，別記 2③「建屋内における下位のクラスの施設の損傷，転倒

及び落下等による耐震重要施設への影響」の観点で，上位クラス

施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損

なわないよう下位クラス施設を設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の損

傷，転倒及び落下等を想定しても上位クラス施設に衝突しない程

度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラ

ス施設の間に波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有

する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性

がある位置に設置する場合には，下位クラス施設が上位クラス施

設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，下位クラス施設が

損傷，転倒及び落下等に至らないよう構造強度設計を行う。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒及

び落下等を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう

設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 記載の適正化とし

て，配管系に接続

されている機能維

持要求のある設備

を有していること

について明記した

ため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 

 

• 申請書間の整合を

図るため，「Ⅲ－１

－１ 耐震設計の基

本方針」に合わせ

た記載としてお

り，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

• 下位クラス施設側

の設計だけではな

いため表現を適正

化しており，記載

の差異により新た

な論減が生じるも

のではない。 

• 本資料内の整合を

図るため，3,4 項

に合わせた記載と

しており，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(5／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
 

 

 

 

 

 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に伴う，建屋外

の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による，耐震重要施設の

安全機能への影響 

 

 

波及的影響を考慮すべき下位クラス施設及びそれに適用する

地震動を「Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施

設の設備分類の基本方針」の第 2.4-１表及び第 2.4-2 表に示

す。これらの波及的影響を考慮すべき下位クラス施設は，耐震

重要施設の有する安全機能を保持するよう設計する。 

 

また，工事段階においても，耐震重要施設の設計段階の際に

検討した配置・補強等が設計どおりに施されていることを，敷

地全体及びその周辺を俯瞰した調査・検討を行うことで確認す

る。また，仮置資材等，現場の配置状況等の確認を必要とする

下位クラス施設についても併せて確認する。 

 

なお，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設に対する波及的影響については，「耐震重要施設」

を「常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設」に，「安全機能」を「重大事故等時に対処するために

必要な機能」に読み替えて適用する。 

 

以上の詳細な方針は，「Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基

本方針」に示す。 

 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス施設の損

傷，転倒及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう

設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス

施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス

施設の耐震設計方針」に示す。 

 

3.5 損傷，転倒及び落下の観点による建屋外施設の設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋外に設置する安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設を対

象に，別記３(4)「建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響」の観点で，上位クラス施設の安全機能及び重

大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう設計する。 

 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の損傷，転

倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離

をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施設の間に波及的影響

を防止するために衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 

 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性があ

る位置に設置する場合には，上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地

震力に対して，下位クラス施設が損傷，転倒及び落下に至らないよう構造

強度設計を行う。 

 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう設計する。 

 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス施設の損

傷，転倒及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう

設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス

施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス

施設の耐震設計方針」に示す。 

 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス施

設の損傷，転倒及び落下等を想定し，上位クラス施設の有する機

能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設

計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影

響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

3.5 損傷，転倒及び落下等の観点による建屋外施設の設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋外に設置する設計基準対象施設及び重大事故等対処施設を対

象に，別記 2④「建屋外における下位のクラスの施設の損傷，転倒

及び落下等による耐震重要施設への影響」の観点で，上位クラス

施設の安全機能及び重大事故等に対処するために必要な機能を損

なわないよう下位クラス施設を設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス施設の損

傷，転倒及び落下等を想定しても上位クラス施設に衝突しない程

度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラ

ス施設の間に波及的影響を防止するために衝突に対する強度を有

する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす可能性

がある位置に設置する場合には，下位クラス施設が上位クラス施

設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，下位クラス施設が

損傷，転倒及び落下等に至らないよう構造強度設計を行う。 

 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損傷，転倒及

び落下等を想定し，上位クラス施設の有する機能を保持するよう

設計する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位クラス施

設の損傷，転倒及び落下等を想定し，上位クラス施設の有する機

能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設

計対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波及的影

響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

• 申請書間の整合を

図るため，「Ⅲ－１

－１ 耐震設計の基

本方針」に合わせ

た記載としたた

め，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

• 下位クラス施設側

の設計だけではな

いため表現を適正

化しており，記載

の差異により新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

• 本資料内の整合を

図るため，3.5 項

に合わせた記載と

しており，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(6／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき構造強度等を確

保するように設計するものとして選定した下位クラス施設を以下に示す。 

 

 

4.1  不等沈下又は相対変位の観点 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

 

上位クラス施設である燃料加工建屋について，波及的影響を及ぼす

おそれのある下位クラス施設を確認した結果，地盤の不等沈下による

波及的影響の設計対象として選定する下位クラス施設はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(2) 建屋間の相対変位による影響 

a．排気筒 

下位クラス施設である排気筒は，上位クラス施設である燃料加工建屋

に隣接していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は

地震力に伴う相対変位により衝突して，燃料加工建屋に対して波及的影

響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象とし

た。 

 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の相対変

位により，波及的影響を受けるおそれのある上位クラス施設を第 4.1-1

表に示す。 

 

第 4.1-１表 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設(相対変位) 

波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする

下位クラス施設 

MOX 燃料加工建屋 排気筒 

 

 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき，構造強

度等を確保するように設計するものとして選定した下位クラス施

設を以下に示す。 

 

4.1 不等沈下又は相対変位の観点 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

a. 土留鋼管矢板 

下位クラス施設である土留鋼管矢板は，上位クラス施設であ

る貯留堰に隣接しており，上位クラス施設の設計に適用する地

震動により地盤が不等沈下し波及的影響を及ぼすおそれが否定

できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

の不等沈下により，波及的影響を受けるおそれのある上位クラ

ス施設を表4-1 に示す。 

 

表4-1 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設（不等

沈下） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 (2) 建屋間の相対変位による影響 

a. タービン建屋，サービス建屋 

下位クラス施設であるタービン建屋，サービス建屋は，上位

クラス施設である原子炉建屋に隣接していることから，上位ク

ラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う相対変位に

より衝突して，原子炉建屋に対して波及的影響を及ぼすおそれ

が否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

の相対変位により，波及的影響を受けるおそれのある上位クラ

ス施設を表4-2 に示す。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• 第１回申請では本

内容に該当する施

設が無いため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 

•  

• 本内容について

は，補足説明資料

「【耐震機電 03】 

下位クラス施設の

波及的影響の検討

について（建物・

構築物，機器・配

管系）」にて示す。 

•（後次回申請におい

ても不等沈下の観

点で該当する上位

ク ラ ス 施 設 は な

い。） 

 

 

 

 

• 施設の違いによる

記載の差異はある

が，記載内容につ

いては発電炉と同

様であるため，新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

• 本内容について

は，補足説明資料

「【耐震機電 03】 

下位クラス施設の

波及的影響の検討

について（建物・

構築物，機器・配

管系）」に示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(7／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
 4.2  接続部の観点 

 

上位クラス施設である燃料加工建屋について,波及的影響を及ぼすお

それのある下位クラス施設を確認した結果，接続部の観点による波及的

影響の設計対象として選定する下位クラス施設はない。 

その他の上位クラス施設については，当該施設の申請に合わせて次回

以降に詳細を説明する。 

 

 

4.2 接続部の観点 

 

a. ウォータレグシールライン（残留熱除去系,高圧炉心スプレ

イ系及び低圧炉心スプレイ系） 

上位クラス施設である残留熱除去系配管,高圧炉心スプレイ

系配管及び低圧炉心スプレイ系配管に系統上接続されている下

位クラス施設のウォータレグシールライン（残留熱除去系,高圧

炉心スプレイ系及び低圧炉心スプレイ系）は，その損傷により，

上位クラス施設のバウンダリ機能の喪失の可能性が否定できな

い。 

このため，上位クラス施設の残留熱除去系配管,高圧炉心スプ

レイ系配管及び低圧炉心スプレイ系配管と系統上接続されてい

る下位クラス施設のウォータレグシールライン（残留熱除去系,

高圧炉心スプレイ系及び低圧炉心スプレイ系）を波及的影響の

設計対象とした。 

 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設

との接続部の観点により，波及的影響を受けるおそれのある上

位クラス施設を表4-3 に示す。 

 

表4-3 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設（接続部） 

 

 
 

 

• 第１回申請では本

内容に該当する施

設が無いため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。後

次回申請の施設に

対する内容につい

ては後次回で比較

結果を示す。 

• 本内容について

は，補足説明資料

「【耐震機電 03】

下位クラス施設の

波及的影響の検討

について（建物・

構築物，機器・配

管系）」にて示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(8／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
 4.3  建屋内施設の損傷，転倒及び落下の観点 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 施設の損傷，転倒及び落下による影響 

上位クラス施設である燃料加工建屋については，建屋内施設の損傷，

転倒及び落下により波及的影響を及ぼすおそれはない。 

その他の上位クラス施設については，当該施設の申請に合わせて次回

以降に詳細を説明する。 

 

 

4.3 建屋内施設の損傷，転倒及び落下等の観点 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 施設の損傷，転倒及び落下等による影響 

a. 燃料取替機，原子炉建屋クレーン 

下位クラス施設である燃料取替機及び原子炉建屋クレーン

は，上位クラス施設である使用済燃料プール，使用済燃料貯

蔵ラック等の上部に設置していることから，上位クラス施設

の設計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒又は落下によ

り，使用済燃料プール，使用済燃料貯蔵ラック等に衝突し波

及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影

響の設計対象とした。 

 

b. チャンネル着脱機，制御棒貯蔵ラック及び制御棒貯蔵ハンガ 

下位クラス施設であるチャンネル着脱機，制御棒貯蔵ラッ

ク及び制御棒貯蔵ハンガは，上位クラス施設である使用済燃

料プール内に設置していることから，上位クラス施設の設計

に適用する地震動又は地震力に伴う転倒又は落下により，使

用済燃料プール及び使用済燃料貯蔵ラックに波及的影響を及

ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象

とした。 

 

c. 使用済燃料乾式貯蔵建屋クレーン 

下位クラス施設である使用済燃料乾式貯蔵建屋クレーン

は，上位クラス施設である使用済燃料乾式貯蔵容器の上部に

設置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地

震動又は地震力に伴う転倒又は落下により，使用済燃料乾式

貯蔵容器に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

d. 原子炉遮蔽 

下位クラス施設である原子炉遮蔽は，上位クラス施設であ

る原子炉圧力容器に隣接していることから，上位クラス施設

の設計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，原子

炉圧力容器に衝突し波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため波及的影響の検討対象とした。 

 

e. 原子炉ウェル遮蔽ブロック 

下位クラス施設である原子炉ウェル遮蔽ブロックは，上位

クラス施設である原子炉格納容器の上部に設置していること

から，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に

伴う落下により，原子炉格納容器に衝突し波及的影響を及ぼ

すおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象と

した。 

 

 

• 本資料内の整合を

図るため，3.4 項

に合わせた記載と

しており，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 

• 第１回申請では本

内容に該当する施

設が無いため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。後

次回申請の施設に

対する内容につい

ては後次回で比較

結果を示す。 

• 本内容について

は，補足説明資料

「【耐震機電 03】 

下位クラス施設の

波及的影響の検討

について（建物・

構築物，機器・配

管系）」にて示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(9／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
f. 格納容器機器ドレンサンプ 

下位クラス施設である格納容器機器ドレンサンプは，上位

クラス施設である格納容器床ドレンサンプ及び導入管の近傍

に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用する

地震動又は地震力に伴う転倒により，格納容器床ドレンサン

プ及び導入管に波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。

このため波及的影響の設計対象とした。 

 

g. 中央制御室天井照明 

下位クラス施設である中央制御室天井照明は，上位クラス

施設である緊急時炉心冷却系操作盤，原子炉補機操作盤等の

上部に設置していることから，上位クラス施設の設計に適用

する地震動又は地震力に伴う落下により，緊急時炉心冷却系

操作盤，原子炉補機操作盤等に衝突し波及的影響を及ぼすお

それが否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

h. 使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋 

下位クラス施設である使用済燃料乾式貯蔵建屋上屋は，上

位クラス施設である使用済燃料乾式貯蔵容器の上部に設置し

ていることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動又

は地震力に伴う落下により，使用済燃料乾式貯蔵容器に衝突

し波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及

的影響の設計対象とした。 

 

i. 耐火障壁 

下位クラス施設である耐火障壁は，上位クラス施設である

パワーセンタ，125V 系蓄電池及び可燃性ガス濃度制御系再結

合器等に隣接して設置していることから，上位クラス施設の

設計に適用する地震動又は地震力に伴う転倒により，125V 系

蓄電池及び可燃性ガス濃度制御系再結合器等に衝突し波及的

影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の

設計対象とした。 

 

 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施

設の損傷，転倒及び落下等により波及的影響を受けるおそれ

のある上位クラス施設を表4-4 に示す。 

 

• 第１回申請では本

内容に該当する施

設が無いため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。後

次回申請の施設に

対する内容につい

ては後次回で比較

結果を示す。 

• 本内容について

は，補足説明資料

「【耐震機電 03】 

下位クラス施設の

波及的影響の検討

について（建物・

構築物，機器・配

管系）」にて示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(10／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
  

 

• 第１回申請では本

内容に該当する施

設が無いため，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。後

次回申請の施設に

対する内容につい

ては後次回で比較

結果を示す。 

• 本内容について

は，補足説明資料

「【耐震機電 03】 

下位クラス施設の

波及的影響の検討

について（建物・

構築物，機器・配

管系）」にて示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(11／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
 4.4 建屋外施設の損傷，転倒及び落下の観点 

(1) 施設の損傷，転倒及び落下による影響  

 

 

 

 

 

 

a．排気筒 

下位クラス施設である排気筒は，上位クラス施設である燃料加工建

屋に隣接していることから，上位クラス施設の設計に適用する地震動

又は地震力に伴う損傷により，燃料加工建屋に衝突し，波及的影響を及

ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の損傷，

転倒及び落下により波及的影響を受けるおそれのある上位クラス施設

を第 4.4-1 表に示す。 

 

第4.4-1表 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設（損傷，転倒及び

落下） 

波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象とする

下位クラス施設 

MOX 燃料加工建屋 排気筒 

 

 

4.4 建屋外施設の損傷，転倒及び落下等の観点 

(1) 施設の損傷，転倒及び落下等による影響 

 

 

 

 

 

 

a. 海水ポンプエリア防護対策施設 

下位クラス施設である海水ポンプエリア竜巻防護対策施設

は，上位クラス施設である残留熱除去系海水系ポンプ，残留

熱除去系海水系ストレーナ等の上部に設置していることか

ら，上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に伴

う落下により，残留熱除去系海水系ポンプ，残留熱除去系海

水系ストレーナ等に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれが否

定できない。このため波及的影響の設計対象とした。 

 

b. 原子炉建屋外側ブローアウトパネル防護対策施設 

下位クラス施設である原子炉建屋外側ブローアウトパネル

防護対策施設は，上位クラス施設である原子炉建屋外側ブロ

ーアウトパネル及びブローアウトパネル閉止装置に近接して

設置していることから，上位クラス施設の設計に適用する地

震動又は地震力に伴う損傷により，原子炉建屋外側ブローア

ウトパネル及びブローアウトパネル閉止装置に衝突し，波及

的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため波及的影響

の設計対象とした。 

 

 

ここで選定した波及的影響の設計対象とする下位クラス施

設の損傷，転倒及び落下等により波及的影響を受けるおそれ

のある上位クラス施設を表4-5に示す。 

 

表4-5 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

（損傷，転倒及び落下等） 

 

 本資料内の整合を

図るため，3.5 項

に合わせた記載と

しており，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 

• 施設の違いによる

記載の差異はある

が，記載内容につ

いては発電炉と同

様であるため，新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

• 本内容について

は，補足説明資料

「【耐震機電 03】  

下位クラス施設の

波及的影響の検討

について（建物・

構築物，機器・配

管系）」に示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(12／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
 排気筒は自立式鉄塔構造である。地上高さが 20.0ｍ(T.M.S.L. 75.0

ｍ)であり、頂部内径 2.5ｍの自立式筒身が地上 7.5ｍ(T.M.S.L. 62.5

ｍ)の位置で燃料加工建屋に水平支持され，筒身の下端は地上 1.8ｍ

(T.M.S.L. 56.8ｍ)で燃料加工建屋に固定する設計とする。 

ステンレス製筒身の板厚は下端から地上 10.5ｍ(T.M.S.L. 65.5ｍ)

の高さまでは 16mm，以降頂部までは 12mm とする。燃料加工建屋に波

及的影響を及ぼさない設計としては，地震応答解析に基づく構造健全

性評価により，燃料加工建屋の設計に用いる地震動に対して終局状態

に至らない設計とする。なお，評価の詳細は排気筒の申請に合わせて

「Ⅲ－２－２ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐

震評価結果」に示す。 

 

 

 • 排気筒は後次回申

請対象施設である

ことから，第１回

申請においては，

後次回で説明する

構造に関する事項

を記載した。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(13／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
 5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針 

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」において選定した

施設の耐震設計方針を以下に示す。 

 

5.1  耐震評価部位 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価対象部位は，それぞ

れの損傷モードに応じて選定する。 

すなわち，評価対象下位クラス施設の不等沈下，相対変位，接続部におけ

る相互影響，損傷，転倒及び落下を防止するよう，主要構造部材，支持部及び

固定部等を対象とする。 

また，地盤の不等沈下又は下位クラス施設の転倒を想定して設計する施

設については，上位クラス施設の機能に影響がないよう評価部位を選定す

る。 

各施設の耐震評価部位は，後次回にて申請する「Ⅲ－２－２－１ 波及

的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.1 耐

震評価部位」に示す。 

 

5.2  地震応答解析 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計において実施す

る地震応答解析については，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

「10．耐震計算の基本方針」に従い，既設工認で実績があり，かつ 新の

知見に照らしても妥当な手法及び条件を基本として行う。 

 

 

各施設の設計に適用する地震応答解析は，後次回にて申請する「Ⅲ－２

－２－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価

方針」の「3.2 地震応答解析」に示す。 

 

5.3  設計用地震動又は地震力 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設においては，上位クラス施

設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。 

各施設の設計に適用する地震動又は地震力は，後次回にて申請する「Ⅲ

－２－２－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震

評価方針」の「3.3 設計用地震動又は地震力」に示す。 

 

 

5.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

波及的影響の防止を目的とした設計において用いる荷重の種類及び荷

重の組合せについては，波及的影響を受けるおそれのある上位クラス施設

と同じ運転状態において下位クラス施設に発生する荷重を組み合わせる。 

 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定し，上位クラス施設の機能に影響

がないよう設計する場合は，転倒等に伴い発生する荷重を組み合わせる。 

 

荷重の設定においては，実運用・実事象上定まる範囲を考慮して設定す

る。 

各施設の設計に適用する荷重の種類及び組み合わせは，「Ⅲ－２－２－

１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の

「3.4 荷重の種類及び荷重の組合せ」に示す。 

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針 

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」で選定した施

設の耐震設計方針を以下に示す。 

 

5.1 耐震評価部位 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価対象部位は，

それぞれの損傷モードに応じて選定する。 

すなわち，評価対象下位クラス施設の不等沈下，相対変位，接続部

における相互影響，損傷，転倒及び落下等を防止するよう，主要構

造部材，支持部及び固定部等を対象とする。 

また，地盤の不等沈下又は下位クラス施設の転倒を想定して設計

する施設については，上位クラス施設の機能に影響がないよう評

価部位を選定する。 

各施設の耐震評価部位は，添付書類「Ⅴ-2-11-1 波及的影響を及

ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の「3.1 耐震

評価部位」に示す。 

 

5.2 地震応答解析 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計において

実施する地震応答解析については，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計

の基本方針の概要」の「10．耐震計算の基本方針」に従い，既工認

で実績があり，かつ 新の知見に照らしても妥当な手法及び条件

を基本として行う。 

 

各施設の設計に適用する地震応答解析は，添付書類「Ⅴ-2-11-1 波

及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」

の「3.2 地震応答解析」に示す。 

 

5.3 設計用地震動又は地震力 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設においては，上位ク

ラス施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。 

各施設の設計に適用する地震動又は地震力は，添付書類「Ⅴ-2-11-

1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震設計方

針」の「3.3 設計用地震動又は地震力」に示す。 

 

 

5.4 荷重の種類及び荷重の組合せ 

波及的影響の防止を目的とした設計において用いる荷重の種類及

び荷重の組合せについては，波及的影響を受けるおそれのある上

位クラス施設と同じ運転状態において下位クラス施設に発生する

荷重を組み合わせる。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定し，上位クラス施設の機能

に影響がないよう設計する場合は，転倒等に伴い発生する荷重を

組み合わせる。 

荷重の設定においては，実運用・実事象上定まる範囲を考慮して

設定する。 

各施設の設計に適用する荷重の種類及び組み合わせは，添付書類

「Ⅴ-2-11-1 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の

耐震評価方針」の「3.4 荷重の種類及び荷重の組合せ」に示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(14／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
 5.5  許容限界 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価に用いる許容限界設

定の考え方を，以下建物・構築物及び機器・配管系に分けて示す。 

 

 

5.5.1  建物・構築物 

建物・構築物について，離隔による防護を講じることで，下位クラス施

設の相対変位等による波及的影響を防止する場合は，下位クラス施設と上

位クラス施設との距離を基本として許容限界を設定する。 

 

また，施設の構造を保つことで，下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

を防止する場合は，鉄筋コンクリート造耐震壁の 大せん断ひずみに対し

て JEAG4601-1987 に基づく終局点に対応するせん断ひずみ，部材に発生す

る応力に対して終局耐力又は「建築基準法及び同施行令」に基づく層間変

形角の評価基準値を基本として許容限界を設定する。 

 

 

 

5.5.2  機器・配管系 

機器・配管系について，施設の構造を保つことで，下位クラス施設の接

続部における相互影響並びに損傷，転倒及び落下を防止する場合は，評価

部位に塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留ま

って破断延性限界に十分な余裕を有していることに相当する許容限界を

設定する。 

機器・配管系の動的機能維持を確保することで，下位クラス施設の接続

部における相互影響を防止する場合は，機能確認済加速度を許容限界とし

て設定する。 

配管については，配管耐震評価上影響のある下位クラス配管を上位クラ

ス配管に含めて構造強度設計を行う。 

 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は，下位クラス施設の転

倒等に伴い発生する荷重により，上位クラス施設の評価部位に塑性ひずみ

が生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界

に十分な余裕を有していること，また，転倒した下位クラス施設と上位ク

ラス施設との距離を許容限界として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 許容限界 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価に用いる許容

限界設定の考え方を，以下建物・構築物，機器・配管系及び土木構

造物に分けて示す。 

 

5.5.1 建物・構築物 

建物・構築物について，離隔による防護を講じることで，下位クラ

ス施設の相対変位等による波及的影響を防止する場合は，下位ク

ラス施設と上位クラス施設との距離を基本として許容限界を設定

する。 

また，施設の構造を保つことで，下位クラス施設の損傷，転倒及び

落下等を防止する場合は，鉄筋コンクリート造耐震壁の 大せん

断ひずみに対してＪＥＡＧ４６０１－1987に基づく終局点に対応

するせん断ひずみ，部材に発生する応力に対して終局耐力又は「建

築基準法及び同施行令」に基づく層間変形角の評価基準値を基本

として許容限界を設定する。 

 

 

5.5.2 機器・配管系 

機器・配管系について，施設の構造を保つことで，下位クラス

施設の接続部における相互影響並びに損傷，転倒及び落下等を防

止する場合は，評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても，

その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有

していることに相当する許容限界を設定する。 

機器の動的機能維持を確保することで，下位クラス施設の接続

部における相互影響を防止する場合は，機能確認済加速度を許容

限界として設定する。 

 

配管については，配管耐震評価上影響のある下位クラス配管を

上位クラス配管に含めて構造強度設計を行う。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は，下位クラス

の施設の転倒等に伴い発生する荷重により，上位クラス施設の評

価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレ

ベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有していること，ま

た転倒した下位クラス施設と上位クラス施設との距離を許容限界

として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 記載の適正化とし

て，配管系に接続

されている機能維

持要求のある設備

を有していること

について明記した

ため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(15／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
  5.5.3 土木構造物 

土木構造物について，施設の構造を保つことで，下位クラス施設

の損傷，転倒及び落下等を防止する場合は，構造部材の終局耐力

や基礎地盤の極限支持力度に対し妥当な安全余裕を考慮すること

を基本として許容限界を設定する。 

また，構造物の安定性や変形により上位クラス施設の機能に影響

がないよう設計する場合は，構造物のすべりや変形量に対し妥当

な安全余裕を考慮することを基本として許容限界を設定する。 

 

各施設の評価に適用する許容限界は，添付書類「Ⅴ-2-11-1 波及

的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」の

「3.5 許容限界」に示す。 

 

 

 

 

 

• 補足説明資料「地

震 00-02 本文、添

付、添付書類、補

足説明項目への展

開（地震）（MOX 燃

料加工施設） 別

紙１基本設計方針

の許可整合性、発

電炉との比較」と

同様に，建物・構

築物は，建物，構

築物，土木構造物

の総称としてお

り，土木構造物に

ついても，建物・

構築物の章内にて

記載。なお，「Ⅲ－

１－１－４ 波及

的影響に係る基本

方針」の「4. 波

及的影響の設計対

象とする下位クラ

ス施設」において

選定される土木構

造物はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針】(16／16) 
別紙４－４ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－４ 添付書類Ⅴ－２－１－５  
 6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

工事段階においても，上位クラス施設の設計段階の際に検討した配置・

補強等が設計どおりに施されていることを，敷地全体を俯瞰した調査・検

討を行うことで確認する。また，仮置資材等，現場の配置状況等の確認を

必要とする下位クラス施設についても合わせて確認する。 

 

工事段階における検討は，別記３の４つの観点のうち，(3)及び(4)の観

点，すなわち下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による影響について，

現場調査により実施する。 

確認事項としては，設計段階において検討した離隔による防護の観点で

行う。すなわち，施設の損傷，転倒及び落下を想定した場合に上位クラス

施設に衝突するおそれのある範囲内に下位クラス施設がないこと，又は間

に衝撃に耐えうる障壁，緩衝物等が設置されていること，仮置資材等につ

いては固縛など，転倒及び落下を防止する措置が適切に講じられているこ

とを確認する。 

 

ただし，仮置資材等の下位クラス施設自体が，明らかに影響を及ぼさな

い程度の大きさ，重量等の場合は対象としない。 

 

 

 

 

 

 

以上を踏まえて，損傷，転倒及び落下により，上位クラス施設に波及的

影響を及ぼす可能性がある下位クラス施設が抽出されれば，必要に応じ

て，上記の確認事項と同じ観点で対策・検討を行う。すなわち，下位クラ

ス施設の配置を変更したり，間に緩衝物等を設置したり，固縛等の転倒・

落下防止措置等を講じたりすることで対策・検討を行う。 

 

 

また，工事段階における確認の後も，波及的影響を防止するように現場

を保持するため，保安規定に機器設置時の配慮事項等を定めて管理する。 

 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

工事段階においても，設計基準対象施設及び重大事故等対処施設

の設計段階の際に検討した配置・補強等が設計どおりに施されて

いることを，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行うことで確認す

る。また，仮置資材等，現場の配置状況等の確認を必要とする下位

クラス施設についても合わせて確認する。 

工事段階における検討は，別記2 の4つの観点のうち，③及び④の

観点，すなわち下位クラス施設の損傷，転倒及び落下等による影

響について，プラントウォークダウンにより実施する。 

確認事項としては，設計段階において検討した離隔による防護の

観点で行う。すなわち，施設の損傷，転倒及び落下等を想定した場

合に上位クラス施設に衝突するおそれのある範囲内に下位クラス

施設がないこと，又は間に衝撃に耐えうる障壁，緩衝物等が設置

されていること，仮置資材等については固縛など，転倒及び落下

を防止する措置が適切に講じられていることを確認する。 

 

ただし，仮置資材等の下位クラス施設自体が，明らかに影響を及

ぼさない程度の大きさ，重量等の場合は対象としない。 

 

 

 

 

 

 

以上を踏まえて，損傷，転倒及び落下等により，上位クラス施設に

波及的影響を及ぼす可能性がある下位クラス施設が抽出されれ

ば，必要に応じて，上記の確認事項と同じ観点で対策・検討を行

う。すなわち，下位クラス施設の配置を変更したり，間に緩衝物等

を設置したり，固縛等の転倒・落下防止措置等を講じたりするこ

とで対策・検討を行う。 

 

また，工事段階における確認の後も，波及的影響を防止するよう

に現場を保持するため，保安規定に機器設置時の配慮事項等を定

めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 用語の差異につい

て，MOX 燃料加工

施設では安全審査 

整理資料「第７

条：地震による損

傷防止」の補足説

明資料 2-16 「波

及的影響の検討に

ついて」で記載し

ている用語を用い

ており，発電炉と

差異はあるが実施

内容は同様である

ため，新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 

 本資料内の整合を

図るため，3.4

項,3.5 項に合わせ

た記載としてお

り，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 
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令和４年６月 10 日 Ｒ６ 

 

 

 

別紙４－５ 
 

 

 

地震応答解析の基本方針 

 

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる

差異 
二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(1／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 地震応答解析の方針 

2.1  建物・構築物 

2.2  機器・配管系 

 

3. 設計用減衰定数 

別紙 地震観測網について 

 

Ⅴ-2-1-6 地震応答解析の基本方針 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 地震応答解析の方針 

2.1 建物・構築物 

2.2 機器・配管系 

2.3 屋外重要土木構造物 

3. 設計用減衰定数 

別紙 地震観測網について 

 

 

 

 

 

 

 

 

• MOX 燃料加工施設で

は，「建物・構築

物」を建物，構築

物及び土木構造物

の総称としたこと

による差異であ

り，新たに論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(2／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 

 

1. 概要 

本資料は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「4. 設計用地

震力」に基づき，建物・構築物及び機器・配管系の耐震設計を行う際の地

震応答解析の基本方針を説明するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.-1 図及び第 1.-2 図に建物・構築物及び機器・配管系の地震応答解

析の手順をそれぞれ示す。 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」

のうち「4.設計用地震力」に基づき，建物・構築物，機器・配

管系及び屋外重要土木構造物の耐震設計を行う際の地震応答解

析の基本方針を説明するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1，図 1-2 及び図 1-3 に建物・構築物，機器・配管系及

び屋外重要土木構造物の地震応答解析の手順をそれぞれ示す。 

 

 

 

 

 

 

• 補足説明資料「地

震 00-02 本文、添

付、添付書類、補

足説明項目への展

開（地震）（MOX 燃

料加工施設）別紙

１ 基本設計方針

の許可整合性、発

電炉との比較」と

同様に，建物・構

築物は，建物，構

築物及び土木構造

物の総称としてお

り，土木構造物に

ついても，建物・

構築物の章内にて

記載。なお，設計

手法は先行発電炉

の屋外重要土木構

造物と同様のた

め，本資料におい

ては先行発電炉の

屋外重要土木構造

物の記載と横並び

に比較する。 

 

• MOX 燃料加工施設で

は，「建物・構築

物」を建物，構築

物及び土木構造物

の総称としたこと

による差異であ

り，新たに論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(3／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
  

 
第 1.-1 図(1) 建物・構築物(土木構造物及び排気筒を除く)の 

地震応答解析の手順 

 

  

• 地震応答解析の手

順は，建物・構築

物の区分に応じて

書き分けて記載し

た。なお，遮蔽機

能等の支持機能以

外の機能を有する

建物・構築物につ

いても，Ｓクラス

施設として地震応

答解析により評価

しており，先行炉

と異なるものでは

ないため，新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 

431



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(4／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
  

 

 

 
第1.-1図(2) 建物・構築物(土木構造物)の地震応答解析の手順 

 

 

 
第1.-1図(3) 構築物(排気筒)の地震応答解析の手順 

 

 

 

 

• MOX 燃料加工施設に

おいては，屋外重

要土木構造物がな

いことによる差異

であり，新たな論

点が生じるもので

はない。 

 

(6/25)頁から 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(5／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
  

 
 

 

第 1.-2 図 機器・配管系の地震応答解析の手順 

  重大事故等対処施

設については後次

回で比較結果を示

す。 

 支持構造物を含め

た振動特性を考慮

することを明記し

たものであり，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(6／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
   

 

 

 
 

図 1-3 屋外重要土木構造物の地震応答解析の手順 

 

(4/25)頁へ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(7／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
4. 設計用地震力 

4.1  地震力の算定方法 

 

 

4.1.2  動的地震力 

 

 

 

 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の動的解析にお

いては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる材料定数

の変動幅を適切に考慮する。動的解析の方法，設計用減衰定数

等については，「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」

に，設計用床応答曲線の作成方法については，「Ⅲ－１－１－６ 

設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

これらの地震応答解析を行う上で，詳細な3次元FEMを用いた

解析により振動性状の把握を行い，解析モデルの妥当性の確認

を行う。また，更なる信頼性の向上を目的として設置する地震

観測網から得られる観測記録により振動性状の把握を行う。地

震観測網の概要については，「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の

基本方針」の別紙「地震観測網について」に示す。 

 

 

2. 地震応答解析の方針 

安全機能を有する施設の地震応答解析は以下の方針による。重大事故等

対処施設のうち機器・配管系の地震応答解析については，重大事故等対処

施設の申請に合わせて後次回以降の申請時に詳細を説明する。 

2.1  建物・構築物 

2.1.1 建物・構築物（2.1.2 に記載のものを除く） 

 

 

 

(1) 入力地震動 

解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s以上であるT.M.S.L.-70mとして

いる。 

 

 

 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，解放基盤表面で

定義される基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを基に，対象建

物・構築物の地盤条件を適切に考慮した上で，必要に応じ2次元FEM 解

析又は1次元波動論により，地震応答解析モデルの入力位置で評価した

入力地震動を設定する。 

 

 

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体の地下

構造との関係や対象建物・構築物位置での地質・速度構造の違いにも留

意するとともに，地盤の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。

地盤の動的変形特性を考慮した入力地震動の算定にあたっては，地盤の

ひずみの大きさに応じて解析手法の適用性に留意する。更に必要に応じ

敷地における観測記録による検証や 新の科学的・技術的知見を踏ま

え，地質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの建物・構築物及

び重大事故等対処施設における耐震Ｂクラス施設の機能を代替する常設

耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対象設備が設置され

る重大事故等対処施設の建物・構築物のうち共振のおそれがあり，動的

解析が必要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄを2分の1倍したも

のを用いる。 

2. 地震応答解析の方針 

 

 

 

2.1 建物・構築物 

 

 

 

 

(1) 入力地震動 

解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s 以上であるEL.-370m 

としている。 

 

 

 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，解放

基盤表面で定義される基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動

Ｓｄを基に，対象建物・構築物の地盤条件を適切に考慮した

上で，必要に応じ2 次元FEM 解析又は１次元波動論により，

地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定

する。 

 

地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地

全体の地下構造との関係や対象建物・構築物位置と炉心位置

付近での地質・速度構造の違いにも留意するとともに，地盤

の非線形応答に関する動的変形特性を考慮する。更に必要に

応じ敷地における観測記録による検証や 新の科学的・技術

的知見を踏まえ，地質・速度構造等の地盤条件を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に杭を介して岩盤に支持された建物・構築物については杭

の拘束効果についても適切に考慮する。 

 

また，設計基準対象施設における耐震Ｂクラスの建物・構築

物及び重大事故等対処施設における耐震Ｂクラスの施設の機能

を代替する常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処

施設の建物・構築物のうち共振のおそれがあり，動的解析が必

要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄを 1/2 倍したもの

を用いる。 

 

・重大事故等対処施

設の機器・配管系

については，後次

回以降の申請時に

比較結果を示す。 

 

 

 

 

• 解放基盤表面の標

高に応じた記載で

あるため，新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

• 原子炉施設ではな

いため，炉心位置

はなく，各位置で

の地質・速度構造

について留意する

旨を記載した。ま

た，地盤のひずみ

が大きい場合があ

るため，その留意

について記載し

た。 

• 本内容について

は，補足説明資料

「【耐震建物 08】 

地震応答解析に用

いる地盤モデル及

び地盤物性値の設

定について」にて

示す。 

 

• MOX 燃料加工施設に

おいては，杭を介

して岩盤に支持さ

れた建物・構築物

は存在しない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(8／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 (2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用

性，適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，建物・

構築物に応じた適切な解析条件を設定する。また，原則として，建物・

構築物の地震応答解析及び床応答曲線の作成は，線形解析及び非線形解

析に適用可能な時刻歴応答解析法による。 

 

 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性はそれら

の形状，構造特性等を十分考慮して評価し，集中質点系等に置換した解

析モデルを設定する。 

 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を考慮するものと

し，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面形状，基礎側面と地

盤の接触状況，地盤の剛性等を考慮して定める。各入力地震動が接地率

に与える影響を踏まえて，地盤ばねには必要に応じて，基礎浮上りによ

る非線形性又は誘発上下動を考慮できる浮上り非線形性を考慮するもの

とする。設計用地盤定数は，原則として，弾性波試験によるものを用い

る。 

 

 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地下逸散及

び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定める。 

 

 

地震応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超え

る場合には，実験等の結果に基づき，該当する建物部分の構造特性に応

じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応答

解析を行う。 

 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐震重要重大

事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物の支持

機能を検討するための動的解析において，建物・構築物の主要構造要素

がある程度以上弾性範囲を超える場合には，その弾塑性挙動を適切に模

擬した復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

 

 

地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性のばらつき等を

適切に考慮する。また，ばらつきによる変動が建物・構築物の振動性状

や応答性状に及ぼす影響として考慮すべきばらつきの要因を選定した上

で，選定された要因を考慮した動的解析により設計用地震力を設定す

る。 

 

建物・構築物の3次元応答性状及び機器・配管系への影響について

は，建物・構築物の3次元FEMモデルによる解析に基づき，施設の重要

性，建屋規模及び構造特性を考慮して評価する。3次元応答性状等の評

価は，周波数応答解析法等による。解析方法及び解析モデルについて

は，「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価方針」に示す。 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析

手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選

定するとともに，建物・構築物に応じた適切な解析条件を設

定する。また，原則として，建物・構築物の地震応答解析及

び床応答曲線の策定は，線形解析及び非線形解析に適用可能

な時刻歴応答解析法による。 

 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛

性はそれらの形状，構造特性等を十分考慮して評価し，集中

質点系等に置換した解析モデルを設定する。 

 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用を考慮す

るものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基礎版の平面

形状，基礎側面と地盤の接触状況及び地盤の剛性等を考慮し

て定める。各入力地震動が接地率に与える影響を踏まえて，

地盤ばねには必要に応じて，基礎浮上りによる非線形性又は

誘発上下動を考慮できる浮上り非線形性を考慮するものとす

る。設計用地盤定数は，原則として，弾性波試験によるもの

を用いる。 

 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの

地下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮し

て定める。 

 

地震応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性

範囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建

物部分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬し

た復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物及び常設耐

震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置さ

れる重大事故等対処施設の建物・構築物の支持機能を検討す

るための動的解析において，建物・構築物の主要構造要素が

ある程度以上弾性範囲を超える場合には，その弾塑性挙動を

適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

 

地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性のば

らつき等を適切に考慮する。また，ばらつきによる変動が建

物・構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮す

べきばらつきの要因を選定した上で，選定された要因を考慮

した動的解析により設計用地震力を設定する。 

 

建物・構築物の 3 次元応答性状及び機器・配管系への影響

については，建物・構築物の 3次元 FEM モデルによる解析に

基づき，施設の重要性，建屋規模，構造特性を考慮して評価

する。3 次元応答性状等の評価は，周波数応答解析法等によ

る。解析方法及び解析モデルについては，添付書類「Ⅴ-2-1-

8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価

方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・MOX 燃料加工施設に

は，常設重大事故

等緩和設備の分類

がないため記載し

ない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(9／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 

10. 耐震計算の基本方針 

10.1 建物・構築物 

建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震

動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構造全体としての変

形，並びに地震応答解析による地震力及び「4. 設計用地震

力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震

応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部

的な応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあ

ることを確認すること(解析による設計)により行う。 

 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施

することを基本とする。また，評価に当たっては，材料物性の

ばらつき等を適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM等を用いた応力解析法 

・スペクトルモーダル解析法 

 

 

 

 

建物・構築物の動的解析にて，地震時の地盤の有効応力の変

化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施する。

有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤におけ

る代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定す

る。 

 

具体的な評価手法は，「Ⅲ－２ 加工施設の耐震性に関する計

算書」に示す。 

また，水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評

価については，「Ⅲ－２－３ 水平2方向及び鉛直方向地震力の

組合せに関する影響評価結果」に示す。 

 

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，

FEMを用いた応力解析等により，静的又は動的解析により求まる

地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する

局部的な応力が，許容限界内にあることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物の動的解析にて，地震時の地盤の有効応力の変化に応じ

た影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用

いる液状化強度特性は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏ま

えた上で保守性を考慮して設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋の設置状況を踏まえ，隣接建屋が建物・構築物の応答性状及び機

器・配管系へ及ぼす影響については，地盤 3次元 FEM モデルによる解析

に基づき評価する。解析方法及び解析モデルについては，「Ⅲ－２－４

－２ 隣接建屋に関する影響評価結果」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物の動的解析にて地震時の地盤の有効応力の変

化に伴う影響を考慮する場合には，有効応力解析を実施す

る。有効応力解析に用いる液状化強度特性は，代表性及び網

羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• MOX 燃料加工施設に

おいては，多くの

建屋が隣接する状

況を踏まえて，隣

接建屋の影響評価

について記載し

た。 

• 本内容における建

物・構築物の影響

評価については，

補足説明資料「【耐

震建物 06】隣接建

屋の影響に関する

検討」に示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(10／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 

 

4.1.2  動的地震力 

これらの地震応答解析を行う上で，詳細な3次元FEMを用いた

解析により振動性状の把握を行い，解析モデルの妥当性の確認

を行う。また，更なる信頼性の向上を目的として設置する地震

観測網から得られる観測記録により振動性状の把握を行う。地

震観測網の概要については，「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の

基本方針」の別紙「地震観測網について」に示す。 

 

 

 

 

 

 

これらの地震応答解析を行う上で，詳細な3次元FEMを用いた解析により

振動性状の把握を行い，解析モデルの妥当性の確認を行う。また，更なる

信頼性の向上を目的として設置する地震観測網から得られる観測記録によ

り振動性状を把握する。動的解析に用いるモデルについては，地震観測網

により得られる観測記録を用い解析モデルの妥当性確認等を行う。地震観

測網の概要は，別紙「地震観測網について」に示す。 

 

 

 

また，更なる信頼性の向上を目的として設置した地震観測網か

ら得られた観測記録により振動性状を把握する。動的解析に用

いるモデルについては，地震観測網により得られた観測記録を

用い解析モデルの妥当性確認等を行う。地震観測網の概要は，

別紙「地震観測網について」に示す。 

 

 

 

• 新設の MOX 燃料加

工施設には観測記

録がないことによ

る記載の差異であ

り，新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(11／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 a. 解析方法 

建物・構築物の地震応答は，(1)式の多質点系の振動方程式を

Newmark-β法(β＝1/4)を用いた直接積分法により求める。 

𝑚 ･ 𝑥 𝑐 ･ 𝑥 𝑘 ･ 𝑥 𝑚 ･ 𝑦        (1) 

 

ここで， 

    𝑚  :質量マトリックス 

    𝑐  :減衰マトリックス 

    𝑘  :剛性マトリックス 

    𝑥  :時刻tの加速度ベクトル 

    𝑥  :時刻tの速度ベクトル 

    𝑥  :時刻tの変位ベクトル 

    𝑦  :時刻tの入力加速度ベクトル 

ここで，時刻ｔ ∆ｔにおける解を次のようにして求める。なお，∆ｔ
は時間メッシュを示す。 

𝑥 ＝ 𝑥 𝑥 ･𝛥𝑡 𝛽 ･ 𝑥 𝛽･ 𝑥 ･𝛥𝑡    (2) 

𝑥 ＝ 𝑥 ･ 𝑥 𝑥 ･𝛥𝑡     (3) 

𝑥 ＝ 𝑥 𝛥𝑥       (4) 

 

(2)，(3)及び(4)式を(1)式に代入して整理すると，加速度応答増分ベク

トルが次のように求められる。 

𝛥𝑥 ＝ 𝐴 ･ 𝐵 𝑚 ･ 𝛥𝑦     (5) 

ここで， 

𝐴 ＝ 𝑚 ･𝛥𝑡･ 𝑐 𝛽･𝛥𝑡 ･ 𝑘   

𝐵 ＝ 𝛥𝑡･ 𝑐
1
2
･𝛥𝑡 ･ 𝑘 ･ 𝑥 𝛥𝑡･ 𝑘 ･ 𝑥  

𝛥𝑦 ＝ 𝑦 𝑦  

 

(5)式を(2)，(3)及び(4)式に代入することにより，時刻ｔ ∆ｔの応答が

時刻ｔの応答から求められる。 

a. 解析方法 

建物・構築物の地震応答は，(1)式の多質点系の振動方程式

をNewmark-β法（β＝1/4）を用いた直接積分法により求め

る。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(12／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 b. 解析モデル 

建物・構築物の解析モデルを以下に示す。 

 

 

(a) 燃料加工建屋 

水平方向は，地盤との相互作用を考慮し，耐震壁等の曲げ及びせん断剛

性を評価した多質点系モデルとする。鉛直方向は，地盤との相互作用を考

慮し，耐震壁等の軸剛性を評価した多質点系モデルとする。 

 

b. 解析モデル 

代表的な建物・構築物の解析モデルを以下に示す。 

 

 

(a) 原子炉建屋 

水平方向は，地盤との相互作用を考慮し，耐震壁等の曲げ及

びせん断剛性を評価した多質点系モデルとする。鉛直方向は，

地盤との相互作用を考慮し，耐震壁等の軸剛性及び屋根トラス

の曲げせん断剛性を評価した多質点系モデルとする。 

 

(b) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

水平方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，耐震壁及

び柱の曲げ及びせん断剛性を評価した多質点系モデルとする。

鉛直方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，耐震壁及び

杭の軸剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を評価した多質点

系モデルとする。 

 

(c) 主排気筒 

水平方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，筒身及び

鉄塔の曲げ及びせん断剛性を評価した 2 軸の多質点系モデルと

する。鉛直方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，筒身

及び鉄塔の軸剛性を評価した２軸の多質点系モデルとする。 

 

(d) 非常用ガス処理系配管支持架構 

水平方向，鉛直方向とも，杭を含む地盤との相互作用を考慮

し，鉄骨部材の軸，曲げ及びせん断剛性を評価した要素と，軸

剛性のみを評価した要素による，剛基礎を有する 3 次元フレー

ムモデルとする。 

 

(e) 緊急時対策所建屋 

水平方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，耐震壁及

び柱の曲げ及びせん断剛性を評価した多質点系モデルとする。

鉛直方向は，杭を含む地盤との相互作用を考慮し，耐震壁及び

柱の軸剛性を評価した多質点系モデルとする。 

 

(f) 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

水平方向は，地盤との相互作用を考慮し，耐震壁の曲げ及びせ

ん断剛性を評価した多質点系モデルとし，地盤は 2 次元 FEM モ

デルとする。鉛直方向は，地盤との相互作用を考慮し，耐震壁

の軸剛性を評価した多質点系モデルとし，地盤は 2 次元 FEM モ

デルとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 建物・構築物につい

ては，発電炉の記載

も踏まえ，構造によ

って考え方の異なる

モデルを記載する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(13／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 

 

 

4.1.2  動的地震力 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の動的解析にお

いては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる材料定数

の変動幅を適切に考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 建物・構築物 

建物・構築物の評価は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震

動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構造全体としての変

形，並びに地震応答解析による地震力及び「4. 設計用地震

力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震

応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部

的な応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内にあ

ることを確認すること(解析による設計)により行う。 

 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施

することを基本とする。また，評価に当たっては，材料物性の

ばらつき等を適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM等を用いた応力解析法 

・スペクトルモーダル解析法 

 

 

 

建物・構築物の動的解析にて，地震時の地盤の有効応力の変

化に応じた影響を考慮する場合は，有効応力解析を実施する。

有効応力解析に用いる液状化強度特性は，敷地の原地盤におけ

る代表性及び網羅性を踏まえた上で保守性を考慮して設定す

る。 

 

具体的な評価手法は，「Ⅲ－２ 加工施設の耐震性に関する計

算書」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 土木構造物 

(1) 入力地震動 

土木構造物の地震応答解析における入力地震動は，解放基盤表面で定

義される弾性設計用地震動Ｓｄに 2分の 1を乗じたものを基に，対象構

造物の地盤条件を適切に考慮した上で，必要に応じ 2次元 FEM 解析又は

1次元波動論により，地震応答解析モデルの入力位置で評価した入力地

震動を設定する。地盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した

敷地全体の地下構造との関係にも留意し，地盤の非線形応答に関する動

的変形特性を考慮する。 

 

 

 

 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用

性，適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，各構造

物に応じた適切な解析条件を設定する。地震応答解析は，地盤と構造物

の相互作用を考慮できる手法とし，地盤及び構造物の地震時における非

線形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形又は非線形解析のいず

れかにて行う。地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性の

ばらつき等による変動が土木構造物の振動性状や応答性状に及ぼす影響

を検討し，材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，動的解析にて，地震時の地盤の有効応力の変化に応じた影響を

考慮する場合は，有効応力解析を実施する。有効応力解析に用いる液状

化強度特性は，敷地の原地盤における代表性及び網羅性を踏まえた上で

保守性を考慮して設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載箇所：2.3 屋外重要土木構造物に記載している内容】 

2.3 屋外重要土木構造物 

(1) 入力地震動 

屋外重要土木構造物及び重大事故等対処施設における常設

耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設の土木構造物の地震応答解析にお

ける入力地震動は，解放基盤表面で定義される基準地震動Ｓ

ｓを基に，対象構造物の地盤条件を適切に考慮した上で，必

要に応じ 2 次元 FEM 解析又は１次元波動論により，地震応答

解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。地

盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体

の地下構造との関係にも留意し，地盤の非線形応答に関する

動的変形特性を考慮する。 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定にあたっては，地震応答解析

手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選

定するとともに，各構造物に応じた適切な解析条件を設定す

る。地震応答解析は，地盤と構造物の相互作用を考慮できる

手法とし，地盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有

無や程度に応じて，線形，等価線形，非線形解析のいずれか

にて行う。地震応答解析に用いる材料定数については，材料

物性のばらつき等による変動が屋外重要土木構造物の振動性

状や応答性状に及ぼす影響を検討し，材料物性のばらつき等

を適切に考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，動的解析にて地震時の地盤の有効応力の変化に伴う

影響を考慮する場合には，有効応力解析を実施する。有効応

力解析に用いる液状化強度特性は，代表性及び網羅性を踏ま

えた上で保守性を考慮して設定する。 

 

 

 

地中土木構造物への地盤変位に対する保守的な配慮とし

て，地盤を強制的に液状化させることを仮定した影響を考慮

する場合は，原地盤よりも十分に小さい液状化強度特性（敷

地に存在しない豊浦標準砂に基づく液状化強度特性）を設定

する。上部土木構造物及び機器・配管系への加速度応答に対

する保守的な配慮として，地盤の非液状化の影響を考慮する

場合は，原地盤において非液状化の条件を仮定した解析を実

施する。 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

は屋外重要土木構

造物がないため，

土木構造物に対す

る記載としたこと

による差異であ

り，新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 周辺地盤の液状化

のおそれがある施

設については，液

状化の影響を考慮

するものとし，液

状化特性は敷地地

盤の試験結果に基

づき，ばらつき及

び不確実性を考慮
(20/25)頁から 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(14／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評

価については，「Ⅲ－２－３ 水平2方向及び鉛直方向地震力の

組合せに関する影響評価結果」に示す。 

 

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，

FEM を用いた応力解析等により，静的又は動的解析により求まる

地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する

局部的な応力が，許容限界内にあることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震応答解析では，水平地震動と鉛直地震動の同時加振とするが，構

造物の応答特性により水平2方向の同時性を考慮する必要がある場合

は，水平2方向の組合せについて適切に評価する。具体的な方針につい

ては「Ⅲ－１－１－７ 水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関す

る影響評価方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，地震応答解析では，水平地震動と鉛直地震動の同時

加振とするが，構造物の応答特性により水平 2 方向の同時性

を考慮する必要がある場合は，水平 2 方向の組合せについて

適切に評価する。具体的な方針については添付書類「Ⅴ-2-1-

8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価

方針」に示す。 

 

重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設の既往評価を適

用できる基本構造等と異なる施設については，適用する地震力

に対して，要求される機能及び構造健全性が維持されることを

確認するため，当該施設の構造を適切にモデル化した上での地

震応答解析，加振試験等を実施する。 

した上で設定す

る。そのため，周

辺地盤を強制的に

液状化させること

を仮定した設計は

行わない。また，

MOX 燃料加工施設で

は，施設周辺の地

盤改良や地下水排

水設備により，総

じて液状化の影響

が軽減されてい

る。施設の設計に

おいては，全応力

解析を実施した上

で，周辺地盤の液

状化の影響が否定

できない場合は，

有効応力解析を実

施する。非液状化

の条件については

全応力解析にて実

施していることか

ら記載しない。 

 

 

 

 

 

• MOX 燃料加工施設で

は，重大事故等対

処施設の土木構造

物はないため記載

しない。 

 

 

(21/25)頁から 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(15／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 

4.1.2 動的地震力 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の動的解

析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによ

る材料定数の変動幅を適切に考慮する。 

 

2.2  機器・配管系 

(1) 入力地震動又は入力地震力 

機器・配管系の地震応答解析における入力地震動又は入力地震力は，

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄ又は当該機器・配管系の設置

床における設計用床応答曲線若しくは時刻歴応答波とする。 

 

設計用床応答曲線の作成方法については，「Ⅲ－１－１－６ 設計用

床応答曲線の作成方針」に示す。 

 

 

なお，建屋応答解析における各入力地震動が接地率に与える影響を踏

まえ，誘発上下動を考慮するモデルを用いている場合については，鉛直

方向の加速度応答時刻歴に，以下のとおり誘発上下動を考慮することと

する。 

• V+Xv 

• V+Yv 

• V-Xv 

• V-Yv 

ここで， 

V：鉛直方向地震力に対する鉛直方向の加速度応答時刻歴 

Xv:X 方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

Yv:Y 方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

 

 

 

 

 

また，安全機能を有する施設における耐震Ｂクラスの機器・配管系の

うち共振のおそれがあり，動的解析が必要なものに対しては，弾性設計

用地震動Ｓｄを基に線形解析により作成した設計用床応答曲線の応答加

速度を 2分の 1倍したものを用いる。 

 

 

 

 

2.2 機器・配管系 

(1) 入力地震動又は入力地震力 

機器・配管系の地震応答解析における入力地震動又は入力

地震力は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄ，又は

当該機器・配管系の設置床における設計用床応答曲線若しく

は時刻歴応答波とする。 

設計用床応答曲線の作成方法については，添付書類「Ⅴ-2-

1-7 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，設計基準対象施設における耐震Ｂクラスの機器・配

管系及び重大事故等対処施設における耐震Ｂクラスの施設の

機能を代替する重大事故防止設備が設置される重大事故等対

処施設の機器・配管系のうち共振のおそれがあり，動的解析

が必要なものに対しては，弾性設計用地震動Ｓｄを基に線形

解析により作成した設計用床応答曲線の応答加速度を1/2 倍

したものを用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• MOX 燃料加工施設に

おける入力地震動

又は入力地震力

は，規格上の接地

率未満である場合

は誘発上下動を考

慮する必要があ

り，考慮方法とし

ては他先行プラン

ト（高浜３号機，

４号機）と同様の

方法であることか

ら，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

• 重大事故等対処施

設の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(16／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 

10.2 機器・配管系 

機器・配管系の評価は，「4. 設計用地震力」で示す設計用地

震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わす

べき他の荷重による応力との組合せ応力が「5. 機能維持の基

本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析によ

る設計)により行う。 

 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施

することを基本とし，その他の手法を適用する場合は適用性を

確認の上適用することとする。なお，時刻歴応答解析法及びス

ペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材料物性のばらつき

等を適切に考慮する。 

 

・スペクトルモーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・定式化された計算式を用いた解析法 

・FEM 等を用いた応力解析法 

具体的な設計方針については機器・配管系の申請時に示す。 

 

また，地震時及び地震後に機能維持が要求される設備につい

ては，地震応答解析により機器・配管系に作用する加速度が振

動試験又は解析等により機能が維持できることを確認した加速

度(動的機能維持確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速

度)以下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地震荷重が

許容荷重以下となることを確認する。 

 

 

 

これらの水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価については，「Ⅲ－２－３ 水平 2方向及び鉛直方向地震

力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 

 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手法の適用

性，適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定するとともに，解析条

件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各種物性値は，適切な規格・基

準，あるいは実験等の結果に基づき設定する。 

 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代表的な振

動モードを適切に表現できるよう質点系モデル，はり，シェル等の要素

を使用した有限要素モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたスペ

クトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答曲線を用い

たスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を求め

る。 

 

また，スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を用いる場合

は材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 

スペクトルモーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選択に当たって

は，衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点又は既往研究の知見を

取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，材料物性のばらつき等への配慮

を考慮しつつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対象

設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

 

 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析

手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選

定するとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性

等の各種物性値は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結

果に基づき設定する。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，

代表的な振動モードを適切に表現できるよう質点系モデル，

有限要素法モデル等に置換し，設計用床応答曲線を用いたス

ペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法により応答を

求める。 

 

 

 

 

 

 

配管系については，適切なモデルを作成し，設計用床応答

曲線を用いたスペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析

法により応答を求める。 

 

また，スペクトルモーダル解析法又は時刻歴応答解析法を

用いる場合は材料物性のばらつき等を適切に考慮する。 

 

クレーン類におけるスペクトルモーダル解析法及び時刻歴

応答解析法の選択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現

象を模擬する観点又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動

を模擬する観点で，材料物性のばらつき等への配慮を考慮し

つつ時刻歴応答解析法を用いる等，解析対象とする現象，対

象設備の振動特性・構造特性等を考慮し適切に選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 有限要素モデル

が，はりまたはシ

ェル等の要素を使

用することを明記

したものであり，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉ではクレー

ン類に限定した記

載としているが，

MOX 燃料加工施設に

おいては非線形現

象及び実機の挙動

を模擬した応答加

速度及び荷重の算

定の解析が必要で

あることから,記載

の差異があるもの

の，新たな論点が

生じるものではな

い。 

 スペクトルモーダ

ル解析及び時刻歴

応答解析法におけ

るばらつき等の考

慮については補足

説明資料「【耐震建

物 11】地震応答解

析における材料物

性のばらつきに伴

う影響評価につい

て」に示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(17／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
  

3次元的な広がりを持つ設備については，3次元的な配置を踏まえ，適

切にモデル化し，水平2方向及び鉛直方向の応答成分について適切に組

み合わせるものとする。具体的な方針については「Ⅲ－１－１－７ 水

平2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の設置床面の 大応答加速

度の 1.2 倍の加速度を震度として作用させて構造強度評価に用いる地震力

を算定する。 

 

３次元的な広がりを持つ設備については，３次元的な配置

を踏まえ，適切にモデル化し，水平2 方向及び鉛直方向の応

答成分について適切に組み合わせるものとする。具体的な方

針については添付書類「Ⅴ-2-1-8 水平２方向及び鉛直方向地

震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

剛性の高い機器は，その機器の設置床面の 大応答加速度の1.2 

倍の加速度を震度として作用させて構造強度評価に用いる地震

力を算定する。 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設に

おいては，剛性の

高い配管系を有し

ており，機器同様

に設置床面の 大

応答加速度の 1.2

倍の加速度を適用

して評価を行うこ

とから，記載の差

異により新たな論

点が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(18／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 ａ．解析方法 

スペクトルモーダル解析法における 大値は，二乗和平方根(SRSS)法に

より求める。時刻歴応答解析法においては直接積分法又はモーダル時刻歴

解析による。 

 

ｂ．解析モデル 

機器・配管系の解析モデルの例を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 一般機器 

容器，熱交換器等の一般の機器は，機器本体及び支持構造物の剛性をそ

れぞれ考慮し，原則として重心位置に質量を集中させた1質点系モデルに

置換する。 

ただし，振動特性の観点から質量分布及び部材間における剛性変化を考

慮する方が適切と考えられる構造の場合は，はり又はシェル要素による有

限要素モデルに置換する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 配管系 

配管系は,その振動性状を適切に考慮するため，多質点系はりモデルに

置換する。 

 

 

 

 

a. 解析方法 

スペクトルモーダル解析法における 大値は，二乗和平方根

（ＳＲＳＳ）法により求める。時刻歴応答解析法においては直

接積分法，若しくはモーダル時刻歴解析による。 

 

b. 解析モデル 

代表的な機器・配管系の解析モデルを以下に示す。 

(a) 原子炉格納容器，原子炉圧力容器及び圧力容器内部構造物 

原子炉格納容器，原子炉圧力容器及び圧力容器内部構造物

は，建物質量に対しその質量が比較的大きく，また支持構造上

からも原子炉建屋による影響が無視できないため，原子炉建屋

と連成させた解析モデルを用いる。原子炉格納容器，原子炉圧

力容器及び圧力容器内部構造物は，多質点系モデルに置換し，

各構造物を結合するスタビライザ等は等価なばねに置換する。 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 一般機器 

容器，熱交換器等の一般の機器は，機器本体及び支持構造物

の剛性をそれぞれ考慮し，原則として重心位置に質量を集中さ

せた１質点系モデルに置換する。 

ただし，振動特性の観点から質量分布，剛性変化等を考慮す

る方が適切と考えられる構造の場合は，多質点系モデルに置換

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 配管 

配管は,その振動性状を適切に考慮するため，３次元多質点は

りモデルに置換する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉では，代表

的な解析モデルと

して原子炉建屋と

連成させた特殊な

モデルについて説

明しているが，MOX

燃料加工施設にお

いては建屋と連成

した特殊なモデル

を有していないた

め，記載の差異に

より新たに論点が

生じるものではな

い。 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設の

機器をモデル化す

る際の考慮事項を

詳細に記載してお

り，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

 はり,シェル要素を

使用した解析モデ

ルの総称として有

限要素モデルと称

しており，用いて

いる有限要素モデ

ルに違いは無いた

め，記載の差異に

より新たな論点が

生じるものではな

い。 

 

• MOX 燃料加工施設に

おいては，発電炉

における３次元多

質点はりモデルを

多質点系はりモデ

ルと称しており，
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(19／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 

 

 

 

 

 

 

 

(c) クレーン類 

クレーン類は，その構造特性を考慮してはり又はシェル要素による有限

要素モデルに置換する。なお，すべり等の非線形現象を考慮する場合は，

すべり要素等の非線形要素を取り入れた上で有限要素モデルに置換する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) クレーン類 

クレーン類は，その構造特性を考慮して３次元はりモデルに

置換する。なお，すべり等の非線形現象を考慮する場合は，す

べり要素等の非線形要素を取り入れた上で３次元はりモデルに

置換する。 

 

 

用いている有限要

素モデルに違いは

無いため，記載の

差異により新たな

論点が生じるもの

ではない。 

 

 

 

• 本資料内の整合を

図るため，前ペー

ジ(a)項に合わせた

記載としたが，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(20／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
   

 

2.3 屋外重要土木構造物 

(1) 入力地震動 

屋外重要土木構造物及び重大事故等対処施設における常設

耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置

される重大事故等対処施設の土木構造物の地震応答解析にお

ける入力地震動は，解放基盤表面で定義される基準地震動Ｓ

ｓを基に，対象構造物の地盤条件を適切に考慮した上で，必

要に応じ 2 次元 FEM 解析又は１次元波動論により，地震応答

解析モデルの入力位置で評価した入力地震動を設定する。地

盤条件を考慮する場合には，地震動評価で考慮した敷地全体

の地下構造との関係にも留意し，地盤の非線形応答に関する

動的変形特性を考慮する。 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定にあたっては，地震応答解析

手法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選

定するとともに，各構造物に応じた適切な解析条件を設定す

る。地震応答解析は，地盤と構造物の相互作用を考慮できる

手法とし，地盤及び構造物の地震時における非線形挙動の有

無や程度に応じて，線形，等価線形，非線形解析のいずれか

にて行う。地震応答解析に用いる材料定数については，材料

物性のばらつき等による変動が屋外重要土木構造物の振動性

状や応答性状に及ぼす影響を検討し，材料物性のばらつき等

を適切に考慮する。 

 

また，動的解析にて地震時の地盤の有効応力の変化に伴う

影響を考慮する場合には，有効応力解析を実施する。有効応

力解析に用いる液状化強度特性は，代表性及び網羅性を踏ま

えた上で保守性を考慮して設定する。 

 

 

 

地中土木構造物への地盤変位に対する保守的な配慮とし

て，地盤を強制的に液状化させることを仮定した影響を考慮

する場合は，原地盤よりも十分に小さい液状化強度特性（敷

地に存在しない豊浦標準砂に基づく液状化強度特性）を設定

する。上部土木構造物及び機器・配管系への加速度応答に対

する保守的な配慮として，地盤の非液状化の影響を考慮する

場合は，原地盤において非液状化の条件を仮定した解析を実

施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13/25)頁へ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(21／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
   

 

また，地震応答解析では，水平地震動と鉛直地震動の同時

加振とするが，構造物の応答特性により水平 2 方向の同時性

を考慮する必要がある場合は，水平 2 方向の組合せについて

適切に評価する。具体的な方針については添付書類「Ⅴ-2-1-

8 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価

方針」に示す。 

 

 

 

重大事故等対処施設のうち，設計基準対象施設の既往評価

を適用できる基本構造等と異なる施設については，適用する

地震力に対して，要求される機能及び構造健全性が維持され

ることを確認するため，当該施設の構造を適切にモデル化し

た上での地震応答解析，加振試験等を実施する。 

 
(14/25)頁へ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(22／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
4.1.2 動的地震力 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の動的解析にお

いては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつきによる材料定数

の変動幅を適切に考慮する。動的解析の方法，設計用減衰定数

等については，「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」

に，設計用床応答曲線の作成方法については，「Ⅲ－１－１－６ 

設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

 

3. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，JEAG4601-1987，1991 に記載され

ている減衰定数を設備の種類，構造等により適切に選定するとともに，

試験等で妥当性が確認された値も用いる。具体的には第 3.-1 表に示

す。 

 

なお，燃料加工建屋の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリートの材料

減衰定数の設定については，既往の知見に加え，入力地震動による建

物・構築物の応答レベル及び構造形状の複雑さを踏まえた上で 3％＊と

設定する。 

注記 ＊：平成 22 年 10 月 22 日付け平成 22･05･21 原第 9号にて認可

を受けた設工認申請書の「Ⅲ－２－１－１－１ 燃料加工

建屋の地震応答計算書」における設定と同じ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤及び土木構造物の連成系地震応答解析モデルの減衰定数について

は，地中構造物としての特徴及び同モデルの振動特性を考慮して適切に

設定する。 

 

 

3. 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，ＪＥＡＧ４６０１－

1987，1991 に記載されている減衰定数を設備の種類，構造等

により適切に選定するとともに，試験等で妥当性が確認され

た値も用いる。具体的には表 3-1 に示す値を用いる。 

 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリ

ートの材料減衰定数の設定については，既往の知見に加え，

既設施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。

入力地震動による建物・構築物の応答レベル及び構造形状の

複雑さを踏まえ，既往の知見に加え，地震観測記録等による

検討を行い，適用性が確認できたことから表 3-1 に示す建

物・構築物に対して 5％と設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤と屋外重要土木構造物の連成系地震応答解析モデルの

減衰定数については，地中構造物としての特徴，同モデルの

振動特性を考慮して適切に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 燃料加工建屋の地

震応答解析に用い

る鉄筋コンクリー

トの材料減衰定数

について，既設工認

においては，設計当

時の新設他プラン

トの実績と設計上

の保守性に配慮し

て 3 %としていた。 

今回設工認におい

ては，地盤逸散減衰

が支配的であり建

屋の材料減衰の影

響は小さいことを

確認している。 

また，鉄筋コンクリ

ートの減衰定数を

3 %とした場合と

5 ％とした場合の

地震応答解析結果

の比較を行い，両者

の結果がほぼ一致

しており 3 %の方が

おおむね保守的で

あることを確認し

ている。 

以上より，燃料加工

建屋については，既

設 工 認 を 踏 襲 し

3 ％とする。本内容

については補足説

明資料「【耐震建物

10】地震応答解析モ

デルに用いる鉄筋

コンクリート造部

の減衰定数に関す

る検討」にて示す。 

 MOX 燃料加工施設に

は，屋外重要土木

構造物はないこと

による差異であ

り，新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(23／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
  

機器・配管系の設計用減衰定数の適用については，機器・配管系の申

請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

第3-1表 減衰定数 

1．建物・構築物 

対象設備 使用材料 
減衰定数(%) 

水平方向 鉛直方向 

燃料加工

建屋 

建屋 鉄筋コンクリート 3 3 

地盤 － 
JEAG4601-1991追補版の近似法

により算定＊1 

排気筒 構築物 鋼材 1 1 

注記 ＊1：地盤条件及び基礎形状等に基づき振動アドミッタンス理論により動的地盤ば

ねを算定し，JEAG4601-1991 追補版の近似法により算定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 機器・配管系の内

容については，後

次回で比較結果を

示す。 

 

• MOX 燃料加工施設の

建物・構築物の減

衰定数について

は，基本的に施設

共通の方針である

ため，施設区分毎

に纏める構成とし

た。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機器・配管系の内

容については，後

次回で比較結果を

示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(24／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
   

 

 

 

 

 

 

 機器・配管系の内

容については，後

次回で比較結果を

示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針】(25／25) 
別紙４－５ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－５ 添付書類Ⅴ－２－１－６ 
 Ⅲ－１－１－５ 別紙 地震観測網について 

 

目 次 

 

1．概要 

2．地震観測網の基本方針 

3．地震観測網の配置計画 

 

 

1．概要 

 MOX 燃料加工施設の燃料加工建屋には，安全上重要な施設の実地震時の

振動特性を把握するために，建屋に地震計を設置し，継続して地震観測を

行う。また，比較的規模の大きい地震の観測記録が得られた場合は，それ

らの測定結果に基づく解析等により主要な施設の健全性を確認すること等

に活用する。 

 

 

 

2．地震観測網の基本方針 

燃料加工建屋については，地震時の建屋の水平方向及び鉛直方向の振動

特性を把握するため，建屋の基礎上や 上部等の適切な位置に地震計を配

置することにより，実地震による建屋の振動（建屋増幅特性，ロッキング

動及び捩れ）を観測する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，地震計は水平 2成分と鉛直 1成分の計 3成分を観測するものとす

る。 

 

 

3．地震観測網の配置計画 

 燃料加工建屋の地震計の設置方針を第 3.-1 表に，地震計の配置を第 3.-

1 図～第 3.-2 図に示す。 

 

第3.-1表 燃料加工建屋の地震計の設置方針 

第 3.-1 図 燃料加工建屋 地震計配置図（平面図）～第 3.-2 図 燃料加

工建屋 地震計配置図（断面図） 

 
 

Ⅴ-2-1-6 別紙 地震観測網について 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 地震観測網の基本方針 

3. 地震観測網の配置計画 

 

 

1. 概要 

東海第二発電所の主要な建屋には，原子炉格納施設等の安全

上重要な施設の実地震時の振動特性を把握するために，各建屋

に地震計を設置し，継続して地震観測を行う。また，比較的規

模の大きい地震の観測記録が得られた場合は，それらの測定結

果に基づく解析等により，主要な施設の健全性を確認すること

等に活用する。 

 

 

2. 地震観測網の基本方針 

原子炉建屋については，地震時の建屋の水平方向及び鉛直方

向の振動特性を把握するため，建屋の基礎上，原子炉棟の外壁

面の適切な位置に地震計を配置することにより，実地震による

建屋の振動（建屋増幅特性，ロッキング動及び捩れ）を観測す

る。 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料乾式貯蔵建屋については，地震時の建屋の水平方

向及び鉛直方向の振動特性を把握するため，建屋の基礎上及び

上部の適切な位置に地震計を配置することにより，実地震に

よる建屋の振動（建屋増幅特性）を観測する。 

 

なお，地震計は水平2 成分と鉛直1 成分の計3 成分を観測す

るものとする。 

 

 

3. 地震観測網の配置計画 

各建屋の地震計の設置方針を表3-1 に示す。 

 

 

表3-1 各建屋の地震計の設置方針 

図3-1 地震計配置図（平面図）～図3-4 地震計配置図（断面

図）（使用済燃料乾式貯蔵建屋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 発電炉では原子炉

建屋と使用済燃料

乾式貯蔵建屋各々

について記載して

いるが，燃料加工

建屋の地震計の設

置方針は，原子炉

建屋の地震計の配

置方針に近いこと

から，原子炉建屋

側と比較し同等の

記載とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図の引用を明確化し

た。 
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令和４年６月 10 日 Ｒ６ 

 

 

 

別紙４－６ 
 

 

 

設計用床応答曲線の作成方針 

 

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる

差異 
二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(1／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 床応答スペクトル作成に係る基本方針及び作成方法  

2.1 基本方針 

2.2 解析方法 

2.3 減衰定数 

2.4 数値計算用諸元 

 

2.5 応答スペクトルの適用方法 

2.6 設計用床応答曲線の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ－2－1－7 設計用床応答曲線の作成方針 

 

目 次 

 

1. 概 要 

2. 床応答スペクトル作成に係る基本方針及び作成方法  

2.1 基本方針 

2.2 解析方法 

2.3 減衰定数 

2.4 数値計算用諸元 

2.5 応答スペクトル作成位置 

2.6 応答スペクトルの適用方法 

2.7 設計用床応答曲線の作成 

2.8 設備用床応答曲線の作成 

3. 地震応答解析モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 大加速度及び設計用床応答曲線 

4.1 弾性設計用地震動Ｓｄ 

4.2 基準地震動Ｓｓ 

4.3 余震荷重を算定するための地震動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉の設備評価

用床応答曲線は，

規格基準以上の対

応として設定した

入力地震力であ

り，MOX 燃料加工

施設においては，

規格基準に準じて

設定した設計用床

応答曲線を用いて

いるため，記載の

差異はあるが，新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

 MOX 燃料加工施設

の資料構成とし

て，施設の具体的

な数値等は「Ⅲ－

１－１－６ 設計

用床応答曲線の作

成方針」の別紙と

して添付する構成

としているため，

資料構成の差異は

あるが新たな論点

が生じるものでは

ない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(2／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
10. 耐震計算の基本方針 

10.2 機器・配管系 

機器・配管系の評価は，「4. 設計用地震力」で示す設計用

地震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合

わすべき他の荷重による応力との組合せ応力が「5. 機能維

持の基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること

(解析による設計)により行う。 

 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実

施することを基本とし，その他の手法を適用する場合は適用

性を確認の上適用することとする。なお，時刻歴応答解析法

及びスペクトルモーダル解析法を用いる場合は，材料物性の

ばらつき等を適切に考慮する。 

 

・スペクトルモーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・定式化された計算式を用いた解析法 

・FEM 等を用いた応力解析法 

 

 

具体的な設計方針については機器・配管系の申請時に示

す。 

 

 

1. 概要 

本資料は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「4. 設計用

地震力」に基づき，機器・配管系の動的解析に用いる設計用床応答曲線*1

の作成方針及びその方針に基づき作成した設計用床応答曲線に関して説

明するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 ＊１：1.項～2.項においては，床面の 大床応答加速度も含めた総

称として説明する。 

 

2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法 

2.1 基本方針 

(1) 「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」のうち「2. 地震応答解

析の方針」に基づき策定した各MOX燃料加工施設の解析モデルに対して，入

力地震動を用いた時刻歴応答解析を行い，各質点位置における加速度応答

時刻歴を求める。入力地震動は，「Ⅲ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾

性設計用地震動Ｓｄの概要」に基づくものとして，第2.1-1表に示す。 

 

 

なお，建屋応答解析における各入力地震動が接地率に与える影響を踏ま

え，誘発上下動を考慮するモデルを用いている場合については，鉛直方向

の加速度応答時刻歴に，以下のとおり誘発上下動を考慮することとする。 

• V+Xv 

• V+Yv 

• V-Xv 

• V-Yv 

ここで， 

V：鉛直方向地震力に対する鉛直方向の加速度応答時刻歴 

Xv:X 方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

Yv:Y 方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

 

 

 

(2) (1)で求めた各質点の加速度応答時刻歴を入力として，減衰付1自由度

系の 大応答スペクトルを必要な減衰定数の値に対して求める。 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ－2－1－1 耐震設計の基本方針の概要」の

うち「4. 設計用地震力」に基づき，機器・配管系の動的解析に用い

る設計用床応答曲線＊1 の作成方針及びその方針に基づき作成した設

計用床応答曲線に関して説明するものである。 

また，当該申請の工事計画においては，耐震計算の適用に際して設

計用床応答曲線の震度以上になるように配慮した床応答曲線（以下

「設備評価用床応答曲線」という。）を用いることから，設備評価用

床応答曲線の作成方法及び各施設への適用方針を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１：1.項～3.項においては，床面の 大加速度も含めた総称として

説明する。 

 

2. 床応答スペクトルに係る基本方針及び作成方法 

2.1 基本方針 

(1) 添付書類「Ⅴ－2－1－6 地震応答解析の基本方針」のうち「2. 地

震応答解析の方針」に基づき策定した各原子炉施設の解析モデルに対

して，入力地震動を用いた時刻歴応答解析を行い，各質点位置におけ

る加速度応答時刻歴を求める。入力地震動は，添付書類「Ⅴ－2－1－

2 基準地震動Ss 及び弾性設計用地震動Sdの策定概要」に基づくもの

として，表2-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) (1)で求めた各質点の加速度応答時刻歴を入力として，減衰付１

自由度系の 大応答スペクトルを必要な減衰定数の値に対して求め

る。 

 

 

 

 

 

 

 発電炉の設備評価

用床応答曲線は，

規格基準以上の対

応として設定した

入力地震力であ

り，MOX 燃料加工

施設においては，

規格基準に準じて

設定した設計用床

応答曲線を用いて

いるため，記載の

差異はあるが，新

たな論点が生じる

ものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設

における入力地震

動又は入力地震力

は，規格上の接地

率未満の場合は誘

発上下動を考慮す

る必要があり，考

慮方法としては他

先行プラント（高

浜３号機，４号

機）と同様の方法

であることから，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない

（MOX 燃料加工施

設では，基準地震

動の 1.2 倍の地震

動を用いた解析に

おいて誘発上下動

を考慮することが

ある）。 

456



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(3／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

(3) (2)で求めた床応答スペクトルに対し，各MOX燃料加工施設の固有周期

のシフトを考慮し，周期方向に±10 ％の拡幅を行い，設計用床応答曲線

とする。 

 

 

 

 (3) (2)で求めた床応答スペクトルに対し，各原子炉施設の固有周期

のシフトを考慮し，周期方向に±10 ％の拡幅を行い，設計用床応答

曲線とする。 

(4) 工事計画に係る添付書類「Ⅴ－2 耐震性に関する説明書」におい

て，耐震計算に適用する設備評価用床応答曲線について，各施設に適

用する設計震度が設計用床応答曲線の震度以上となるように配慮し

た設備評価用床応答曲線を作成する。 

 

 

 

 

 

 発電炉の設備評価

用床応答曲線は，

規格基準以上の対

応として設定した

入力地震力であ

り，MOX 燃料加工

施設においては，

規格基準に準じて

設定した設計用床

応答曲線を用いて

いるため，記載の

差異はあるが，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(4／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

第 2.1-1 表 入力地震動 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(5／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 2.2 解析方法 

2.1(1)で述べた方針で動的解析を行い，各モデルの各質点における応答加

速度の時刻歴を求める。この応答加速度の時刻歴を入力波として応答スペ

クトルを作成する。すなわち，入力波の絶対加速度を𝑌 とおけば，質点系

の振動方程式は， 

Z 2･h･ω･Z ω ･Z ＝ Y ………………………(2.1) 

  ただし， 

ω ：質点系の固有円振動数 

Z  ：n質点上の質点の相対変位 

h ：減衰定数 

 

 地震の間の𝑌 𝑍 の 大値をω及びｈをパラメータとして求め，応答

スペクトルを作成する（第2.2-1図参照）。 

 

応答スペクトルの作成には，計算機プログラム（解析コード）である「応

答スペクトル」を用いる。解析コードの検証及び妥当性確認等の概要につ

いては，「Ⅲ－３ 計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 減衰定数 

応答スペクトルは，「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」の機

器・配管系の減衰定数を用いて作成する。 

 

2.4 数値計算用諸元 

(1)構造強度評価に用いる数値計算用諸元 

   固有周期作成幅 0.05～1.0 s 

固有周期計算間隔 

固有周期T(s) 固有周期の刻み(s) 

0.050≦T≦0.100 0.002 

0.100＜T≦0.200 0.005 

0.200＜T≦0.300 0.01 

0.300＜T≦0.400 0.02 

0.400＜T≦0.700 0.05 

0.700＜T≦1.000 0.1 

 

 

2.2 解析方法 

2.1(1)で述べた方針で動的解析を行い，各モデルの各質点における応

答加速度の時刻歴を求める。この応答加速度の時刻歴を入力波として

応答スペクトルを作成する。すなわち，入力波の絶対加速度を とお

けば，質点系の振動方程式は， 

 
 

地震の間の の 大値をω及びｈをパラメータとして求め，

応答スペクトルを作成する（図2-1 参照）。 

 

応答スペクトルの作成には，「ＶＩＡＮＡ」，「波形処理プログラム 

k-WAVE for Windows」及び「Ｓｅｉｓｍｉｃ Ａｎａｌｙｓｉｓ Ｓｙ

ｓｔｅｍ（ＳＡＳ）」を使用し，解析コードの検証及び妥当性確認等

の概要については，添付書類「Ⅴ－5－34 計算機プログラム（解析コ

ード）の概要・ＶＩＡＮＡ」，「Ⅴ－5－42 波形処理プログラムk-WAVE 

for Windows」及び「Ⅴ－5－62 計算機プログラム（解析コード）の

概要・Ｓｅｉｓｍｉｃ Ａｎａｌｙｓｉｓ Ｓｙｓｔｅｍ（ＳＡＳ）」

に示す。 

 

 

 

2.3 減衰定数 

応答スペクトルは，添付書類「Ⅴ－2－1－6 地震応答解析の基本

方針」の機器・配管系の減衰定数を用いて作成する。 

 

2.4 数値計算用諸元 

 

固有周期作成幅 0.05～1.0 s 

固有周期計算間隔 

0.05 ～ 0.1 s Δω＝4.0 rad/s 

0.1 ～ 0.2 s Δω＝1.5 rad/s 

0.2 ～ 0.39 s Δω＝1.0 rad/s 

0.39 ～ 0.6 s Δω＝0.3 rad/s 

0.6 ～ 1.0 s Δω＝0.5 rad/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 床応答スペクトル

の作成に使用する

計算機プログラム

の違いによる差異

であるため，新た

な論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設

の固有周期計算間

隔において，規格

基準に示されてい

る円振動数

(rad/s)と周期(s)

の 2 パターンのう

ち周期の計算間隔

を適用したことに

よる差異であるた

め，新たな論点が

生じるものではな

い。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(6／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

  
 

第 2.2-1 図 設計用床応答曲線の作成手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉の設備評価

用床応答曲線は，

規格基準以上の対

応として設定した

入力地震力であ

り，MOX 燃料加工

施設においては，

規格基準に準じて

設定した設計用床

応答曲線を用いて

いるため，記載の

差異はあるが，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(7／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 応答スペクトルの適用方法 

(1) 概 要 

機器・配管系の設計用地震力を動的解析によって求める場合は，それぞれ

の据付位置における応答スペクトルを使用して設計震度を定める。この場

合，以下のように応答スペクトルを修正して使用する。 

 

(2) 運用方法 

a. 応答スペクトルは，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによ

る地震応答解析から得られる応答波を用いて作成した応答スペクトルを

固有周期の多少のずれにより，応答に大幅な変化が生じないよう周期軸

方向に±10%の拡幅を行ったものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，評価対象設備に応じて振動方向に合わせ，水平方向(NS，EW)及

び鉛直方向(UD)の各方向の応答スペクトルを使用する。 

 

 

 

b. 建屋床より自立する機器・配管系については，設置階の応答スペクト

ルを用い，建屋壁より支持される機器・配管系及び建屋中間階に設置さ

れる機器・配管系については，上下階の応答スペクトルのうち安全側の

ものを用いるものとする。また，建屋上下階を貫通する配管系及び異な

る建物，構築物を渡る配管系については，それぞれの据付位置の応答ス

ペクトルのうち安全側のものを用いるものとする。ただし，応答スペク

トルの運用において合理性が示される場合には，その方法を採用でき

るものとする。 

 

 

 

2.5 応答スペクトル作成位置 

図3-1～図3-24 に示す解析モデルについて応答スペクトルを作

成する。 

 

 

 

 

 

 

2.6 応答スペクトルの適用方法 

(1) 概 要 

機器・配管系の設計用地震力を動的解析によって求める場合は，そ

れぞれの据付位置における応答スペクトルを使用して設計震度を定

める。この場合，以下のように応答スペクトルを修正して使用する。 

 

(2) 運用方法 

 

a. 応答スペクトルは，基準地震動Ss 又は弾性設計用地震動Sdによ

る地震応答解析から得られる応答波を用いて作成した応答スペク

トルを固有周期の多少のずれにより，応答に大幅な変化が生じない

よう周期軸方向に±10％の拡幅を行ったものとする。ただし，材料

物性のばらつき等を考慮した地震応答解析の応答波を用いて作成

する応答スペクトルについては，±10％の拡幅は考慮しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，評価対象設備に応じて振動方向に合わせ，水平方向（ＮＳ，

ＥＷ）及び鉛直方向（ＵＤ）の各方向の応答スペクトルを使用する。 

 

 

 

b. 建屋床より自立する機器・配管系については，設置階の応答スペ

クトルを用い，建屋壁より支持される機器・配管系及び建屋中間階

に設置される機器・配管系については，上下階の応答スペクトルの

うち安全側のものを用いるものとする。また，建屋上下階を貫通す

る配管系及び異なる建物，構築物等を渡る配管系については，それ

ぞれの据付位置の応答スペクトルのうち安全側のものを用いるも

のとする。ただし，応答スペクトルの運用において合理性が示され

る場合には，その方法を採用できるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉は，建物・

構築物における材

料物性のばらつき

を考慮した応答波

を包絡した設備評

価用床応答曲線を

設定しているが，

MOX 燃料加工施設

においては，設備

評価用床応答曲線

は設定していない

ため，記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 

 

（28/45）頁へ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(8／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 c.応答スペクトルを用いて動的解析を行う場合には，以下に示す方法に

よりモード合成を行うものとする。 

 

Ｔ
1

Ｔ
2

Ｔ
3

Ｔ
4

α
2

α1

α
3

α
4

 
 

Ｔi ：i 次の固有周期 
αi ：Ｔｉに対応する応答加速度 
φi m：i 次の m 質点の固有モード 
βi ：i 次の刺激係数 
Ａm：m 質点の応答加速度 

        


n
・α ・φ β＝Ａ

1i

2

im iim  

c. 応答スペクトルを用いて動的解析を行う場合には，以下に示す

方法によりモード合成を行うものとする。 

 

Ｔ
1

Ｔ
2

Ｔ
3

Ｔ
4

α
2

α1

α
3

α
4

 
 

Ｔi ：i 次の固有周期 
αi ：Ｔｉに対応する応答加速度 
φi m：i 次の m 質点の固有モード 
βi ：i 次の刺激係数 
Ａm：m 質点の応答加速度 

        


n
・α ・φ β＝Ａ

1i

2

im iim  

 

応
答

加
速

度
 

応
答

加
速

度
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(9／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 2.6 設計用床応答曲線の作成 

建物・構築物における設計用床応答曲線の作成方法は以下のとおりと

する。設計用床応答曲線を作成する建物・構築物を第2.6-１表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.6-1 表 設計用床応答曲線を作成する建物・構築物 

適用施設名称 

MOX 燃料加工建屋 

 

 

 

2.7 設計用床応答曲線の作成 

建物・構築物及び屋外重要土木構造物における設計用床応答曲線

の作成方法は以下のとおりとする。設計用床応答曲線の作成方法に

おける建物・構築物及び屋外重要土木構造物の分類を表2-2 に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 補足説明資料「地

震 00-02 本文，

添付，添付書類，

補足説明項目への

展開（地震）（MOX

燃料加工施設） 

別紙１基本設計方

針の許可整合性，

発電炉との比較」

に記載のとおり，

建物・構築物は，

建物，構築物及び

土木構造物の総称

としており，土木

構造物について

も，建物・構築物

の章内にて記載。 

 

 

 

 

 

 

 

・後次回で申請する

MOX 燃料加工施設

の設計用床応答曲

線を作成する建

物・構築物につい

ては，後次回申請

時に追加して示

す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(10／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 2.6.1 建物・構築物 

建物・構築物のコンクリート強度を設計基準強度，地盤の物性を標準

地盤とした解析ケース（以下「基本ケース」という。）の応答波を用いて

作成した応答スペクトルに対して，周期軸方向に±10％拡幅したものを

設計用応答曲線とする。 

 

 

2.7.1 建物・構築物 

建物・構築物のコンクリート強度を設計基準強度，地盤の物性を

標準地盤とした解析ケース（以下「基本ケース」という。）の応答

波を用いて作成した応答スペクトルに対して，周期軸方向に±10％

拡幅したものを設計用応答曲線とする。 

 

2.7.2 屋外重要土木構造物 

原地盤において非液状化の条件を仮定した解析ケース（以下「基

本ケース」という。）の応答波並びに敷地に存在しない豊浦標準砂

の液状化特性により強制的に液状化させることを仮定した解析ケ

ース及び地盤物性のばらつきを考慮して非液状化の条件を仮定し

た解析ケースの応答波を用いる。 

上記応答波を用いて作成した応答スペクトルに対して，基本ケー

スについては周期軸方向に±10％の拡幅を考慮したものに，震度軸

方向に対して余裕を確保したものを設計用床応答曲線とする。 

 

2.8 設備評価用床応答曲線の作成 

建物・構築物及び屋外重要土木構造物における設備評価用床応答

曲線の作成方法は以下のとおりとする。なお，設備評価用床応答曲

線の作成方法における建物・構築物及び屋外重要土木構造物の分類

は設計用床応答曲線（表2-2）と同じとする。 

 

2.8.1 建物・構築物 

建物・構築物の設備評価用床応答曲線の作成における配慮方法を

以下に示す。機器・配管系の構造強度評価及び機能維持評価の適用

に際しては，いずれかの方法により作成した設備評価用床応答曲線

を用いる。 

(1) 設計用床応答曲線の震度を一律に1.5 倍した床応答曲線 

設計用床応答曲線の震度を一律に1.5 倍した床応答曲線を設

備評価用床応答曲線とする。 

(2) 設計用床応答曲線及び材料物性のばらつき等を考慮した床応

答曲線を包絡した床応答曲線 

添付書類「Ⅴ－2－1－6 地震応答解析の基本方針」に基づき材

料物性のばらつき等を考慮した解析ケースの応答波により作成

した床応答曲線と設計用床応答曲線とを包絡させたものを設備

評価用床応答曲線とする。 

(3) (2)項の設備評価用床応答曲線を保守側に包絡できるように余

裕を確保した床応答曲線 

(2)項で設定した床応答曲線に対して保守側に包絡できるよ

うに余裕を確保したものを設備評価用床応答曲線とする。 

 

2.8.2 屋外重要土木構造物 

屋外重要土木構造物の設備評価用床応答曲線の作成における配

慮方法を以下に示す。機器・配管系の構造強度評価及び機能維持評

価の適用に際しては，いずれかの方法により作成した設備評価用床

応答曲線を用いる。 

(1) 応答スペクトルの震度に余裕を確保した床応答曲線 

2.7.2 項で作成した設計用床応答曲線を設備評価用床応答曲

線とする。 

(2) 設計用床応答曲線を保守側に包絡できるように余裕を確保し

た床応答曲線 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設

においては，屋外

重要土木構造物は

存在しないため、

記載しない。 

 

 

 

 

 
 発電炉の設備評価

用床応答曲線は，

規格基準以上の対

応として設定した

入力地震力であ

り，MOX 燃料加工

施設においては，

規格基準に準じて

設定した設計用床

応答曲線を用いて

いるため，記載の

差異はあるが，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(11／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
2.7.2 項で設定した設計用床応答曲線に対して保守側に包絡

できるように余裕を確保したものを設備評価用床応答曲線とす

る。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(12／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  3. 地震応答解析モデル 

(1) 原子炉建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3-1(1)に，鉛直方向の地

震応答解析モデル図を3-1(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとして，ＥＷ方

向及びＮＳ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，耐震壁の軸剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を評価し

た質点系モデルとする。 

(2) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3-2(1)及び図3-2(2)に，

鉛直方向の地震応答解析モデルを図3-2(3)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，ＮＳ方向

及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，耐震壁の軸剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を評価し

た質点系モデルとする。 

(3) 取水構造物 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-3(1)，図3-3(2)，図3-

3(3)及び図3-3(4)に，ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-

3(5)及び3-3(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力

～せん断ひずみ関係を考慮する。ＮＳ方向の地震応答解析モデ

ルにおける構造部材は非線形はり要素によりモデル化する。Ｅ

Ｗ方向の地震応答解析モデルにおける構造部材は非線形はり要

素及び平面要素によりモデル化する。 

(4) 屋外二重管 

地震応答解析モデルを図3-4(1)，図3-4(2)，図3-4(3)，図3-

4(4)，図3-4(5)及び図3-4(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力

～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素によ

りモデル化する。 

(5) 緊急時対策所建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3-5(1)に，鉛直方向の地

震応答解析モデルを図3-5(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，ＮＳ方向

及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，耐震壁及び柱の軸剛性を評価した質点系モデルとする。 

(6) 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-6(1)及び図3-6(2)に，Ｅ

Ｗ方向の地震応答解析モデルを図3-6(3)及び図3-6(4)に示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(13／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
   

 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデルを

用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモデ

ル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により

モデル化する。 

(7) 主排気筒 

水平方向の地震応答解析モデルを図3-7(1)に，鉛直方向の地

震応答解析モデル図3-7(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，0°方向

及び45°方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，軸剛性を評価した質点系モデルとする。 

(8) 非常用ガス処理系配管支持架構 

地震応答解析モデルを図3-8 に示す。 

水平方向，鉛直方向とも，地盤との相互作用を考慮し，鉄骨部

材の軸，曲げ及びせん断剛性を考慮した要素と，軸剛性のみを考

慮した要素による，剛基礎を有する3 次元フレームモデルとす

る。 

(9) 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

水平方向の地震応答解析モデルを図3-9(1)，図3-9(2)及び図

3-9(3)に，鉛直方向の地震応答解析モデルを図3-9(4)及び図3-

9(5)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとして，ＮＳ方

向及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。地盤は2 次元FEM 

モデルとする。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，耐震壁の軸剛性を評価した質点系モデルとする。地盤は2 次

元FEM モデルとする。 

(10) 格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート 

地震応答解析モデルを図3-10(1)及び図3-10(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力

～せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素及び

平面要素によりモデル化する。 

(11) 常設代替高圧電源装置置場 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-11(1)及び図3-11(2)

に，ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-11(3)及び図3-11(4)

に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力

～せん断ひずみ関係を考慮する。ＮＳ方向の地震応答解析モデ

ルにおける構造部材は線形はり要素によりモデル化する。ＥＷ

方向の地震応答解析モデルにおける構造部材は線形はり要素及

び平面要素によりモデル化する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(14／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
   

 

(12) 常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部）地震応

答解析モデルを図3-12(1)及び図3-12(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により

モデル化する。 

(13) 常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部）地震応答

解析モデルを図3-13(1)及び図3-13(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素及び平

面要素によりモデル化する。 

(14) 常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部） 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-14(1)及び図3-14(2)に，

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-14(3)及び図3-14(4)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

(15) 可搬型設備用軽油タンク基礎 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-15(1)及び図3-15(2)に，

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-15(3)及び3-15(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により

モデル化する。 

(16) 常設低圧代替注水系ポンプ室 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-16(1)及び図3-16(2)に，

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-16(3)及び図3-16(4)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデルを

用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモデ

ル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～せ

ん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛性

を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は構

造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬するた

め，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方地

盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な仮

想柔梁を配置する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(15／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
   

 

(17) 代替淡水貯槽 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-17(1)及び図3-17(2)に，

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-17(3)及び図3-17(4)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

(18) 常設低圧代替注水系配管カルバート 

地震応答解析モデルを図3-18(1)及び図3-18(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により

モデル化する。 

(19) ＳＡ用海水ピット 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-19(1)及び図3-19(2)に，

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-19(3)及び図3-19(4)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

(20) 緊急用海水ポンプピット 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-20(1)及び図3-20(2)に，

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-20(3)及び図3-20(4)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(16／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
   

 

(21) 防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁） 

地震応答解析モデルを図3-21(1)，図3-21(2)，図3-21(3)，図

3-21(4)，図3-21(5)及び図3-21(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により

モデル化する。 

(22) 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁） 

地震応答解析モデルを図3-22(1)，図3-22(2)，図3-22(3)，図

3-22(4)，図3-22(5)，図3-22(6)，図3-22(7)及び図3-22(8)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

(23) 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁(放水路エリア)） 

地震応答解析モデルを図3-23(1)，図3-22(2)，図3-22(3)及び

図3-22(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

(24) 炉心，原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び原子炉内部構造

物並びに原子炉格納容器及び原子炉本体の基礎水平方向の地震

応答解析モデルを図3-24(1)に，鉛直方向の地震応答解析モデル

図を3-24(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，原子炉建屋，原子炉格納容

器，原子炉遮蔽，原子炉本体の基礎，原子炉圧力容器，炉心シュ

ラウド，燃料集合体，制御棒案内管及び制御棒駆動機構ハウジン

グ等の各質点間を等価な曲げ，せん断剛性を有する無質量のはり

又は無質量のばねにより結合する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，原子炉建屋，原子炉格納容

器，原子炉遮蔽，原子炉本体の基礎，原子炉圧力容器，炉心シュ

ラウド，燃料集合体，制御棒案内管及び制御棒駆動機構ハウジン

グ等の各質点間を等価な軸剛性を有する無質量のばねにより結

合する。また，屋根トラスは，各質点間を等価な曲げ及びせん断

剛性を有する無質量のはりで結合し，支持端部の回転拘束と等価

な回転ばねで結合する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(17／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
   

 

(21) 防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁） 

地震応答解析モデルを図3-21(1)，図3-21(2)，図3-21(3)，図

3-21(4)，図3-21(5)及び図3-21(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により

モデル化する。 

(22) 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁） 

地震応答解析モデルを図3-22(1)，図3-22(2)，図3-22(3)，図

3-22(4)，図3-22(5)，図3-22(6)，図3-22(7)及び図3-22(8)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

(23) 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁(放水路エリア)） 

地震応答解析モデルを図3-23(1)，図3-22(2)，図3-22(3)及び

図3-22(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

(24) 炉心，原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び原子炉内部構造

物並びに原子炉格納容器及び原子炉本体の基礎水平方向の地震

応答解析モデルを図3-24(1)に，鉛直方向の地震応答解析モデル

図を3-24(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，原子炉建屋，原子炉格納容

器，原子炉遮蔽，原子炉本体の基礎，原子炉圧力容器，炉心シュ

ラウド，燃料集合体，制御棒案内管及び制御棒駆動機構ハウジン

グ等の各質点間を等価な曲げ，せん断剛性を有する無質量のはり

又は無質量のばねにより結合する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，原子炉建屋，原子炉格納容

器，原子炉遮蔽，原子炉本体の基礎，原子炉圧力容器，炉心シュ

ラウド，燃料集合体，制御棒案内管及び制御棒駆動機構ハウジン

グ等の各質点間を等価な軸剛性を有する無質量のばねにより結

合する。また，屋根トラスは，各質点間を等価な曲げ及びせん断

剛性を有する無質量のはりで結合し，支持端部の回転拘束と等価

な回転ばねで結合する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(18／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(19／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(20／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
   

 

4. 大加速度及び設計用床応答曲線 

本項では，施設ごとの各床面の静的震度，設計用 大加速度及び

設計用床応答曲線を示す。 

 

 

 

また，添付書類「Ⅴ-2 耐震性に関する説明書」において各施設

の耐震計算書の適用に際して，設計用 大加速度及び設計用床応答

曲線の震度以上となるように配慮した設備評価用 大加速度及び

設備評価用床応答曲線を示す。設備評価用 大加速度及び設備評価

用床応答曲線における配慮方法について2.8 項の記載項目を下記

(1)～（5）に示す。なお，以下記載は，床応答曲線は 大加速度を

含めた総称としている。 

ａ．建物・構築物の設備評価用床応答曲線への配慮事項 

(1) 設計用床応答曲線の震度を一律に1.5 倍した床応答曲線 

(2) 設計用床応答曲線及び材料物性のばらつき等を考慮した床応

答曲線を包絡した床応答曲線 

(3) (2)項の設備評価用床応答曲線を保守側に包絡できるように余

裕を確保した床応答曲線 

ｂ．屋外重要土木構造物の設備評価用床応答曲線への配慮事項 

(4) 応答スペクトルの震度に余裕を確保した床応答曲線 

(5) 設計用床応答曲線を保守側に包絡できるように余裕を確保し

た床応答曲線 

 

 

 

4.1 弾性設計用地震動Sd 

設計用 大加速度及び静的震度並びに設計用床応答曲線（Sd）

を示す。また設備評価用加速度及び設備評価用床応答曲線（Sd）

についても示す。 

(1) 床応答加速度一覧表 

建物・構築物の各床面の設計用 大加速度及び静的震度並び

に設備評価用 大加速度を表4.1-1～表4.1-10に示す。また，建

物・構築物と表番号との関連を表4.1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉の設備評価

用床応答曲線は，

規格基準以上の対

応として設定した

入力地震力であ

り，MOX 燃料加工

施設においては，

規格基準に準じて

設定した設計用床

応答曲線を用いて

いるため，記載の

差異はあるが，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(21／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(22／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
   

 

(2) 床応答曲線の図番 

作成床面及び減衰定数に応じた設計用床応答曲線及び設備評

価用床応答曲線の図番を表4.2-1～表4.2-10に示す。また，建物・

構築物等の表番号との関連を表4.2に示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(23／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
   

 

4.2 基準地震動Ss  

大加速度及び設計用床応答曲線（Ss ）を示す。また設備評

価用床応答曲線（Ss ）についても示す。 

(1) 床応答加速度一覧表 

建物・構築物の各床面の設計用 大加速度及び設備評価用

大加速度を表4.3-1～表4.3-23に示す。また，建物・構築物と表

番号との関連を表4.3に示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(24／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(25／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
   

 

(2) 床応答曲線の図番 

作成床面及び減衰定数に応じた設計用床応答曲線及び設備評

価用床応答曲線の図番を表4.4-1～表4.4-20に示す。また，建物・

構築物等の表番号との関連を表4.4に示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(26／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  4.3 余震荷重を算定するための地震動 

津波荷重と重畳させる余震荷重を算定するための地震動（Ｓ

d-Ⅾ１）における設計用 大加速度を示す。 

(1) 床応答加速度一覧表 

建物・構築物の各床面の設計用 大加速度を表4.5-1～表4.5-

7に示す。また，建物・構築物と表番号との関連を表4.5に示す。 

 

 MOX 燃料加工施設

においては，敷地

高さに津波が到達

しないことを事業

変更許可申請書に

おいて記載してい

るため記載の差異

により新たな論点

が生じるものでは

ない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(27／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(28／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 【Ⅲ－1－1－6別紙 1－1  燃料加工建屋の設計用床応答曲線】 

 

 

1.概要 

本資料は，燃料加工建屋の機器・配管系の耐震設計に用いる各床面の

静的震度， 大床応答加速度及び設計用床応答曲線について示したもの

である。 

 

2.応答スペクトル作成位置 

第 3.-1(1)図(1)～第 3.-1 図(2)に示す解析モデルについて応答スペ

クトルを作成する。 

 

 

 

 

 

3.地震応答解析モデル 

3.1 燃料加工建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを第3.-1図(1)に，鉛直方向の地震応

答解析モデルを第3.-1図(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮し，曲げ

及びせん断剛性を評価した質点系モデルとして，EW方向及びNS方向につ

いてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮し，耐震

壁の軸剛性を評価した質点系モデルとする。 

  

 

 

【記載箇所：4. 大加速度及び設計用床応答曲線に記載している内

容】 

本項では，施設ごとの各床面の静的震度，設計用 大加速度及び

設計用床応答曲線を示す。 

 

 

 

【記載位置：2.5 応答スペクトル作成位置に記載している内容】 

2.5 応答スペクトル作成位置 

図3-1～図3-24 に示す解析モデルについて応答スペクトルを作成す

る。 

 

 

 

【記載位置：3. 地震応答解析モデルに記載している内容】 

3. 地震応答解析モデル 

(1) 原子炉建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3-1(1)に，鉛直方向の地震

応答解析モデル図を3-1(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとして，ＥＷ方

向及びＮＳ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，耐震壁の軸剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を評価した

質点系モデルとする。 

(2) 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3-2(1)及び図3-2(2)に，鉛

直方向の地震応答解析モデルを図3-2(3)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，ＮＳ方向

及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，耐震壁の軸剛性及び屋根トラスの曲げせん断剛性を評価した

質点系モデルとする。 

(3) 取水構造物 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-3(1)，図3-3(2)，図3-

3(3)及び図3-3(4)に，ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-3(5)

及び3-3(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。ＮＳ方向の地震応答解析モデルに

おける構造部材は非線形はり要素によりモデル化する。ＥＷ方向

の地震応答解析モデルにおける構造部材は非線形はり要素及び

平面要素によりモデル化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 燃料加工建屋の地

震応答解析モデル

と類似する原子炉

建屋のみを対象と

した。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(29／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
   

(4) 屋外二重管 

地震応答解析モデルを図3-4(1)，図3-4(2)，図3-4(3)，図3-

4(4)，図3-4(5)及び図3-4(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により

モデル化する。 

(5) 緊急時対策所建屋 

水平方向の地震応答解析モデルを図3-5(1)に，鉛直方向の地震

応答解析モデルを図3-5(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，ＮＳ方向

及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，耐震壁及び柱の軸剛性を評価した質点系モデルとする。 

(6) 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-6(1)及び図3-6(2)に，Ｅ

Ｗ方向の地震応答解析モデルを図3-6(3)及び図3-6(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデルを

用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモデ

ル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～せ

ん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素によりモ

デル化する。 

(7) 主排気筒 

水平方向の地震応答解析モデルを図3-7(1)に，鉛直方向の地震

応答解析モデル図3-7(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとし，0°方向

及び45°方向についてそれぞれ設定する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，軸剛性を評価した質点系モデルとする。 

(8) 非常用ガス処理系配管支持架構 

地震応答解析モデルを図3-8 に示す。 

水平方向，鉛直方向とも，地盤との相互作用を考慮し，鉄骨部

材の軸，曲げ及びせん断剛性を考慮した要素と，軸剛性のみを考

慮した要素による，剛基礎を有する3 次元フレームモデルとす

る。 

(9) 格納容器圧力逃がし装置格納槽 

水平方向の地震応答解析モデルを図3-9(1)，図3-9(2)及び図3-

9(3)に，鉛直方向の地震応答解析モデルを図3-9(4)及び図3-9(5)

に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，曲げ及びせん断剛性を考慮した質点系モデルとして，ＮＳ方

向及びＥＷ方向についてそれぞれ設定する。地盤は2 次元FEM モ

デルとする。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，地盤との相互作用を考慮

し，耐震壁の軸剛性を評価した質点系モデルとする。地盤は2 次

元FEM モデルとする。 

 

 
（12～17/45）頁から 

483



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(30／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
   

 

(10) 格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート 

地震応答解析モデルを図3-10(1)及び図3-10(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素及び平

面要素によりモデル化する。 

 

(11) 常設代替高圧電源装置置場 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-11(1)及び図3-11(2)に，

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-11(3)及び図3-11(4)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。ＮＳ方向の地震応答解析モデルに

おける構造部材は線形はり要素によりモデル化する。ＥＷ方向の

地震応答解析モデルにおける構造部材は線形はり要素及び平面

要素によりモデル化する。 

 

(12) 常設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部）地震応

答解析モデルを図3-12(1)及び図3-12(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により

モデル化する。 

 

(13) 常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部）地震応答

解析モデルを図3-13(1)及び図3-13(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素及び平

面要素によりモデル化する。 

 

(14) 常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部） 

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-14(1)及び図3-14(2)に，

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-14(3)及び図3-14(4)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(31／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
   

 

(15) 可搬型設備用軽油タンク基礎 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-15(1)及び図3-15(2)に，

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-15(3)及び3-15(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により

モデル化する。 

 

(16) 常設低圧代替注水系ポンプ室 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-16(1)及び図3-16(2)に，

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-16(3)及び図3-16(4)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデルを

用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモデ

ル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～せ

ん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛性

を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は構

造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬するた

め，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方地

盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な仮

想柔梁を配置する。 

 

(17) 代替淡水貯槽 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-17(1)及び図3-17(2)に，

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-17(3)及び図3-17(4)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

 

(18) 常設低圧代替注水系配管カルバート 

地震応答解析モデルを図3-18(1)及び図3-18(2)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により

モデル化する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(32／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
   

 

(19) ＳＡ用海水ピット 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-19(1)及び図3-19(2)に，

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-19(3)及び図3-19(4)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

 

(20) 緊急用海水ポンプピット 

ＥＷ方向の地震応答解析モデルを図3-20(1)及び図3-20(2)に，

ＮＳ方向の地震応答解析モデルを図3-20(3)及び図3-20(4)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

(21) 防潮堤（鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁） 

地震応答解析モデルを図3-21(1)，図3-21(2)，図3-21(3)，図

3-21(4)，図3-21(5)及び図3-21(6)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，線形はり要素により

モデル化する。 

(22) 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁） 

地震応答解析モデルを図3-22(1)，図3-22(2)，図3-22(3)，図

3-22(4)，図3-22(5)，図3-22(6)，図3-22(7)及び図3-22(8)に示

す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

 

 

 （12～17/45）頁から 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(33／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
   

 

(23) 防潮堤（鉄筋コンクリート防潮壁(放水路エリア)） 

地震応答解析モデルを図3-23(1)，図3-22(2)，図3-22(3)及び

図3-22(4)に示す。 

地盤と構造物連成系の地震応答解析には，2 次元FEM モデル

を用いる。地盤は，マルチスプリング要素及び間隙水要素にてモ

デル化し，地震時の有効応力の変化に応じた非線形せん断応力～

せん断ひずみ関係を考慮する。構造部材は，構造部材と等価な剛

性を有する線形はり要素の構造梁によりモデル化する。構造梁は

構造物の中心に配置することから，側方地盤との離隔を模擬する

ため，十分に剛な仮想剛梁を水平方向に配置する。構造物と側方

地盤の接合面にはジョイント要素を設定するための十分に柔な

仮想柔梁を配置する。 

 

 

(24) 炉心，原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び原子炉内部構造

物並びに原子炉格納容器及び原子炉本体の基礎水平方向の地震

応答解析モデルを図3-24(1)に，鉛直方向の地震応答解析モデル

図を3-24(2)に示す。 

水平方向の地震応答解析モデルは，原子炉建屋，原子炉格納容

器，原子炉遮蔽，原子炉本体の基礎，原子炉圧力容器，炉心シュ

ラウド，燃料集合体，制御棒案内管及び制御棒駆動機構ハウジン

グ等の各質点間を等価な曲げ，せん断剛性を有する無質量のはり

又は無質量のばねにより結合する。 

鉛直方向の地震応答解析モデルは，原子炉建屋，原子炉格納容

器，原子炉遮蔽，原子炉本体の基礎，原子炉圧力容器，炉心シュ

ラウド，燃料集合体，制御棒案内管及び制御棒駆動機構ハウジン

グ等の各質点間を等価な軸剛性を有する無質量のばねにより結

合する。また，屋根トラスは，各質点間を等価な曲げ及びせん断

剛性を有する無質量のはりで結合し，支持端部の回転拘束と等価

な回転ばねで結合する。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(34／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
  

 

【Ⅲ－1－1－6別紙 1－1  燃料加工建屋の設計用床応答曲線】 

 
 

第3.-1図(1) 燃料加工建屋地震応答解析モデル（水平方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 施設の違いによる

記載の差異はある

が，記載内容につ

いては発電炉と同

様であるため，新

たな論点が生じる

ものではない。 

（18/45）頁から 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(35／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 

 

 

 

【Ⅲ－1－1－6別紙 1－1  燃料加工建屋の設計用床応答曲線】 

 

 
 

第3.-1図(2) 燃料加工建屋地震応答解析モデル（鉛直方向） 

 

 

 

 

 

 

 施設の違いによる

記載の差異はある

が，記載内容につ

いては発電炉と同

様であるため，新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(36／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 【Ⅲ－１－１－６別紙 1－1  燃料加工建屋の設計用床応答曲線】 

 

4.基準地震動Ｓｓの設計用床応答曲線 

基準地震動Ｓｓに基づく設計用床応答曲線の図番を第4.-1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.弾性設計用地震動Ｓｄの設計用床応答曲線 

弾性設計用地震動Ｓｄに基づく設計用床応答曲線の図番を第 5.-1 表

に示す。 

 

 

 

 

 

 

6. 大床応答加速度及び静的震度 

基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに基づく 大床応答加速

度及び静的震度を第 6.-1 表に示す。 

 

 

【記載箇所：4.1 弾性設計用地震動Sdに記載している内容】 

設計用 大加速度及び静的震度並びに設計用床応答曲線（Sd）

を示す。また設備評価用加速度及び設備評価用床応答曲線（Sd）

についても示す。 

(1) 床応答加速度一覧表 

建物・構築物の各床面の設計用 大加速度及び設備評価用

大加速度を表4.3-1～表4.3-23に示す。また，建物・構築物と表

番号との関連を表4.3に示す。 

 

 

 

(2) 床応答曲線の図番 

作成床面及び減衰定数に応じた設計用床応答曲線及び設備評

価用床応答曲線の図番を表4.4-1～表4.4-20に示す。また，建物・

構築物等の表番号との関連を表4.4に示す。 

 

 

 

【記載箇所：4.2 基準地震動Ssに記載している内容】 

大加速度及び設計用床応答曲線（Ss ）を示す。また設備評

価用床応答曲線（Ss ）についても示す。 

(1) 床応答加速度一覧表 

建物・構築物の各床面の設計用 大加速度及び静的震度並び

に設備評価用 大加速度を表4.1-1～表4.1-10に示す。また，建

物・構築物と表番号との関連を表4.1に示す。 

 

 

 

(2) 床応答曲線の図番 

作成床面及び減衰定数に応じた設計用床応答曲線及び設備評

価用床応答曲線の図番を表4.2-1～表4.2-10に示す。また，建物・

構築物等の表番号との関連を表4.2に示す。 

 

 

 

 

 発電炉との資料

構成の違いであ

り，記載内容につ

いては発電炉と

同様である。 

 

 

 

 

 

 

 発電炉の設備評

価用床応答曲線

は，規格基準以上

の対応として設

定した入力地震

力であり，MOX 燃

料加工施設にお

いては，規格基準

に準じて設定し

た設計用床応答

曲線を用いてい

るため，記載の差

異はあるが，新た

な論点が生じる

ものではない。 
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490



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(37／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
    

 発電炉との資料

構成の違いであ

り，発電炉の記載

内容は次項以降

の MOX 燃料加工

施設の記載内容

と同様である。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(38／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 【Ⅲ－1－1－6別紙 1－1  燃料加工建屋の設計用床応答曲線】 

 

第 4.-1 表 基準地震動Ｓｓに基づく設計用床応答曲線の図番 

 
(以降の記載は省略する。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(以降の発電炉における設計用床応答曲線一覧表の記載は省略する。) 

 

 

 施設の違いによ

る記載の差異は

あるが，記載内容

については発電

炉と同様である

ため，新たな論点

が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(39／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 【Ⅲ－1－1－6別紙 1-1  燃料加工建屋の設計用床応答曲線】 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(以降の発電炉における床応答曲線の記載は省略する。) 

 

 施設の違いによ

る記載の差異は

あるが，記載内容

については発電

炉と同様である

ため，新たな論点

が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(40／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
【Ⅲ－1－1－6別紙 1-1  燃料加工建屋の設計用床応答曲線】 

 

 

 施設の違いによ

る記載の差異は

あるが，記載内容

については発電

炉と同様である

ため，新たな論点

が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(41／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
   

 

  
(以降の発電炉における設計用 大加速度の記載は省略する。) 

 施設の違いによ

る記載の差異は

あるが，記載内容

については発電

炉と同様である

ため，新たな論点

が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(42／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 【Ⅲ－1－1－6別紙 1－1  燃料加工建屋の設計用床応答曲線】 

 

第 5.-1 表 弾性設計用地震動Ｓｄ設計用床応答曲線の図番 

 
(以降の記載は省略する。) 

 

 

  
 

(以降の発電炉における設計用床応答曲線一覧表の記載は省略する。) 

 

 

 

 

 施設の違いによ

る記載の差異は

あるが，記載内容

については発電

炉と同様である

ため，新たな論点

が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(43／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 【Ⅲ－1－1－6別紙 1－1  燃料加工建屋の設計用床応答曲線】 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
(以降の発電炉における床応答曲線の記載は省略する。) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施設の違いによ

る記載の差異は

あるが，記載内容

については発電

炉と同様である

ため，新たな論点

が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(44／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
【Ⅲ－1－1－6別紙 1－1  燃料加工建屋の設計用床応答曲線】 

 

 
 

 

 施設の違いによ

る記載の差異は

あるが，記載内容

については発電

炉と同様である

ため，新たな論点

が生じるもので

はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針】(45／45) 
別紙４－６ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－６ 添付書類Ⅴ－２－１－７ 
 【Ⅲ－1－1－6別紙 1－1  燃料加工建屋の設計用床応答曲線】 

 

第 6.-1 表 大応答加速度及び静的震度 

 

 

 

 

 

 

  
 (以降の発電炉における設計用 大加速度の記載は省略する。)  

 

 施設の違いによ

る記載の差異は

あるが，記載内容

については発電

炉と同様である

ため，新たな論点

が生じるもので

はない。 
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令和４年６月 10 日 Ｒ６ 

 

 

 

別紙４－７ 
 

 

 

水平 2 方向及び鉛直方向地震力の組

合せに関する影響評価方針 

 

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる

差異 
二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－７ 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(1／19) 

別紙４－７ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価方針 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる地

震動 

4. 各施設における水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに対する影

響評価方針 

4.1 建物・構築物 

4.2 機器・配管系 

 

Ⅴ-2-1-8 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評

価方針 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用い

る地震動 

4. 各施設における水平２方向及び方向地震力の組合せに対する影

響評価方針 

4.1 建物・構築物 

4.2 機器・配管系 

4.3 屋外重要土木構造物 

 

 

 

 

4.4 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• MOX 燃料加工施設

には屋外重要土木

構造物は存在しな

いため、記載しな

い 

 MOX 燃料加工施設

においては津波が

敷地高さに到達し

ないことを事業変

更許可申請書に記

載しており該当設

備はない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－７ 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(2／19) 

別紙４－７ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
4.設計用地震力 

4.1 地震力の算定方法 

4.1.2  動的地震力 

 

動的地震力は建物・構築物の 3次元応答性状及びそれによる

機器・配管系への影響を考慮し，水平 2方向及び鉛直方向につ

いて適切に組み合わせて算定する。水平 2方向及び鉛直方向地

震力の組合せによる影響確認に当たっては，水平１方向及び鉛

直方向地震力を組み合わせた既往の耐震計算への影響が考えら

れる施設，設備を抽出した上で，既往の方法を用いた耐震性に

及ぼす影響を評価する。その方針を「Ⅲ－１－１－７ 水平 2

方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示

す。 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち，「4.1 地震

力の算定方法 4.1.2 動的地震力」に基づき，水平 2方向及び鉛直方

向地震力の組合せに関する影響評価の方針について説明するものであ

る。なお，重大事故等対処施設の機器・配管系の設計方針について

は，当該施設の機器・配管系の申請時に示す。 

 

 

2. 基本方針  

施設の耐震設計では，設備の構造から地震力の方向に対して弱軸及び

強軸を明確にし，地震力に対して配慮した構造としている。 

 

 

基本設計方針に基づき，従来の設計手法における水平 1方向及び鉛直

方向地震力を組み合わせた耐震計算に対して，施設の構造特性から水平

2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の可能性がある施設を評

価対象施設として抽出し，当該施設が有する耐震性に及ぼす影響を評価

する。 

 

 

評価対象は「加工施設の技術基準に関する規則」の第六条及び第二十

七条に規定されている耐震重要施設及びその間接支持構造物，常設耐震

重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設並びにこれら

の施設への波及的影響防止のために耐震評価を実施する施設とする。耐

震Ｂクラスの施設については共振のおそれのある施設を評価対象とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」

のうち，「4.1 地震力の算定法(2)動的地震力」に基づき，水平２

方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価の方針につい

て説明するものである。 

 

 

 

2. 基本方針 

施設の耐震設計では，設備の構造から地震力の方向に対して弱

軸，強軸を明確にし，地震力に対して配慮した構造としている。 

 

 

今回，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる耐震設計

に係る技術基準が制定されたことから，従来の設計手法における

水平１方向及び鉛直方向地震力を組み合わせた耐震計算に対し

て，施設の構造特性から水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

による影響の可能性がある施設を評価対象施設として抽出し，施

設が有する耐震性に及ぼす影響を評価する。 

 

評価対象は「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則（平成25 年6 月28日原子力規制委員会規則第6 号）」

の第5 条及び第50 条に規定されている耐震重要施設及びその間

接支持構造物，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事故

緩和設備が設置される重大事故等対処施設，並びにこれらの施設

への波及的影響防止のために耐震評価を実施する施設とする。耐

震Ｂクラスの施設については，共振のおそれのあるものを評価対

象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事業変更許可申請

書に示す各設備の

安全機能に対する

耐震性確保は，

「加工施設の技術

基準に関する規

則」の第六条に規

定されている耐震

評価項目（構造強

度評価，機能維持

評価）を対象とし

て実施することで

確保出来るため，

評価項目全てに対

して水平 2方向を

考慮した場合の影

響確認を実施す

る。 

• MOX 燃料加工施設

には，常設重大事

故等緩和設備の分

類がないため記載

しない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－７ 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(3／19) 

別紙４－７ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 評価に当たっては，施設の構造特性から水平 2方向及び鉛直方向地

震力の組合せの影響を受ける部位を抽出し，その部位について水平 2

方向及び鉛直方向の荷重や応力を算出し，施設が有する耐震性への影

響を確認する。 

施設が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法を用い

た検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

 

3. 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用いる地

震動 

水平 2方向及び鉛直方向地震力による影響評価には，基準地震動Ｓ

ｓを用いる。基準地震動Ｓｓは，「Ⅲ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及

び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」による。 

 

ここで，水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

用いる基準地震動Ｓｓは，複数の基準地震動Ｓｓにおける地震動の特

性及び包絡関係を，施設の特性による影響も考慮した上で確認し，本

影響評価に用いる。 

 

評価に当たっては，施設の構造特性から水平２方向及び鉛直方

向地震力の組合せの影響を受ける部位を抽出し，その部位につい

て水平２方向及び鉛直方向の荷重や応力を算出し，施設が有する

耐震性への影響を確認する。 

施設が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法

を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

 

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に用い

る地震動 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価には，

基準地震動Ｓｓを用いる。基準地震動Ｓｓは，添付書類「Ⅴ-2-

1-2 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの策定概要」によ

る。 

ここで，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評

価に用いる基準地震動Ｓｓは，複数の基準地震動Ｓｓにおける地

震動の特性及び包絡関係を，施設の特性による影響も考慮した上

で確認し，本影響評価に用いる。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－７ 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(4／19) 

別紙４－７ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 4. 各施設における水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに対する影

響評価方針 

4.1 建物・構築物 

 

4.1.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法の考え

方 

従来の設計手法では，建物・構築物の地震応答解析において，各水

平方向及び鉛直方向の地震動を質点系モデルにそれぞれの方向ごとに

入力し解析を行っている。また，MOX 燃料加工施設における建物・構

築物は，全体形状及び平面レイアウトから，地震力を主に耐震壁で負

担する構造であり，剛性の高い設計としている。 

 

 

水平方向の地震力に対しては，せん断力について評価することを基

本とし，建物・構築物に作用するせん断力は，地震時に生じる力の流

れが明解になるように，直交する 2方向につり合いよく配置された鉄

筋コンクリート造耐震壁を主な耐震要素として構造計画を行う。地震

応答解析は，水平 2方向の耐震壁に対して，それぞれ剛性を評価し，

各水平方向に対して解析を実施している。従って，建物・構築物に対

し，水平 2方向の入力がある場合，各方向から作用するせん断力を負

担する部位が異なるため，水平 2方向の入力がある場合の評価は，水

平 1方向にのみ入力がある場合と同等な評価となる。 

 

鉛直方向の地震力に対しては，軸力について評価することを基本と

している。建物・構築物に作用する軸力は，鉄筋コンクリート造耐震

壁を主な耐震要素として構造計画を行う。 

入力方向ごとの耐震要素について，第 4.1-1 図に示す。 

また，「Ⅲ－２－１ 加工設備等に係る耐震性に関する計算書」及び

「Ⅲ－２－２－２ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設

の耐震性についての計算書」のうち建物・構築物の局部評価は，地震

応答解析により算出された応答を水平 1方向及び鉛直方向に組み合わ

せて行っている。 

 

 

また，建物・構築物のうち排気筒の地震応答解析において，各水平

方向及び鉛直方向の地震動をフレームモデルにそれぞれの方向ごとに

入力し解析を行っている。 

排気筒は地震入力方向に対し，負担する部位が重複し明確ではない

ため，地震応答解析は，3次元フレームモデルの各方向に地震動を入

力している。 

 

 

 

 

4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに対す

る影響評価方針 

4.1 建物・構築物 

 

4.1.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法の

考え方 

従来の設計手法では，建物・構築物の地震応答解析におい

て，各水平方向及び鉛直方向の地震動を質点系モデルにそれぞ

れの方向ごとに入力し解析を行っている。また，原子炉施設に

おける建物・構築物は，全体形状及び平面レイアウトから，地

震力を主に耐震壁で負担する構造であり，剛性の高い設計とし

ている。 

 

水平方向の地震力に対しては，せん断力について評価するこ

とを基本とし，建物・構築物に作用するせん断力は，地震時に

生じる力の流れが明解になるように，直交する２方向につり合

いよく配置された鉄筋コンクリート造耐震壁を主な耐震要素と

して構造計画を行う。地震応答解析は，水平２方向の耐震壁に

対して，それぞれ剛性を評価し，各水平方向に対して解析を実

施している。従って，建物・構築物に対し，水平２方向の入力

がある場合，各方向から作用するせん断力を負担する部位が異

なるため，水平２方向の入力がある場合の評価は，水平１方向

にのみ入力がある場合と同等な評価となる。 

鉛直方向の地震力に対しては，軸力について評価することを

基本としている。建物・構築物に作用する軸力は，鉄筋コンク

リート造耐震壁を主な耐震要素として構造計画を行う。 

入力方向ごとの耐震要素について，図4-1に示す。 

また，添付書類「Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する

施設の耐震性についての計算書」，添付書類「Ⅴ-2-3～Ⅴ-2-10 

の申請設備の耐震計算書」及び添付書類「Ⅴ-2-11波及的影響

を及ぼすおそれのある施設の耐震性についての計算書」のうち

建物・構築物の局部評価は，地震応答解析により算出された応

答を水平１方向及び鉛直方向に組み合わせて行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 排気筒について，

発電炉では該当が

無いため，他先行

プラント（女川二

号機）に合わせた

記載としており，

記載の差異により

新たな論点が生じ

るものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－７ 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(5／19) 

別紙４－７ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 

 
第 4.1-1 図 入力方向ごとの耐震要素 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－７ 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(6／19) 

別紙４－７ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 4.1.2  水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

建物・構築物において，水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せを

考慮した場合に影響を受ける可能性がある部位の評価を行う。 

 

 

評価対象は，耐震重要施設及びその間接支持構造物，常設耐震重要

重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設並びにこれらの

施設への波及的影響防止のために耐震評価を実施する施設の部位とす

る。 

 

対象とする部位について，水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せ

による影響が想定される応答特性から水平 2方向及び鉛直方向地震力

の組合せによる影響を受ける可能性がある部位を抽出する。 

 

 

応答特性から抽出された水平 2方向及び鉛直方向地震力による影響

を受ける可能性がある部位は，従来の評価結果の荷重又は応力の算出

結果等を水平 2方向及び鉛直方向に組み合わせ，各部位に発生する荷

重や応力を算出し，各部位が有する耐震性への影響を確認する。各部

位が有する耐震性への影響が確認された場合，詳細な手法を用いた検

討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

 

4.1.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

建物・構築物において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せを考慮した場合に影響を受ける可能性がある部位の評価を

行う。 

 

評価対象は，耐震重要施設及びその間接支持構造物，常設耐

震重要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置され

る重大事故等対処施設並びにこれらの施設への波及的影響防止

のために耐震評価を実施する施設の部位とする。 

 

対象とする部位について，水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる影響が想定される応答特性から水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せによる影響を受ける可能性がある部位を

抽出する。 

 

応答特性から抽出された水平２方向及び鉛直方向地震力によ

る影響を受ける可能性がある部位は，従来の評価結果の荷重又

は応力の算出結果等を水平２方向及び鉛直方向に組み合わせ，

各部位に発生する荷重や応力を算出し，各部位が有する耐震性

への影響を確認する。各部位が有する耐震性への影響が確認さ

れた場合，詳細な手法を用いた検討等，新たに設計上の対応策

を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設

には，常設重大事

故等緩和設備の分

類がないため記載

しない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－７ 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(7／19) 

別紙４－７ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 4.1.3 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

建物・構築物において，従来の設計手法における水平 1方向及び鉛

直方向地震力の組み合わせに対して，水平 2方向及び鉛直方向地震力

の組合せによる影響の可能性がある耐震評価上の構成部位について，

応答特性から抽出し，影響を評価する。影響評価のフローを第 4.1-2

図に示す。 

(1) 影響評価部位の抽出 

a. 耐震評価上の構成部位の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位を整理し，各建屋に

おいて，該当する耐震評価上の構成部位を網羅的に確認する。 

 

b. 応答特性の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位について，水平 2方

向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定される応答特性を整理

する。 

なお，隣接する上位クラス建物・構築物への波及的影響防止のた

めの建物・構築物の評価は，上位クラスの建物・構築物との相対変

位による衝突の有無の判断が基本となる。そのため，せん断及び曲

げ変形評価を行うこととなり，壁式構造では耐震壁（ラーメン構造

では柱，梁）を主たる評価対象部位とし，その他の構成部位につい

ては抽出対象に該当しない。 

c. 荷重の組合せによる応答特性が想定される部位の抽出 

整理した耐震評価上の構成部位について，水平 2方向及び鉛直方

向地震力の組合せによる影響が想定される応答特性のうち，荷重の

組合せによる応答特性を検討する。水平 2方向及び鉛直方向地震力

に対し，荷重の組合せによる応答特性により，有する耐震性への影

響が想定される部位を抽出する。 

d. 3 次元的な応答特性が想定される部位の抽出 

荷重の組合せによる応答特性が想定される部位として抽出されな

かった部位のうち，3次元的な応答特性が想定される部位を検討す

る。水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに対し，3次元的な応

答特性により，有する耐震性への影響が想定される部位を抽出す

る。 

e. 3 次元 FEM モデルによる精査 

3 次元的な応答特性が想定される部位として抽出された部位につ

いて，3次元 FEM モデルを用いた精査を実施し，水平 2方向及び鉛

直方向地震力の組合せにより，有する耐震性への影響が想定される

部位を抽出する。 

また，3次元的な応答特性が想定される部位として抽出されなか

った部位についても，局所応答の観点から，3次元 FEM モデルによ

る精査を実施し，水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せにより，

有する耐震性への影響が想定される部位を抽出する。 

 

局所応答に対する 3次元 FEM モデルによる精査は，施設の重要

性，建屋規模及び構造特性を考慮し，燃料加工建屋について，地震

応答解析を行う。 

 

4.1.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

建物・構築物において，従来の設計手法における水平１方向

及び鉛直方向地震力の組み合わせに対して，水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せによる影響の可能性がある耐震評価上の

構成部位について，応答特性から抽出し，影響を評価する。影

響評価のフローを図4-2に示す。 

(1) 影響評価部位の抽出 

① 耐震評価上の構成部位の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位を整理し，各

建屋において，該当する耐震評価上の構成部位を網羅的に確

認する。 

② 応答特性の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位について，水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定される応

答特性を整理する。 

なお，隣接する上位クラス建物・構築物への波及的影響防

止のための建物・構築物の評価は，上位クラスの建物・構築

物との相対変位による衝突可否判断が基本となる。そのた

め，せん断及び曲げ変形評価を行うこととなり，壁式構造で

は耐震壁（ラーメン構造では柱，梁）を主たる評価対象部位

とし，その他の構成部位については抽出対象に該当しない。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される部位の抽出 

整理した耐震評価上の構成部位について，水平２方向及び

鉛直方向地震力の組合せによる影響が想定される応答特性の

うち，荷重の組合せによる応答特性を検討する。水平２方向

及び鉛直方向地震力に対し，荷重の組合せによる応答特性に

より，有する耐震性への影響が想定される部位を抽出する。 

④ ３次元的な応答特性が想定される部位の抽出 

荷重の組合せによる応答特性が想定される部位として抽出

されなかった部位のうち，３次元的な応答特性が想定される

部位を検討する。水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

対し，３次元的な応答特性により，有する耐震性への影響が

想定される部位を抽出する。 

⑤ ３次元FEM モデルによる精査 

３次元的な応答特性が想定される部位として抽出された部

位について，３次元FEM モデルを用いた精査を実施し，水平

２方向及び鉛直方向地震力の組合せにより，有する耐震性へ

の影響が想定される部位を抽出する。 

また，３次元的な応答特性が想定される部位として抽出さ

れなかった部位についても，局所応答の観点から，３次元

FEM モデルによる精査を実施し，水平２方向及び鉛直方向地

震力の組合せにより，有する耐震性への影響が想定される部

位を抽出する。 

局所応答に対する３次元FEM モデルによる精査は，施設の

重要性，建屋規模及び構造特性を考慮し，原子炉建屋につい

て，地震応答解析を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・衝突の有無を判断

する旨を明確化し

たものであり，記

載の差異により新

たな論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－７ 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(8／19) 

別紙４－７ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 (2) 影響評価手法 

a. 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価 

水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価において，

水平 1方向及び鉛直方向地震力の組合せによる局部評価の荷重又は応

力の算出結果を組み合わせることにより評価を行う場合は，米国

REGULATORY GUIDE 1.92＊の「2. Combining Effects Caused by Three 

Spatial Components of an Earthquake」を参考として，組合せ係数

法(1.0:0.4:0.4)に基づいて地震力を設定する。 

 

 

評価対象として抽出した耐震評価上の構成部位について，構造部材

の発生応力等を適切に組み合わせることで，各部位の設計上の許容値

に対する評価を実施し，各部位が有する耐震性への影響を評価する。 

 

 

b. 機器・配管系への影響検討 

(1)c.及び(1)e.で，施設が有する耐震性への影響が想定され，評価

対象として抽出された部位が，耐震重要施設又は重大事故等対処施設

の間接支持機能を有する場合には，機器・配管系に対し，水平 2方向

及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影響を確認する。 

 

 

水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への影響が確

認された場合，機器・配管系の影響評価に反映する。 

 

 

なお，(1)e.の精査にて，建物・構築物の影響の観点から抽出され

なかった部位であっても，3次元 FEM モデルによる地震応答解析結果

から，機器・配管系への影響の可能性が想定される部位について検討

対象として抽出する。 

 

注記 ＊：REGULATORY GUIDE (RG) 1.92 “COMBINING MODAL RESPONSES 

AND SPATIAL COMPONENTS IN SEISMIC RESPONSE ANALYSIS” 

 

(2) 影響評価手法 

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

おいて，水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せによる局部

評価の荷重又は応力の算出結果を組み合わせることにより評

価を行う場合は，米国Regulatory Guide 1.92(注)の「2. 

Combining Effects Caused by Three Spatial Components 

of an Earthquake」を参考として，組合せ係数法(1.0：

0.4：0.4)に基づいて地震力を設定する。 

 

評価対象として抽出した耐震評価上の構成部位について，

構造部材の発生応力等を適切に組み合わせることで，各部位

の設計上の許容値に対する評価を実施し，各部位が有する耐

震性への影響を評価する。 

 

⑦ 機器・配管系への影響検討 

③及び⑤で，施設が有する耐震性への影響が想定され，評

価対象として抽出された部位が，耐震重要施設，常設耐震重

要重大事故防止設備又は常設重大事故緩和の間接支持機能を

有する場合には，機器・配管系に対し，水平２方向及び鉛直

方向地震力の組合せによる応答値への影響を確認する。 

 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への

影響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映す

る。 

 

なお，⑤の精査にて，建物・構築物の影響の観点から抽出

されなかった部位であっても，３次元FEM モデルによる地震

応答解析結果から，機器・配管系への影響の可能性が想定さ

れる部位について検討対象として抽出する。 

 

(注) Regulatory Guide (RG) 1.92 “Combining modal 

responses and Spatial components in seismic response 

analysis” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設

には，常設重大事

故等緩和設備の分

類がないため記載

しない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－７ 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(9／19) 

別紙４－７ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
  

 
第 4.1-2 図 建物・構築物の水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに

よる影響評価フロー 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－７ 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(10／19) 

別紙４－７ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 4.2 機器・配管系 

4.2.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法の考え

方 

 

機器・配管系における従来の水平方向及び鉛直方向地震力の組合せ

による設計手法では，建物・構築物の振動特性を考慮し，変形するモ

ードが支配的となり応答が大きくなる方向(応答軸方向)に基準地震動

Ｓｓを入力して得られる各方向の地震力(床応答)を用いている。 

 

応答軸(強軸・弱軸)が明確となっている設備の耐震評価において

は，水平各方向の地震力を包絡し，変形モードが支配的となる応答軸

方向に入力するなど，従来評価において保守的な取り扱いを基本とし

ている。 

一方，応答軸が明確となっていない設備で 3次元的な広がりを持つ

設備の耐震評価においては，基本的に 3次元のモデル化を行ってお

り，建物・構築物の応答軸方向の地震力をそれぞれ入力し，この入力

により算定される荷重や応力のうち大きい方を用いて評価を実施して

いる。 

さらに，応答軸以外の振動モードが生じ難い構造の採用，応答軸以

外の振動モードが生じ難いサポート設計の採用といった構造上の配慮

等，水平方向の入力に対して配慮した設計としている。 

 

 

4.2.2 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

 

機器・配管系において，水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せを

考慮した場合に，影響を受ける可能性がある設備(部位)の評価を行

う。 

評価対象は，耐震重要施設の機器・配管系及びこれらの施設への波

及的影響防止のために耐震評価を実施する設備とする。 

 

 

 

対象とする設備を機種ごとに分類し，それぞれの構造上の特徴によ

り荷重の伝達方向，その荷重を受ける構造部材の配置及び構成等によ

り水平 2方向の地震力による影響を受ける可能性がある設備(部位)を

抽出する。 

構造上の特徴により影響の可能性がある設備(部位)は，水平 2方向

及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の検討を実施する。水平各方

向の地震力が 1:1 で入力された場合の発生値を従来の評価結果の荷

重，算出応力等を水平 2方向及び鉛直方向に整理して組み合わせる又

は新たな解析等により高度化した手法を用いる等により，水平 2方向

の地震力による設備(部位)に発生する荷重や応力を算出する。 

 

これらの検討により，水平 2方向及び鉛直方向地震力を組み合わせ

た荷重や応力の結果が従来の発生値と同等である場合は影響のない設

備とし，評価対象には抽出せず，従来の発生値を超えて耐震性への影

響が懸念される場合は，設備が有する耐震性への影響を確認する。 

 

設備が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法を用

いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

4.2 機器・配管系 

4.2.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計の考え

方 

 

機器・配管系における従来の水平方向及び鉛直方向地震力の組

合せによる設計手法では，建物・構築物の振動特性を考慮し，変

形するモードが支配的となり応答が大きくなる方向（応答軸方

向）に基準地震動Ｓｓを入力して得られる各方向の地震力（床応

答）を用いている。 

応答軸（強軸・弱軸）が明確となっている設備の耐震評価にお

いては，水平各方向の地震力を包絡し，変形モードが支配的とな

る応答軸方向に入力するなど，従来評価において保守的な取り扱

いを基本としている。 

一方，応答軸が明確となっていない設備で３次元的な広がりを

持つ設備の耐震評価においては，基本的に３次元のモデル化を行

っており，建物・構築物の応答軸方向の地震力をそれぞれ入力

し，この入力により算定される荷重や応力のうち大きい方を用い

て評価を実施している。 

さらに，応答軸以外の振動モードが生じ難い構造の採用，応答

軸以外の振動モードが生じ難いサポート設計の採用といった構造

上の配慮など，水平方向の入力に対して配慮した設計としてい

る。 

 

4.2.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

 

機器・配管系において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合

せを考慮した場合に，影響を受ける可能性がある設備（部位）の

評価を行う。 

評価対象は，耐震重要施設，常設耐震重要重大事故防止設備又

は常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機

器・配管系及びこれらの施設への波及的影響防止のために耐震評

価を実施する設備とする。 

 

対象とする設備を機種ごとに分類し，それぞれの構造上の特徴

により荷重の伝達方向，その荷重を受ける構造部材の配置及び構

成等により水平２方向の地震力による影響を受ける可能性がある

設備（部位）を抽出する。 

構造上の特徴により影響の可能性がある設備（部位）は，水平

２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の検討を実施す

る。水平各方向の地震力が１：１で入力された場合の発生値を従

来の評価結果の荷重又は算出応力等を水平２方向及び鉛直方向に

整理して組み合わせる又は新たな解析等により高度化した手法を

用いる等により，水平２方向の地震力による設備（部位）に発生

する荷重や応力を算出する。 

これらの検討により，水平２方向及び鉛直方向地震力を組み合

わせた荷重や応力の結果が従来の発生値と同等である場合は影響

のない設備とし，評価対象には抽出せず，従来の発生値を超えて

耐震性への影響が懸念される場合は，設備が有する耐震性への影

響を確認する。 

設備が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な手法

を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 重大事故等対処施

設の機器・配管系

の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 

 

510



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－７ 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(11／19) 

別紙４－７ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 4.2.3 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

機器・配管系において，水平1方向及び鉛直方向地震力を組み合わせ

た従来の耐震計算に対して，水平2方向及び鉛直方向地震力の組合せの

影響の可能性がある設備を構造及び発生値の増分の観点から抽出し，

影響を評価する。影響評価は従来設計で用いている質点系モデルによ

る評価結果を用いて行うことを基本とする。影響評価のフローを第

4.2-1図に示す。 

なお，水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響を検討する際

は，地震時に水平 2方向及び鉛直方向それぞれの 大応答が同時に発

生する可能性は極めて低いとした考え方である Square-Root-of-the-

Sum-of-the-Squares 法(以下「非同時性を考慮した SRSS 法」とい

う。)又は組合せ係数法(1.0：0.4：0.4)を適用する。この組合せ方法

については，現状の耐震評価が基本的におおむね弾性範囲で留まる体

系であることに加え，国内と海外の機器の耐震解析は，基本的に線形

モデルで実施している等類似であり，水平 2方向及び鉛直方向の位相

差は機器の応答にも現れることから，米国 REGULATORY GUIDE l.92 の

「2.Combining Effects Caused by Three Spatial Components of an 

Earthquake」を参考としているものである。 

 

 

(1) 影響評価対象となる設備の整理 

耐震重要施設の機器・配管系及びこれらの施設への波及的影響防

止のために耐震評価を実施する設備を評価対象とし，機種ごとに分

類し整理する。 

また，建物・構築物の検討により，機器・配管系への影響の可能

性がある部位が抽出された場合は，耐震性への影響が懸念される設

備を抽出し，影響評価を行う。(第 4.2-1 図①) 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

機器・配管系において，水平1方向及び鉛直方向地震力を組み

合わせた従来の耐震計算に対して，水平2方向及び鉛直方向地震

力の組合せの影響の可能性がある設備を構造及び発生値の増分の

観点から抽出し，影響を評価する。影響評価は従来設計で用いて

いる質点系モデルによる評価結果を用いて行うことを基本とす

る。影響評価のフローを図4-3に示す。 

なお，水平2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響を検討す

る際は，地震時に水平2方向及び鉛直方向それぞれの 大応答が

同時に発生する可能性は極めて低いとした考え方であるSquare－

Root－of－the－Sum－of－the－Squares 法（以下「 大応答の

非同時性を考慮したSRSS 法」という。）又は組合せ係数法

（1.0：0.4：0.4）を適用する。この組合せ方法については，現

状の耐震評価が基本的に概ね弾性範囲でとどまる体系であること

に加え，国内と海外の機器の耐震解析は，基本的に線形モデルで

実施している等類似であり，水平2 方向及び鉛直方向の位相差は

機器の応答にも現れることから，米国Regulatory Guide 1.92 の

「2．Combining Effects Caused by Three Spatial Components 

of an Earthquake」を参考としているものである。 

 

① 評価対象となる設備の整理 

耐震重要施設，常設耐震重要重大事故防止設備又は常設重大事

故緩和設備が設置される重大事故等対処施設の機器・配管系並び

にこれらの施設への波及的影響防止のために耐震評価を実施する

設備を評価対象とし，機種ごとに分類し整理する。（図4-3①） 

 

 

 

【記載箇所：4.2.3③ 発生値の増分による抽出に記載している内

容】 

また，建物・構築物及び屋外重要土木構造物の検討により，機

器・配管系への影響の可能性がある部位が抽出された場合は，機

器・配管系への影響を評価し，耐震性への影響が懸念される設備

を抽出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 重大事故等対処施

設の機器・配管系

の内容について

は，後次回で比較

結果を示す。 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設

には，屋外重要土

木構造物がないた

め記載しない。 

 

(12/19)頁から 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－７ 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(12／19) 

別紙４－７ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 構造上の特徴による抽出 

機種ごとに構造上の特徴から水平2方向の地震力が重複する観点，

又は応答軸方向以外の振動モード(ねじれ振動等)が生じる観点にて

検討を行い，水平2方向の地震力による影響の可能性がある設備を抽

出する(第4.2-1図②)。 

 

(3) 発生値の増分による抽出 

水平2方向の地震力による影響の可能性がある設備に対して，水平

2方向の地震力が各方向１:１で入力された場合に各部にかかる荷重

や応力を求め，従来の水平1 方向及び鉛直方向地震力の組合せによ

る設計に対して，水平2方向及び鉛直方向地震力を考慮した発生値の

増分を用いて影響を検討し，耐震性への影響が懸念される設備を抽

出する (第4.2-1図③)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

影響の検討は，機種ごとの分類に対して地震力の寄与度に配慮し

耐震裕度が小さい設備(部位)を対象とする。 

 

(4) 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価 

(3)の検討において算出された荷重や応力を用いて，設備が有する

耐震性への影響を確認する(第4.2-1図④)。 

 

 

 

② 構造上の特徴による抽出 

機種ごとに構造上の特徴から水平２方向の地震力が重複する観

点，若しくは応答軸方向以外の振動モード（ねじれ振動等）が生

じる観点にて検討を行い，水平２方向の地震力による影響の可能

性がある設備を抽出する。（図4-3②） 

 

③ 発生値の増分による抽出 

水平２方向の地震力による影響の可能性がある設備に対して，

水平２方向の地震力が各方向１：１で入力された場合に各部にか

かる荷重や応力を求め，従来の水平１方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる設計に対して，水平２方向及び鉛直方向地震力を考

慮した発生値の増分を用いて影響を検討し，耐震性への影響が懸

念される設備を抽出する。 

 

 

また，建物・構築物及び屋外重要土木構造物の検討により，機

器・配管系への影響の可能性がある部位が抽出された場合は，機

器・配管系への影響を評価し，耐震性への影響が懸念される設備

を抽出する。 

 

 

影響の検討は，機種ごとの分類に対して地震力の寄与度に配慮

し耐震裕度が小さい設備（部位）を対象とする。（図4-3③） 

 

④ 水平２方向及び鉛直方向地震力の影響評価 

③の検討において算出された荷重や応力を用いて，設備が有す

る耐震性への影響を確認する。（図4-3④） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11/19)頁へ 

512



発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－７ 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(13／19) 

別紙４－７ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
 

 
第 4.2-1 図 機器・配管系の水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せを

考慮した影響評価フロー 

 

 

 

 

• 記載の適正化とし

て，建物，構築物

及び土木構造物か

らの影響に対し，

機器・配管系が検

討する内容と機

器・配管系の構造

上の特徴による検

討内容を明確に

し，全体像が分か

るような記載とし

たものであり，記

載の差異により新

たに論点が生じる

ものではない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－７ 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(14／19) 

別紙４－７ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
   

4.3 屋外重要土木構造物 

4.3.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計手法の

考え方 

従来の設計の考え方について，取水構造物を例に表4-1 に示

す。 

 

一般的な地上構造物では，躯体の慣性力が主たる荷重であるの

に対し，屋外重要土木構造物は，おおむね地中に埋設されている

ため，動土圧や動水圧等の外力が主たる荷重となる。また，屋外

重要土木構造物は，比較的単純な構造部材の配置で構成され，ほ

ぼ同一の断面が奥行き方向に連続する構造的特徴を有することか

ら，３次元的な応答の影響は小さいため，２次元断面での耐震評

価を行っている。 

 

屋外重要土木構造物は，主に海水の通水機能や配管等の間接支

持機能を維持するため，通水方向や管軸方向に対して空間を保持

できるように構造部材が配置されることから，構造上の特徴とし

て，明確な弱軸，強軸を有する。 

強軸方向の地震時挙動は，弱軸方向に対して顕著な影響を及ぼ

さないことから，従来設計手法では，弱軸方向を評価対象断面と

して，耐震設計上求められる水平１方向及び鉛直方向の地震力に

よる耐震評価を実施している。 

 

図4-4 に示す通り，従来設計手法では，屋外重要土木構造物の

構造上の特徴から，弱軸方向の地震荷重に対して保守的に加振方

向に平行な壁部材を見込まず，垂直に配置された構造部材のみで

受けもつよう設計している。 

また，添付書類「Ⅴ-2-2 耐震設計上重要な設備を設置する施

設の耐震性についての計算書」及び添付書類「Ⅴ-2-3～Ⅴ-2-10 

の申請設備の耐震計算書」及び添付書類「Ⅴ-2-11 波及的影響を

及ぼすおそれのある施設の耐震性についての計算書」における屋

外重要土木構造物の耐震評価では，弱軸方向を評価対象断面と

し，水平１方向及び鉛直方向の地震力を同時に作用させて評価を

行っている。 

 

 

• MOX 燃料加工施設

では屋外重要土木

構造物がないため

記載しない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－７ 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(15／19) 

別紙４－７ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
   

 

 

 

 

• MOX 燃料加工施設

では屋外重要土木

構造物がないため

記載しない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－７ 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(16／19) 

別紙４－７ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
  

 

 

4.3.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方針 

 

屋外重要土木構造物において，水平２方向及び鉛直方向地震力

を考慮した場合に影響を受ける可能性がある構造物の評価を行

う。 

評価対象は，屋外重要土木構造物等である，取水構造物及び屋

外二重管，常設代替高圧電源装置置場，常設代替高圧電源装置用

カルバート，代替淡水貯槽，常設低圧代替注水系ポンプ室，常設

低圧代替注水系配管カルバート，ＳＡ用海水ピット取水塔，海水

引込み管，ＳＡ用海水ピット，緊急用海水取水管，緊急用海水ポ

ンプピット，格納容器圧力逃がし装置用配管カルバート，緊急時

対策所用発電機燃料油貯蔵タンク基礎及び可搬型設備用軽油タン

ク基礎並びに波及影響防止のために耐震評価する土木構造物とす

る。また，津波防護施設である防潮堤，構内排水路逆流防止設

備，貯留堰も本評価では屋外重要土木構造物として扱うことと

し，評価対象に含める（「4.4 津波防護施設，浸水防止設備及び

津波監視設備」参照）。 

 

屋外重要土木構造物を構造形式ごとに分類し，構造形式ごとに

作用すると考えられる荷重を整理し，荷重が作用する構造部材の

配置等から水平２方向及び鉛直方向地震力による影響を受ける可

能性のある構造物を抽出する。 

 

抽出された構造物については，従来設計手法での評価対象断面

（弱軸方向）の地震応答解析に基づく構造部材の照査において，

評価対象断面（弱軸方向）に直交する断面（強軸方向）の地震応

答解析に基づく構造部材の発生応力等を適切に組み合わせること

で，水平２方向及び鉛直方向地震力による構造部材の発生応力を

算出し，構造物が有する耐震性への影響を確認する。 

 

 

 

構造物が有する耐震性への影響が確認された場合は詳細な手法

を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講じる。 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設

には，屋外重要土

木構造物は無いた

め記載しない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－７ 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(17／19) 

別紙４－７ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
   

4.3.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

屋外重要土木構造物において，水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せの影響を受ける可能性があり，水平１方向及び鉛直方向

の従来評価に加え，更なる設計上の配慮が必要な構造物につい

て，構造形式及び作用荷重の観点から影響評価の対象とする構造

物を抽出し，構造物が有する耐震性への影響を評価する。影響評

価のフローを図4-5 に示す。 

(1) 影響評価対象構造物の抽出 

① 構造形式の分類 

評価対象構造物について，各構造物の構造上の特徴や従来

設計手法の考え方を踏まえ，構造形式ごとに大別する。 

② 従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重

の整理 

従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重

を抽出する。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される構造物形式の抽

出 

②で整理した荷重に対して，構造形式ごとにどのように作

用するかを整理し，耐震性に与える影響程度を検討した上

で，水平２方向及び鉛直方向地震力の影響が想定される構造

形式を抽出する。 

④ 従来設計手法における評価対象断面以外の３次元的な応答

特性が想定される箇所の抽出 

③で抽出されなかった構造形式について，従来設計手法に

おける評価対象断面以外の箇所で，水平２方向及び鉛直方向

地震力の影響により３次元的な応答が想定される箇所を抽出

する。 

⑤ 従来設計手法の妥当性の確認 

④で抽出された箇所が，水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せに対して，従来設計手法における評価対象断面の耐震

評価で満足できるか検討を行う。 

 

 

 MOX 燃料加工施設

には，屋外重要土

木構造物は無いた

め記載しない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－７ 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(18／19) 

別紙４－７ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
  (2) 影響評価手法 

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の影響評価 

 

 

評価対象として抽出された構造物について，従来設計手法

での評価対象断面（弱軸方向）の地震応答解析に基づく構造

部材の照査において，評価対象断面（弱軸方向）に直交する

断面（強軸方向）の地震応答解析に基づく構造部材の発生応

力等を適切に組み合せることで，水平２方向及び鉛直方向地

震力による構造部材の発生応力を算出すると共に構造部材の

設計上の許容値に対する評価を実施し，構造物が有する耐震

性への影響を確認する。 

評価対象部位については，屋外重要土木構造物が明確な弱

軸・強軸を示し，地震時における構造物のせん断変形方向が

明確であることを考慮し，従来設計手法における評価対象断

面（弱軸方向）における構造部材の耐震評価結果及び水平２

方向の影響の程度を踏まえて選定する。 

 

 

⑦ 機器・配管系への影響検討 

 

 

③及び⑤にて，水平2 方向及び鉛直方向地震力の組合せの

影響が確認された構造物が，耐震重要施設，常設耐震重要重

大事故防止設備又は常設重大事故緩和設備が設置される重大

事故等対処施設の機器・配管系の間接支持構造物である場

合，機器・配管系に対して，水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せによる応答値への影響を確認する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への

影響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映す

る。 

なお，④及び⑤の精査にて，屋外重要土木構造物の影響の

観点から抽出されなかった部位であっても，地震応答解析結

果から機器・配管系への影響の可能性が想定される部位につ

いては検討対象として抽出する。 

 

 

 

 MOX 燃料加工施設

には，屋外重要土

木構造物は無いた

め記載しない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－７ 水平 2方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針】(19／19) 

別紙４－７ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－７ 添付書類Ⅴ－２－１－８ 
  

 
 

 

 

 

 

 

4.4 津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備 

津波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備は，「機器・配管

系」又は「屋外重要土木構造物」に区分し設計をしていることか

ら，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価は，施設，

設備の区分に応じて「4.2 機器・配管系」又は「4.3 屋外重要土木

構造物」の方針に基づいて実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  MOX 燃料加工施設

においては津波が

敷地高さに到達し

ないことを事業変

更許可申請書に記

載しており該当設

備はない。 

 

 

 

 

 

 

 

519



 

 

令和４年６月 10 日 Ｒ６ 

 

 

 

別紙４－８ 
 

 

 

機能維持の基本方針 

 

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章立ての違いによる記載位置の違いによる

差異 
二重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(1／132) 
別紙４－８ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

 

Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針 

 

目 次 

 

1. 概要 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

3. 構造強度  

3.1 構造強度上の制限 

3.2 変位，変形の制限 

4. 機能維持 

4.1 動的機能維持 

4.2 電気的機能維持 

4.3 気密性の維持 

 

4.4 遮蔽機能の維持 

4.5 支持機能の維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 閉じ込め機能の維持 

 

 

Ⅴ-2-1-9 機能維持の基本方針 

 

目 次 

 

1. 概要  

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力  

3. 構造強度  

3.1 構造強度上の制限  

3.2 変位，変形の制限  

4. 機能維持  

4.1 動的機能維持  

4.2 電気的機能維持  

4.3 気密性の維持 

4.4 止水性の維持 

4.5 遮蔽性の維持  

4.6 支持機能の維持  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 通水機能及び貯水機能の維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 津波に起因する

止水性について

は，事業変更許

可申請書におい

て，敷地に到達

する津波はない

ことを記載して

いるため，記載

の差異により新

たな論点が生じ

るものではな

い。 

• 非常時に海水を

確保するための

通水機能の維持

が要求される非

常用取水設備に

該当する設備は

ない。また，貯

水機能の維持が

要求される耐震

重要施設及び常

設耐震重要重大

事故等対処設備

が設置される重

大事故等対処施

設はない。 

 

 MOX 燃料加工

施設固有の設

計上の考慮で

あり，新たな

論点が生じる

ものではな

い。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(2／132) 
別紙４－８ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

 

1. 概要 

本資料は，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「4. 設計用地震

力」に示す設計用地震力の算定方法及び「5. 機能維持の基本方針」に示す

機能維持の考え方に基づき，安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設

の機能維持に関する基本的な考え方を説明するものである。 

 

なお，重大事故等対処施設に該当する機器・配管系の設計方針について

は，重大事故等対処施設の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」のう

ち「4. 設計用地震力」に示す設計用地震力の算定法及び「5. 機能維

持の基本方針」に示す機能維持の考え方に基づき，設計基準対象施設

及び重大事故等対処施設の機能維持に関する基本的な考え方を説明す

るものである。 

 

 

 

 

 

 

 

・重大事故等対処

施設に該当する

機器・配管系に

ついては，後次

回で比較結果を

示す。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(3／132) 
別紙４－８ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
4. 設計用地震力 

4.1  地震力の算定方法 

耐震設計に用いる地震力の算定は以下の方法による。 

 

 

4.2  設計用地震力 

「4.1 地震力の算定方法」に基づく設計用地震力は「Ⅲ－

１－１－８ 機能維持の基本方針」の第2.-１表に示す地震力

に従い算定するものとする。 

 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

機能維持の確認に用いる設計用地震力については，「Ⅲ－１－１ 耐震設

計の基本方針」の「4. 設計用地震力」に示す設計用地震力の算定方法に基

づくこととし，具体的な算定方法は第 2.-1 表に示す。 

 

 

また，当該申請における機器・配管系の設計用地震力の算定に際して

は，「Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に定める方法にて設

定した設計用床応答曲線を用いる。 

 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

機能維持の確認に用いる設計用地震力については，添付書類「Ⅴ-

2-1-1 耐震設計の基本方針の概要」の「4. 設計用地震力」に示す設

計用地震力の算定法に基づくこととし，具体的な算定法は表2-1 に示

す。 

 

また，当該申請の工事計画における機器・配管系の設計用地震力の

算定に際しては，添付書類「Ⅴ-2-1-7 設計用床応答曲線の作成方

針」に定める方法にて設定した設備評価用床応答曲線を用いる。 

このため，表2-1 に示す設計用床応答曲線については，設備評価用床

応答曲線を含むものとして扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 発電炉において

は「設備評価用

床応答曲線」を

用いた評価を実

施しているが，

MOX 燃料加工施

設においては

「設計用床応答

曲線」を用いた

評価を実施して

いるため，記載

の差異により新

たな論点が生じ

るものではな

い。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(4／132) 
別紙４－８ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 第 2.-1 表 設計用地震力 

(1) 静的地震力 

a. 安全機能を有する施設 

静的地震力及び必要保有水平耐力は，以下の地震層せん断力係数及び震度

に基づき算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記＊1：Ｃｉは標準せん断力係数を 0.2 とし，建物・構築物の振動特性及

び地盤の種類等を考慮して求められる値で次式に基づく。 

 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０ 

Ｒｔ：振動特性係数 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０：標準せん断力係数 0.2 

＊2：Ｃｉは標準せん断力係数を 1.0 とし，建物・構築物の振動特性及

び地盤の種類等を考慮して求められる値で次式に基づく。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０ 

Ｒｔ：振動特性係数 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０：標準せん断力係数 1.0 

 

＊3：震度 0.3 とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を考慮

し，高さ方向に一定とする。また次式より求めた値を表に記載し

た。 

ＣV＝0.3・ＲＶ 

ＲＶ：振動特性係数 0.8 

 

種別 
耐震 

クラス 

地震層せん断力係数及

び水平震度 

地震層せん断力係数 

(必要保有水平耐力 

算出用) 

鉛直震度 

建物 

・ 

構築物 

Ｓ 3.0・Ci＊1 1.0・Ci＊2 
1.0・Cv＊3 

(0.240) 

Ｂ 1.5・Ci＊1 1.0・Ci＊2 － 

Ｃ 1.0・Ci＊1 1.0・Ci＊2 － 

機器 

・ 

配管系 

Ｓ 3.6・Ci＊1 － 
1.2・Cv＊3 

(0.288) 

Ｂ 1.8・Ci＊1 － － 

Ｃ 1.2・Ci＊1 － － 

表2-1 設計用地震力 

(1) 静的地震力 

（設計基準対象施設） 

静的地震力及び必要保有水平耐力は，次の地震層せん断力係数及び

震度に基づき算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記＊1：Ｃｉは標準せん断力係数を0.2 とし，建物・構築物の振動特

性及び地盤の種類等を考慮して求められる値で次式に基づ

く。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０ 

Ｒｔ：振動特性係数 0.8 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０ ：標準せん断力係数 0.2 

＊2：Ｃｉは標準せん断力係数を1.0 とし，建物・構築物の振動特

性及び地盤の種類等を考慮して求められる値で次式に基づ

く。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０ 

Ｒｔ：振動特性係数 0.8 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０ ：標準せん断力係数 1.0 

＊3：震度0.3とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類等を

考慮し，高さ方向に一定とする。また次式より求めた値を表

に記載した。 

ＣＶ＝0.3・ＲＶ 

ＲＶ：振動特性係数 0.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 補足説明資料

「地震 00-02 本

文、添付、添付

書類、補足説明

項目への展開

（地震）（MOX 燃

料加工施設） 

別紙 1基本設計

方針の許可整合

性、発電炉との

比較」と同様

に，建物・構築

物は，建物，構

築物及び土木構

造物の総称とし

ており，土木構

造物について

も，建物・構築

物の項目にて記

載。以降同様。 

• Ｒｔは埋め込み

深さ，支持地盤

のせん断波速度

により変動する

ため，0.8 に限

定しない記載と

した。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(5／132) 
別紙４－８ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 b. 重大事故等対処施設 

 静的地震力は，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備，及び当該設備が設置される重大事故等対処施設に適用するもの

とし，以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定する。 

 

種別 

＊1 

設備分類 

施設区分 

＊2 

耐震クラス 

地震層せん

断力係数及

び水平震度 

地震層せん断力係

数（必要保有水平

耐力算出用） 

鉛直震度 

建物 

・ 

構築物 

① Ｂ 1.5Ci 
＊3 1.0Ci 

＊4 － 

① Ｃ 1.0Ci 
＊3 1.0Ci 

＊4 － 

 

 

 

 

注記 ＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

 

①：常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対処施設 

 

＊2：常設重大事故等対処設備の代替する機能を有する安全機能を有

する施設が属する耐震重要度分類のクラス 

＊3：Ｃｉは標準せん断力係数を0.2 とし，建物・構築物の振動特性

及び地盤の種類等を考慮して求められる値で次式に基づく。 

 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０ 

Ｒｔ：振動特性係数 0.8 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０ ：標準せん断力係数 0.2 

 

＊4：Ｃｉは標準せん断力係数を1.0 とし，建物・構築物の振動特性

及び地盤の種類等を考慮して求められる値で次式に基づく。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０ 

Ｒｔ：振動特性係数 0.8 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０ ：標準せん断力係数 1.0 

（重大事故等対処施設） 

静的地震力は，常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故

防止設備，及び当該設備が設置される重大事故等対処施設に適用する

ものとし，以下の地震層せん断力係数及び震度に基づき算定する。 

 

 
 

 

 

 

注記 ＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

 

①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防

止設備 

②：①が設置される重大事故等対処施設 

＊2：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準

事故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス 

＊3：Ｃｉは標準せん断力係数を0.2 とし，建物・構築物の振動

特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値で次式に基

づく。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０ 

Ｒｔ：振動特性係数 0.8 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０ ：標準せん断力係数 0.2 

＊4：Ｃｉは標準せん断力係数を1.0 とし，建物・構築物の振動

特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値で次式に基

づく。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０ 

Ｒｔ：振動特性係数 0.8 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０ ：標準せん断力係数 1.0 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(6／132) 
別紙４－８ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 (2) 動的地震力 

a. 安全機能を有する施設 

動的地震力は，以下の入力地震動又は入力地震力に基づき算定する。 

 

種別 
耐震 

クラス 

入力地震動又は入力地震力＊1 

水平 鉛直 

建物・

構築物 

Ｓ 

弾性設計用地震動Ｓｄ 弾性設計用地震動Ｓｄ 

基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

Ｂ 
弾性設計用地震動 

Ｓｄ・1/2＊2 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ・1/2＊2 

機器・

配管系 

Ｓ 

設計用床応答曲線Ｓｄ 

又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓｄ 

又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

Ｂ 
設計用床応答曲線 

Ｓｄ・1/2＊2 

設計用床応答曲線 

Ｓｄ・1/2＊2 

注記 ＊1：設計用床応答曲線は，弾性設計用地震動Ｓｄ及び基準地震動Ｓ

ｓに基づき作成した設計用床応答曲線とする。 

＊2：水平方向及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある施

設に適用する。 

 

 

 

 

 

(2) 動的地震力 

（設計基準対象施設） 

動的地震力は，以下の入力地震動又は入力地震力に基づき算定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 ＊1：設計用床応答曲線は，弾性設計用地震動Ｓｄ及び基準地

震動Ｓｓに基づき作成した設計用床応答曲線とする。 

＊2：水平方向及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれの

ある施設に適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 事業変更許可申

請書において，

敷地に到達する

津波はないこと

を記載してお

り，津波防護施

設，浸水防止設

備，津波監視設

備に該当する施

設はない。以

降，本資料にお

ける津波防護施

設，浸水防止設

備，津波監視設

備の記載有無に

よる発電炉との

差異理由は同

様。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(7／132) 
別紙４－８ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 b. 重大事故等対処施設 

動的地震力は，重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分に応じて，以

下の入力地震動に基づき算定する。 

 

種別 

＊1 

設備分類 

施設区分 

＊2 

耐震クラス 

入力地震動＊3 

水平 鉛直 

建物・

構築物 

④ 

Ｓ 

基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

③ 基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

①，② Ｂ 
弾性設計用地震動 

Ｓｄ・1/2＊3 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ・1/2＊3 

 

注記 ＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備 

②：①が設置される重大事故等対処施設 

③：常設耐震重要重大事故等対処設備 

④：③が設置される重大事故等対処施設 

 

 

＊2：常設重大事故等対処設備の代替する機能を有する安全機能を有

する施設が属する耐震重要度分類のクラス 

 

 

 

 

 

 

＊3：水平方向及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある施

設に適用する。 

 

（重大事故等対処施設） 

動的地震力は，重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分に応じ

て，以下の入力地震動又は入力地震力に基づき算定する。 

 

 

注記 ＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防

止設備 

②：①が設置される重大事故等対処施設 

③：常設耐震重要重大事故防止設備 

④：③が設置される重大事故等対処施設 

⑤：常設重大事故緩和設備 

⑥：⑤が設置される重大事故等対処施設 

＊2：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事

故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス 

また，常設重大事故緩和設備については，当該クラスをＳ

と表記する。 

＊3：設計用床応答曲線は，弾性設計用地震動Ｓｄ及び基準地震

動Ｓｓに基づき作成した設計用床応答曲線とする。 

＊4：放射性物質放出の 終障壁である原子炉格納容器に適用す

る。 

＊5：水平方向及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのあ

る施設に適用する。 

 

 

 

 

 

＊6：屋外重要土木構造物の機能を代替する重大事故等対処施設

に適用する。 

 

 

 

 

 

 重大事故等対

処施設に該当

する機器・配管

系については，

後次回で比較

結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発電炉固有の

機能要求であ

り，MOX 燃料加

工施設には類

似する機能要

求がないため，

記載の差異に

より新たな論

点が生じるも

のではない。 

 

 MOX 燃料加工

施設では，屋外

重要土木構造

物は無いため

記載しない。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(8／132) 
別紙４－８ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 (3) 設計用地震力 

a. 安全機能を有する施設 

 

種別 
耐震 

クラス 
水平 鉛直 摘要 

建物 

・ 

構築物 

Ｓ 

地震層せん

断力係数 

3.0・Ｃｉ 

静的震度 

(0.240) 
荷重の組合せは，水平方向及び鉛直方向が静

的地震力の場合は同時に不利な方向に作用さ

せるものとする。 

水平方向及び鉛直方向が動的地震力の場合

は,建物・構築物については組合せ係数法又

は二乗和平方根(SRSS)法によるものとする。 

弾性設計用

地震動Ｓｄ 

弾性設計

用地震動

Ｓｄ 

基準地震動

Ｓｓ 

基準地震

動Ｓｓ 

Ｂ 

地震層せん

断力係数 

1.5・Ｃｉ 

－ － 

弾性設計用

地震動 

Ｓｄ・1/2＊1 

弾性設計

用地震動 

Ｓｄ・

1/2＊1 

荷重の組合せは，建物・構築物については，

組合せ係数法，二乗和平方根(SRSS)法又は絶

対値和法によるものとし, 土木構造物につい

ては，動的解析において水平方向及び鉛直方

向の動的地震力を同時に考慮するものとす

る。 

Ｃ 

地震層せん

断力係数 

1.0・Ｃｉ 

－ － 

機器 

・ 

配管系 

Ｓ 

静的震度 

3.6・Ｃｉ 

静的震度 

(0.288) ＊2,＊3 

荷重の組合せは，水平方向及び鉛直方向が静

的地震力の場合は同時に不利な方向に作用さ

せるものとする。 

水平方向及び鉛直方向が動的地震力の場合は

二乗和平方根(SRSS)法又は絶対値和法によ

る。 

設計用床応

答曲線Ｓｄ 

又は 

弾性設計用

地震動Ｓｄ 

設計用床

応答曲線

Ｓｄ 

又は 

弾性設計

用地震動

Ｓｄ 

設計用床応

答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動

Ｓｓ 

設計用床

応答曲線

Ｓｓ 

又は 

基準地震

動Ｓｓ 

＊3 

荷重の組合せは，二乗和平方根(SRSS)法又は

絶対値和法による。 

Ｂ 

静的震度 

1.8・Ｃｉ 
－ 

＊3,＊4 

水平方向及び鉛直方向が動的地震力の場合は

二乗和平方根(SRSS)法又は絶対値和法によ

る。 

設計用床応

答曲線 

Ｓｄ・1/2＊1 

設計用床

応答曲線 

Ｓｄ・

1/2＊1 

Ｃ 
静的震度 

1.2・Ｃｉ 
－ － 

 

 

 

 
 

注記 ＊1：水平及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある

施設に適用する。 

＊2：水平方向における動的と静的の大きい方の地震力と，鉛

直における動的と静的の大きい方の地震力とを，絶対値

和法で組み合わせてもよいものとする。 

(3) 設計用地震力 

（設計基準対象施設） 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

注記 ＊1：水平及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある

施設に適用する。 

＊2：水平方向における動的と静的の大きい方の地震力と，鉛

直における動的と静的の大きい方の地震力とを，絶対値

和法で組み合わせてもよいものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・土木構造物の動

的解析における

設計用地震力の

考慮方法を明確

化した。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(9／132) 
別紙４－８ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
＊3：絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。 

＊4：水平方向における動的と静的の大きい方の地震力と，鉛

直における動的地震力とを，絶対値和法で組み合わせて

もよいものとする。 

＊3：絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。 

＊4：水平方向における動的と静的の大きい方の地震力と，鉛

直における動的地震力とを，絶対値和法で組み合わせてもよ

いものとする。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(10／132) 
別紙４－８ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 b. 重大事故等対処施設 

 

 

 

種別 

＊1 

設備分類 

施設区分 

＊2 

耐震 

クラス 

水平 鉛直 摘要 

建物・構築

物 

④ 

Ｓ 

基準地震動 

Ｓｓ 

基準地震動 

Ｓｓ 

荷重の組合

せは，組合せ

係数法又は

二乗和平方

根（SRSS）法

による。 

③ 
基準地震動 

Ｓｓ 

基準地震動 

Ｓｓ 

①，② 

Ｂ 

地震層せん

断力係数 

1.5Ci 

－ － 

弾性設計用

地震動＊3 

Ｓｄ･1/2 

弾性設計用

地震動＊3 

Ｓｄ･1/2 

荷重の組合

せは，組合せ

係数法によ

る。 

Ｃ 

地震層せん

断力係数 

1.0Ci 

－ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 ＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備 

②：①が設置される重大事故等対処施設 

③：常設耐震重要重大事故等対処設備 

④：③が設置される重大事故等対処施設 

 

 

＊2：常設重大事故等対処設備の代替する機能を有する安全機能を有す

る施設が属する耐震重要度分類のクラス 

 

 

 

 

＊3：水平方向及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのある施

設に適用する。 

 

 

 

 

（重大事故等対処施設） 

 
注記 ＊1：重大事故等対処施設の設備分類及び施設区分 

①：常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故

防止設備 

②：①が設置される重大事故等対処施設 

③：常設耐震重要重大事故防止設備 

④：③が設置される重大事故等対処施設 

⑤：常設重大事故緩和設備 

⑥：⑤が設置される重大事故等対処施設 

＊2：常設重大事故防止設備の代替する機能を有する設計基準事

故対処設備が属する耐震重要度分類のクラス 

また，常設重大事故緩和設備については，当該クラスを

Ｓと表記する。 

＊3：放射性物質放出の 終障壁である原子炉格納容器に適用す

る。 

＊4：水平方向及び鉛直方向の地震動に対して共振のおそれのあ

る施設に適用する。 

＊5：絶対値和法で組み合わせてもよいものとする。 

＊6：水平における動的と静的の大きい方の地震力と，鉛直にお

ける動的地震力とを，絶対値和法で組み合わせてもよいも

のとする。 

＊7：屋外重要土木構造物の機能を代替する重大事故等対処施設

に適用する。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOX 燃料加工

施設には，常設

重大事故緩和

設備の分類が

ないため記載

しない。 

 発電炉固有の

機能要求であ

り，MOX 燃料加

工施設には類

似する機能要

求がないため，

記載の差異に

より新たな論

点が生じるも

のではない。 

・絶対値和法での

荷重の組合せ

において，動的

地震力と静的

地震力での組

み合わせは行

っていないた

め，記載してい

ない。なお，絶

対値和法の適

用については

表内に記載し

た。 

 MOX 燃料加工施

設において，屋

外重要土木構造

物は存在しない

ため，記載しな

い。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(11／132) 
別紙４－８ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 

5. 機能維持の基本方針 

耐震設計における安全機能維持は，安全機能を有する施設

の耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地

震力に対して，施設の構造強度の確保を基本とする。 

 

耐震安全性が応力の許容限界のみで律することができない

施設等，構造強度に加えて，各施設の特性に応じた動的機

能，電気的機能，気密性，遮蔽機能，支持機能及び閉じ込め

機能の維持を必要とする施設については，その機能が維持で

きる設計とする。 

 

気密性，遮蔽機能，支持機能及び閉じ込め機能の維持につ

いては，構造強度を確保することを基本とする。必要に応じ

て評価項目を追加することで，機能維持設計を行う。 

ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 構造強度 

MOX燃料加工施設は，安全機能を有する施設の耐震重要度

及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震力による荷

重と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で，構造

強度を確保する設計とする。また，変位及び変形に対し，設

計上の配慮を行う。 

 

自然現象に関する組合せは，「Ⅴ－１－１－１ 加工施設

の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」に従い行

う。 

 

具体的な荷重の組合せ及び許容限界は「Ⅲ－１－１－８ 

機能維持の基本方針」の第3.1-１表に示す。 

 

3. 構造強度 

3.1 構造強度上の制限 

MOX 燃料加工施設の耐震設計については，「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本

方針」のうち「5.1 構造強度」に示す考え方に基づき，安全機能を有する施

設における各耐震重要度及び重大事故等対処施設の設備分類に応じた設計用

地震力が加わった場合，これらに生じる応力とその他の荷重によって生じる

応力の合計値等を許容限界以下とする。 

 

許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持できるように

十分に余裕を見込んだ値又は重大事故等に対処するための機能が維持できる

値とする。 

地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容値は，

第3.1-1表に示すとおりとする。 

 

機器・配管系の基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄのみによる疲労

解析に用いる等価繰返し回数は，設備ごとに個別に設定した値を用いる。 

 

弾性設計用地震動Ｓｄの疲労解析は，設備ごとに個別に設定した弾性設計

用地震動Ｓｄの等価繰返し回数が基準地震動Ｓｓの疲労解析に用いた等価繰

返し回数以下であれば省略しても良いものとする。 

 

 

 

 

 

また，建物・構築物（土木構造物を除く）の保有水平耐力は，必要保有水

平耐力に対して，妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要とな

る施設の基礎地盤については，接地圧が安全上適切と認められる規格及び基

準等による地盤の支持力又は支持力度と比べて妥当な安全余裕を有する設計

とし，安全機能を有する施設における耐震重要度及び重大事故等対処施設の

設備分類に応じた許容限界を設定する。 

 

耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷重及び風荷

重を組合せる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを第3.-1図に示す。積雪荷

重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪による受圧面積が小

さい施設，又は埋設構造物等通常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視で

きる施設を除き，地震力と組み合わせる。また，風荷重については，屋外に

設置されている施設のうち，コンクリート構造物等の自重が大きい施設を除

いて，風荷重の影響が地震力と比べて相対的に無視できないような構造，形

状及び仕様の施設においては，地震力と組み合わせる。第3.-3表に施設の区

分ごとの，積雪荷重及び風荷重の組合せを示す。 

 

3. 構造強度 

3.1 構造強度上の制限 

発電用原子炉施設の耐震設計については，添付書類「Ⅴ-2-1-1 耐

震設計の基本方針の概要」のうち「5.1 構造強度」に示す考え方に基

づき，設計基準対象施設における各耐震重要度及び重大事故等対処施

設の施設区分に応じた設計用地震力が加わった場合，これらに生じる

応力とその他の荷重によって生じる応力の合計値等を許容限界以下と

する設計とする。 

許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持できる

ように十分に余裕を見込んだ値とする。 

 

地震力による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容

値は，表3-1 に示す通りとする。 

 

機器・配管系のＳｄ又はＳｓ地震動のみによる疲労解析に用いる等

価繰返し回数は，設置場所等に関係なく複数の設備に対して適用が可

能になるように設定した値（Ｓｓ地震動：160回，Ｓｄ地震動：320 

回），又は設備ごとに個別に設定した値を用いる。Ｓｄ地震動の疲労

解析は，設備ごとに個別に設定したＳｄ地震動の等価繰返し回数がＳ

ｓ地震動の疲労解析に用いた等価繰返し回数以下であれば省略でき

る。 

 

 

 

 

また，建物・構築物の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対し

て，妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要となる施設

の基礎地盤については，接地圧が安全上適切と認められる規格及び基

準等による地盤の支持力又は支持力度と比べて妥当な安全余裕を有す

る設計とし，設計基準対象施設における耐震重要度及び重大事故等対

処施設の施設区分に応じた許容限界を設定する。 

 

耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪荷重及

び風荷重を組合せる。積雪荷重及び風荷重の設定フローを図3-1 に示

す。積雪荷重については，屋外に設置されている施設のうち，積雪に

よる受圧面積が小さい施設，又は埋設構造物等常時の荷重に対して積

雪荷重の割合が無視できる施設を除き，地震力と組み合わせる。ま

た，風荷重については，屋外に設置されている施設のうち，コンクリ

ート構造物等の自重が大きい施設を除いて，風荷重の影響が地震力と

比べて相対的に無視できないような構造，形状及び仕様の施設におい

ては，地震力と組み合わせる。表3-2 に施設の区分ごとの，積雪荷重

及び風荷重の組合せを示す。 

 

通常運転時の状態，運転時の異常な過渡変化時の状態及び事故時の

状態については，次のように定義される運転状態Ⅰ，運転状態Ⅱ，運

転状態Ⅲ，運転状態Ⅳ及び運転状態Ⅴのそれぞれの状態として考慮す

る。 

(1) 「運転状態Ⅰ」とは，発電用原子炉施設の通常運転時の状態をい

う。ここで通常運転とは，運転計画等で定める起動，停止，出力運

転，高温待機，燃料取替等の発電用原子炉施設の運転をいう。 

(2) 「運転状態Ⅱ」とは，運転状態Ⅰから逸脱した運転状態であっ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• MOX 燃料加工施

設においては，

一律の値を設定

しておらず，設

備ごとに設定し

ているため，記

載の差異により

新たな論点が生

じるものではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 発電炉において

地震荷重と組み

合わせる地震荷

重以外の荷重

は，設計基準事

故等の発生頻度

及び継続時間を

考慮した運転状
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(12／132) 
別紙４－８ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
て，運転状態Ⅲ，運転状態Ⅳ，運転状態Ⅴ及び試験状態以外の状態を

いう。「試験状態」とは，耐圧試験により原子炉施設に 高使用圧力

を超える圧力が加えられている状態をいう。 

(3) 「運転状態Ⅲ」とは，発電用原子炉施設の故障，異常な作動等に

より原子炉の運転の停止が緊急に必要とされる運転状態をいう。 

(4) 「運転状態Ⅳ」とは，発電用原子炉施設の安全性を評価する観点

から異常な状態を想定した運転状態をいう。 

(5) 「運転状態Ⅴ」とは，発電用原子炉施設が重大事故に至るおそれ

がある事故，又は重大事故の状態で，重大事故等対処施設の機能が必

要とされる運転状態をいう。なお，添付書類「Ⅴ-3 強度に関する説

明書」に記載の「運転状態Ⅳを超える事象」に相当するものである。 

使用済燃料乾式貯蔵容器については，次のように定義される設計事

象Ⅰ，設計事象Ⅱ，設計事象Ⅲ，設計事象Ⅳのそれぞれの状態を考慮

する。 

(1) 「設計事象Ⅰ」とは，使用済燃料乾式貯蔵容器の通常の取扱い

時及び貯蔵時の状態をいう。 

(2) 「設計事象Ⅱ」とは，設計事象Ⅰ，設計事象Ⅲ，設計事象Ⅳ及

び試験状態以外の状態をいう。「試験状態」とは，耐圧試験により使

用済燃料乾式貯蔵容器に 高使用圧力を超える圧力が加えられてい

る状態をいう。 

(3) 「設計事象Ⅲ」とは，使用済燃料乾式貯蔵容器又はその取扱い

機器等の故障，異常な作動等により，貯蔵又は計画された取扱いの

停止が緊急に必要とされる状態をいう。 

(4) 「設計事象Ⅳ」とは，使用済燃料乾式貯蔵容器の安全設計上想

定される異常な事態が生じている状態をいう。 

 

態を定義した上

で設定されてい

る。一方，MOX

燃料加工施設に

おいては，設計

基準事故時の状

態において組み

合わせるべき荷

重はなく，運転

状態を設計基準

事故等の発生頻

度及び継続時間

を考慮して定義

付ける必要はな

いことから，通

常運転時の状態

において 高使

用圧力， 高使

用温度等，設計

条件そのものを

適用しているた

め，記載の差異

により新たな論

点が生じるもの

ではない。（設

計基準事故時の

状態における荷

重の組み合わせ

については，補

足説明資料

「【耐震機電

22】地震荷重と

事故時荷重との

組み合わせにつ

いて」にて示

す。） 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(13／132) 
別紙４－８ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 第 3.1-1 表 安全機能を有する施設 荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

 
 耐

震
ク
ラ
ス 

荷重の 

組合せ 

許容限界 

建物・構築物 基礎地盤の支持性能 

建
物
・
構
築
物 

Ｓ
ク
ラ
ス 

Ｄ＋Ｌ＋Ｓｓ 

質点系モデルによる地震応答

解析の 大せん断ひずみ度が

2.0×10-3を超えないこと又は

部材に生じる応力が終局耐力

に対し妥当な安全余裕を有し

ていることあるいは部材に生

じる応力又はひずみが CCV 規

格＊1における荷重状態Ⅳの許

容値を超えないこととする。 

地盤の極限支持力度

に対して妥当な安全

余裕を持たせる。 

＊2 

Ｄ＋Ｌ＋Ｓｄ 

質点系モデルによる地震応答

解析の 大せん断ひずみ度が

おおむね弾性状態に留まる範

囲で耐えること又は部材に生

じる応力が短期許容応力度に

基づく許容値又は CCV 規格＊1

における荷重状態Ⅲの許容値

を超えないこととする。 

地盤の短期許容支持

力度とする。 

Ｂ
ク
ラ
ス 

Ｄ＋Ｌ＋ＳＢ 

部材に生じる応力が短期許容

応力度に基づく許容値を超え

ないこととする。 

地盤の短期許容支持

力度とする。 

Ｃ
ク
ラ
ス 

Ｄ＋Ｌ＋ＳＣ 

部材に生じる応力が短期許容

応力度に基づく許容値を超え

ないこととする。 

地盤の短期許容支持

力度とする。 

 

 

表3-1 荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

（設計基準対象施設） 

a.建物・構築物（原子炉格納容器を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（86/132）頁から 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(14／132) 
別紙４－８ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
 記号の説明 

Ｄ ：固定荷重 

Ｌ ：積載荷重 

 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＳＢ ：耐震Ｂクラスの施設に適用される静的地震力又は動的地震力 

 

ＳＣ ：耐震Ｃクラスの施設に適用される静的地震力 

 

注記＊1： 発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格

((社)日本機械学会，2003) 

＊2： 地震力と組み合わせる荷重には，この他，建物・構築物の設置

状況に応じて，土圧，水圧等を考慮するものとする。 

 

 

〔記号の説明〕 

Ｇ  ：固定荷重 

Ｐ  ：積載荷重 

 

Ｋｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＫＳ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

ＫＢ  ：耐震Ｂクラスの施設に適用される静的地震力又は動的地震

力 

ＫＣ ：耐震Ｃクラスの施設に適用される静的地震力 
 

 

注記＊2：発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格

（（社）日本機械学会，2003） 

＊1：設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重のうち長時間

その作用が続く荷重は，弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力

又は静的地震力と組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 設計基準事故時

の状態で施設に

作用する荷重に

ついては，通常

時の状態で施設

に作用する荷重

を超えるもの及

び長時間施設に

作用するものが

ないため，基本

設計方針に合わ

せて記載した。 
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発電炉－MOX 燃料加工施設 記載比較 

【Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針】(15／132) 
別紙４－８ 

MOX 燃料加工施設 発電炉 
備考 

添付書類Ⅲ－１－１ 添付書類Ⅲ－１－１－８ 添付書類Ⅴ－２－１－９ 
  b.原子炉格納容器 

 
〔記号の説明〕 

Ｄ ：死荷重 

Ｌ ：活荷重 

Ｐ１：運転時圧力荷重 

Ｔ１：運転時温度荷重 

Ｐ２：異常時圧力荷重 

Ｔ２：異常時温度荷重 

Ｈ ：水力学的動荷重 

Ｋｄ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

ＫＳ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

 

注記＊1：冷却材喪失事故時の荷重として圧力の 大値は考慮しな

い。 

＊2：原子炉格納容器は原子炉冷却材喪失時の 終障壁となるこ

とから，構造体全体としての安全余裕を確認する意味で，

原子炉冷却材喪失後の 大内圧とＳｄ（又は静的地震力）

との組合せを考慮するものとし，内圧は安全側に原子炉格

納容器の 高使用圧力に置き換えるものとする。 

＊3：発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格

（（社）日本機械学会，2003） 

 

 発電炉固有の設

備についての記

載であり MOX 燃

料加工施設には

該当する設備が

ないため，記載

の差異により新

たな論点が生じ

るものではな

い。 
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